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【開催日】 平成２７年３月１２日 

【開催場所】 第２委員会室 

【開会・散会時間】 午後１時～午後６時５４分 

【出席委員】 
 

委 員 長 松 尾 数 則 副委員長 河 﨑 平 男 

委 員 大 井 淳一朗 委 員 杉 本 保 喜 

委 員 中 島 好 人 委 員 長谷川 知 司 

 

【欠席委員】 

なし 

【委員外出席議員等】 
 

議 長 尾 山 信 義 副 議 長 三 浦 英 統 

傍聴議員 岡 山  明   

 

【執行部出席者】 
 

産業振興部長 小 野  信 産業振興部次長兼商工労働課長 姫 井  昌 

商工労働課商工労働係長 山 本 修 一 企業立地推進室長 井 本 雅 友 

企業立地推進室主任 原 田 貴 順 農林水産課長 阿 武 恒 美 

農林水産課技監 河 田  誠 農林水産課農林係長 森 山 喜 久 

建設部長 佐 村 良 文 建設部次長兼下水道課長 多 田 敏 明 

都市計画課長 髙 橋 敏 明  都市計画課課長補佐 渡 邉 俊 浩 

都市計画課建築指導係長 迫 田 勝 憲 下水道課技監 森 弘 健 二 

下水道課課長補佐 池 田 康 雄 下水道課主査兼計画係長 山 﨑 誠 司 

下水道課主査兼工務第一係長 兼 本 浩 二 下水道課主査兼工務第二係長 中 村 景 二 

山陽水処理センター 光 井 洋 一 農業委員会事務局長 山 相 信 安 

水道事業管理者 岩 佐 謙 三 水道局次長兼工務課長 大 田 知 忠 

水道局総務課長 原 田 健 治 水道局総務課主幹兼総務係長 伊 藤 清 貴 

水道局総務課課長補佐兼財政係長 岡   秀 昭 水道局業務課長 戸 倉 誠 一 

水道局業務課課長補佐 飯 田 栄 二 水道局工務課技監 伊 東 修 一 
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水道局浄水課長 西 山 洋 治 水道局浄水課技監 山 本 敏 之 

 

【事務局出席者】 
 

局 長 古 川 博 三 庶務調査係主任 角  紀 子 

 

【審査事項】 

１ 議案第２１号 平成２７年度山陽小野田市水道事業会計予算について 

（水道局）   

 

２ 議案第２２号 平成２７年度山陽小野田市工業用水道事業会計予算につい 

  て（水道局） 

 

３ 議案第１６号 平成２７年度山陽小野田市地方卸売市場事業特別会計予算 

について（農林水産課） 

 

４ 議案第４１号 山陽小野田市手数料徴収条例の一部を改正する条例の制定 

について（都市計画課／農業委員会） 

 

５ 議案第１２号 平成２７年度山陽小野田市駐車場事業特別会計予算につい 

  て（都市計画課） 

 

６ 議案第１７号 平成２７年度山陽小野田市下水道事業特別会計予算につい 

         て（下水道課） 

 

７ 議案第１８号 平成２７年度山陽小野田市農業集落排水事業特別会計予算 

について（下水道課） 

 

８ 議案第４０号 山陽小野田市工場設置奨励条例の一部を改正する条例の制

定について（企業立地推進室） 
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９ 議案第３９号 山陽小野田市商業起業家支援センター条例を廃止する条例

の制定について（商工労働課） 

 

１０ 閉会中の継続調査事項について 

  

午後１時００分開会 

 

松尾数則委員長  それでは、ただいまから産業建設常任委員会を始めます。本

日の出席者６名、全員出席でありますので委員会のほうは成立しており

ます。本日は傍聴はありません。本日はお手元に資料を配ってあります

日程どおり審議をしていきたいと思います。本日は議案９件を予定して

おりますので、議案審議に御協力をお願いいたします。早速議案第２１

号に入りますけれども、水道局のほうから委員会室にコンピューターの

持込みの要請が出ておりますので、これを許可したいと思います。それ

では、早速ですが議案第２１号平成２７年度山陽小野田市水道事業会計

予算について、水道局のほうから報告をしていただきます。 

 

岩佐水道事業管理者  事前に委員長と副委員長には了解を得ておりますけど、

本日議案が２件ございますけれども、それ以外に水道の広域化について

の説明と、それと企業債の繰上償還についての報告と、最後に私のほう

から審議を終わった後に報告をいたしますのでよろしくお願いいたしま

す。では、議案第２１号平成２７年度水道事業会計予算概要について御

説明いたします。お手元の予算書の１ページをお開き願いたいと思いま

す。第２条の業務の予定量につきましては、記載のとおりでございます。 

（４）の年間有収水量は、前年度の決算見込みの９６％を見込んでおり

ます。給水収益及び（５）の主要な建設改良事業については、後ほど御

説明をいたします。予算書第３条の収益的収支ですが、収入合計は約１

５億１,３００万円、支出の合計は約１３億５,７００万円を計上し、結

果、単年度おきまして税処理後５,９０１万６,０００円の利益を生ずる

編成となっております。次に、予算書２ページでございます。第４条資
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本的収支でございますけれども、下段の支出の建設改良におきましては、

平成１９年度策定の総合計画に沿って、前年度から引き続き配水池、浄

水場等の建設工事を実施し、約１３億の大型投資を行います。それに伴

いまして、収入の部の上水道企業債は１０億４,０２０万円の新規借入れ

を行います。なお、企業債等の外部資金を調達してもなお、差し引き収

支で約５億６,０００万円の不足金が生じますが、全額内部留保資金で補

塡することといたしております。その他、詳細につきましては、総務課

長から説明をさせますのでよろしくお願いいたします。 

 

原田水道局総務課長  それでは、説明の前に予算書を若干修正しておりますの

でお知らせをいたします。予算書４ページ以降でございますが、予算に

関する説明書でございます。ページ割を変えております。従来は、法定

地方公営企業法第２５条地方公営企業法施行令第１７条の２で義務付け

られた各説明資料の後に任意添付の参考資料という順序でとじておりま

した。これが昨年の３月の当委員会で説明ページがあちこちと飛んで不

評でしたので、今回から貸借対照表、損益計算書については、時系列的

にページを連続してとじております。前年度予定損益、前年度予定貸借、

当年度予定損益、当年度予定貸借といった順序でございます。加えて、

貸借対照表の数値表記について、減価償却累計額等の控除項目について

は、マイナス表記に変更しております。それでは、予算の内容について

御説明をいたします。予算書１ページでございます。第３条収益的収支

につきましては、詳細についてＢ４の補足説明資料の１ページにまとめ

ておりますので、並べて御覧ください。なお、資料のほうではゴシック

体の予算科目を中心に御説明をいたします。まずは、資料上段の収入の

部でございますが、上水、簡水合計の給水収益につきましては、有収水

量の減少を加味しまして、税抜きで前年度決算見込みの９６％、前々年

度決算実績の９３％程度を見込んでおります。このほかの収入は営業外、

その他営業収益に消費税還付を加えております。消費税は今年度工事等

の税額控除となる課税仕入れが多額のため還付となる予定でございます。

長期前受金戻入と簡水の特別利益については、補助金等を原資として取
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得した資産の減価償却に伴う収益価額でございます。平成２６年度から

の新会計制度により追加された収入予算ですが、これらには現金の裏付

けがございませんので、この金額６,２６１万４,０００円は当年度純利

益から差し引いてお考えいただきたいと思います。よって、キャッシュ

フロー計算書上は非現金収入として控除項目とされております。予算書

９ページのキャッシュフロー計算書の上から３行目でございます。御確

認をお願いいたします。資料に戻りまして、収益収入合計は、前年度当

初比較で１,５１０万２,０００円減額いたしまして１５億１,２７５万

９,０００円となります。続きまして、資料下段の支出の部でございます

が、予算各目の金額を使途別にまとめております。手当のうち期末勤勉

手当と退職給付費については、備考欄のとおり、実支給額には予算額に

損益外の引当金取崩額が加わります。予算書２２ページ、貸借対照表の

注記③、⑤にその旨記載をしております。職員給与費については、予算

書１０から１２ページの給与費明細書に詳細を記載しておりますのでお

読取りをお願いいたします。次に、印刷製本費ですが、新規で広報紙作

成を予定しております。その他の経費ですが、平成２５年度決算審査意

見書中の指摘の中で、過大な不用額の指摘がありましたので、修繕費、

薬品費は厳しめに見積り大幅減としております。負担金には宇部市との

広域化について調査委託を行いますので、当局按分経費を負担金計上し

ております。また、広域化につきましては、その方向性について、この

２月２６日に宇部市長と山陽小野田市長の間で協議が行われ、広域化の

検討、推進が合意され、それに伴い覚書が締結されております。内容に

つきましては、本日お配りしております別紙資料のとおりでございます

が、本議案の説明終了後に引き続き御説明をさせていただきます。予算

書に戻りまして、特別損失は上水、簡水とも前年度に新会計制度移行処

理として過年度手当を計上していたものが皆減でございます。上水分の

退職給付引当金は、今回の５,０００万円の引当てで期末所要額に達する

こととなります。簡易水道については、記載のとおりですが、減価償却

費を除く収支不足は一般会計との協定により全額繰り入れられます。ま

た、予備費については、１,７００万円増額しております。これは、不用
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額を縮小するため、経常経費は厳しめに計上しておりますが、予測し得

ない大規模修繕等の追加支出に備え、事業運営に支障が出ないよう増額

をいたしました。その他費用については、お読取りをお願いいたします。

以上の結果、支出合計は前年度当初比較で３,０７２万５,０００円減の

１３億５,６８７万１,０００円となります。税処理後の損益は、資料１

ページの一番下に記載をしております。単年度に５,９０１万６,０００

円の利益を計上しておりますが、これには非現金収入６,２６１万４,０

００円を含んでおります。予算書では、１９ページ損益計算書のとおり

でございます。御確認をお願いいたします。次に、資本的収支につきま

しては、管理者の概要説明のとおりでございますが、詳細についてはＢ

４資料の２ページにまとめております。資料の表の下段、資本的支出か

ら説明をいたします。上水道の上水場施設費から土地取得費までの建設

改良費は、前年度比較で約１,０００万円増額し、１３億４１１万２,０

００円となります。鴨庄浄水場の急速ろ過池、管理棟、ポンプ、計装設

備の改修と山陽地区新配水池新設工事については、継続費を設定済みで

す。予算書１３、１４ページに年割額を記載しております。平成２７年

度の欄が、今年度予算額に相当しております。資料２ページに戻りまし

て、継続費以外の建設改良費では、第１、第２送水管改良や石綿管更新

を１本のほか、管路の新設改良工事を１１本行います。その他、局庁舎

施設費として、空調機更新と電気設備の更新を行います。次に、営業設

備費として、公用車、局庁舎電算ネットワークシステムを購入予定です。

また、配水池や中継ポンプ所等の簡水も含めた場内施設のセキュリティ

ー強化のため防犯装置を導入いたします。以上、支出合計につきまして

は、１５億９,２００万１,０００円となります。これら投資の財源とな

ります資本的収入については、表の上段となります。建設改良財源とし

ての企業債が１０億４,０２０万円でございます。国庫補助金は、局庁舎

空調機更新の国庫補助でございます。ほかは、お読取りをお願いいたし

ます。以上、収入合計は１０億８,６２２万３,０００円となり、表の下

段のとおり資本的収支の差し引きで５億５７７万８,０００円が不足い

たします。その対応として、内部留保資金等では不足いたしますので、
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減債積立金を一部取崩して補塡をいたします。なお、補塡に使用した積

立金は非現金の未処分利益に計上され、決算時の利益処分対象となりま

す。予算書１９ページ、損益計算書の下から２行目でございます。御確

認をお願いいたします。次に、予算書２ページのほうをお開きください。

第５条予算は、起債の限度額等の設定でございます。借入利率は４％以

内を予定しております。第６条予算の一時借入金限度額は、いざという

ときのための枠取りで、近年借入れ実績はありません。第７条予算は、

支出費目の流用ですが、流用ができる項目を設定することで予算執行の

円滑化と事業運営に柔軟性を持たせるものでございます。 次に、第８

条予算は、人件費等の流用禁止経費。第９条予算は、一般会計からの繰

入金。第１０条予算は、たな卸資産の購入限度額を設定しており、これ

らは予算書への記載が法定で義務付けられているものでございます。最

後に、９ページのキャッシュフロー計算書でございます。下から３行目

のとおり今年度は、資金が外部に流出をいたします。これは、損益計算

書では、当年度利益が生まれたものの、これには非現金性の長期前受金

戻入が含まれていること。更には、資本的収支において大型投資を行い、

１０億円超の新規借り入れを行ってもなお資本的収支不足が多額で、内

部資金で補填を行ったためでございます。御承知のとおり、公営企業会

計はいわゆる３条予算にかかる損益の儲けで４条予算の不足を補うとい

うものになっております。更に、前年度からの新会計制度では、利益の

中に現金の裏付けのないものが発生いたしますので、予算書２１、２２

ページの貸借対照表ですが、注記として①から⑥を設け説明を加えてお

ります。貸借対照表上では、１４億円超の未処分利益剰余金が発生して

おりますが、外部への説明の機会がある場合にはこれら会計の特殊性と

変更点には十分御留意をいただき、市民または水道使用者等に御理解い

ただきますようお願いをいたします。最後に、資料４ページでございま

す。平成２７年度水道事業会計で予定しております工事概要でございま

す。御一読をお願いいたします。以上が、平成２７年度の水道事業会計

の予算となります。御審議のほどよろしくお願いいたします。また、次

に引き続きまして、２月２６日に宇部市長と山陽小野田市長との間で行
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われました宇部市と山陽小野田市の水道事業広域化に係る両市長による

方針協議につきまして、本日配布させていただきました別資料に沿って

御報告をいたします。まず、報告書の１から３でございます。協議は２

月２６日木曜日、１６時１０分より山陽小野田市市役所市長応接室で開

催され、両市長のほかに両市からの水道事業管理者及び説明担当職員各

２名の出席により行われました。次に、４協議の目的でございます。宇

部市と山陽小野田市の両水道事業は、平成２５年７月に水道事業の広域

化の研究に関する覚書を締結し、合わせて両市が４名ずつの委員を選出

して水道事業広域化研究会を設置いたしました。その後、１年間の研究

機関を経て、平成２６年７月に水道事業広域化研究会報告書が提出され、

両市水道事業が将来にわたり安定した給水と経営基盤を維持していくた

めに、何らかの広域的な体制を構築することは多くの利点があることが

確認できたところでございます。水道局は、地方公営企業法で地方公共

団体が経営する企業であると規定され、水道法により水道事業は原則と

して市町村が経営するものと規定されております関係上、広域化のよう

な経営形態の根本に係る変更を行うことにつきましては、関係する地方

公共団体の決定が必要となりますので、その最初のステップとして両市

長に水道事業広域化の方向につきまして、意見交換をお願いしたところ

でございます。次に、５、協議の内容でございます。最初に宇部市上下

水道局から両市水道事業の現状や今後の見通し、それから水道事業広域

化の形態、今後の進め方の案などについて説明が行われました。その説

明終了後に両市長が水道事業の広域化について意見交換を行われる中、

その利点を確認し水道の安定供給のためこれを進める方向で合意をされ

ました。その後、宇部市長からの提案によりまして、その場で覚書に両

市長双方が署名をされました。覚書内容につきましては、資料の記載の

とおり、宇部市と山陽小野田市は両市の水道事業の広域化について検討

し、推進していくことを確認したという内容でございます。 また、当

日の日付で両市長が自署をされておられます。なお、最後のページに写

真を掲載しております。以上、簡単ではございますが、経緯を御説明さ

せていただきましたので御理解を賜りますとともに、このことを併せま
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して御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

松尾数則委員長  じゃあ、執行部の説明は以上ですか。説明が終わりましたの

で、委員のほうの質疑のほうに入りたいと思いますが、基本的にといい

ますか、まず第２条のほうですか、業務の予定量のほうから質疑に入り

たいと思っております。その後、収益的収入及び支出、資本的収入及び

支出、そして最後にちょっと説明がありました。これは今日の審議に余

り関係ないんですが、これからにとって大事な事項ですので、この広域

に対する問題も最後にちょっと受けたいと思っております。それでは、

早速業務の予定量のほうから質疑に入りたいと思っております。質問の

ある方は挙手をお願いいたします。これは、前回、こういうのは余りそ

んなに内容的にはないんですよね。受けてないですよね。 

 

大井淳一朗委員 前回と多少かぶるところがあるんですが、有収水量予定量が

減ってきているということで、当然入りが少なくなれば出を削らざるを

得ないということでございます。数字上は支出のほうも抑えてやってい

るんですが、場合によっては無理が出ているのではないかと思うのです

が、その辺は支障ないと見てよろしいでしょうか。 

 

岩佐水道事業管理者  特に新事業をやっている、それとアセットマネジメント

をしなきゃいけないということでかなり負荷がかかっていると思います

けども、職員本当に努力してくれております。そして再任用した２人が

経験者でございますので、大変戦力になっているということで、今のと

ころは総合契約にのっとって前向きに事業に進めているというところで

ございます。 

 

松尾数則委員長  （「収益的でもいい」と呼ぶ者あり）収益的でもいい、はい。

どなたか業務の予定量の辺りで質問なければ。なければ、収益的収支の

ほうに入りたいと思っております。これはどうしましょう。収入の収支

も一緒に質問を受けたいと思っています。 
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中島好人委員  水道料金で、前回も指摘したんですけども、いわゆる２０口径

のやっぱり一般家庭用の２０ミリ口径の分でいくと県下で４番目に高い。

それで、４０ミリだったら県下で７番目ぐらい安いという形になってい

るんですけども、その辺の見直しで一般家庭用の水道料金を引き下げる

というそういう体系によって、口径の分によって引き下げるっていう方

向を考えてみたらということで投げかけていたんですけども、その辺の

状況についてはお尋ねしたいというふうに思います。 

 

岩佐水道事業管理者  水道料金っていうのは独立採算をしています水道事業の

唯一の収入なんです。そして、今回も補正予算のときに申し上げました

ように、借金が４０億あって、５億しか積立金が水道のほうはないです

ね、上水道のほうは。そして工水のほうは２億あって４億の積立金があ

るってこういう形なんです。御承知のように、水道事業っていうのは独

立採算でしなきゃいけない。経済性と公共性のバランスを取らなきゃい

けない。そのときに全体の水道料金をどうやって見直すかってところは、

口径もありますし、用途もありますし、だから多面的に考えなきゃいけ

ない。今投資をしていますけど、将来投資を含めてこれからどうやって

投資するんだと。現状の配管等々がどうなっているんだということ。つ

まり、アセットマネジメント、資産管理がちゃんとできないとその辺の

見通しがつかないことは本当のとこなんです。私がびっくりしたのは、

企業的に考えますと、水道局の経営状態は何回も言ったが決していい状

態ではありません。これは全国恐らく１０万都市以下の水道事業会計っ

ていうのは大変危ういと思います。ですから、いろんな将来に向けての

広域化であったり、官民一体の連携であったり、いろんな私は見えざる

流れって言っているんですけども、いわゆる広域の場合、合併とよく似

たところがあるんで、合併のときは特例債っていうのがあったんですけ

ども、水道には今そういうところが見えないんです。補助金も大変厳し

くてなかなか当市のようなところはもらえてない。ですから、中島さん

が先ほど、前回も言われましたように、補助金がもらえるなら一緒に補
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助金もらいに行きましょうというところになっちゃうんです。だから、

今のところ中島委員がおっしゃったようなところも検討しなきゃいけな

いところなんですが、じゃあこういうふうにしますということは今のと

ころ言えない。経済性と公共性のバランスを取って原価をどうやって見

るかっていうところです。コストも考えなきゃいけないというところで、

今そのための今アセットマネジメントをやっておるということで御理解

ください。当面、全体の総合計画を出して、財政計画を出して、その中

の基礎となるのがアセットマネジメントなんですけども、これが２７年

度に終わります。そうしますと、本会議で私お約束しましたように将来

設計を必ず出さなきゃいけなくなりますので、そのときに併せてその辺

もお願いしたいと思います。 

 

松尾数則委員長  中島委員、いいですか。 

 

中島好人委員  水道の普及率っていうのは１００％ですか。何％ですか。 

 

岩佐水道事業管理者  ９９.３です。 

 

中島好人委員 いわばほとんど水道で、人間っていうのは水なしには生きては

いけない者なんです。ですから、誰それが利益を受けて誰それが利益を

受けないというものとは違うんですよね。もう絶対必要なもんだし、で

すから、そこに独立採算性が本当にこれ通るものかどうかっていう、ち

ょっと疑問も感じるわけです。絶対いるもんだし、生きていく上で。だ

から、そういう意味では何とか引下げの方向で、今後将来計画を立てん

ないけんちゅうのがあるけども、やはり何とか引き下げる方向の輪が、

この手とこの手とどうなんだっていうところがなけんと、それは僕は案

を出しゃあええけども、なかなかその辺ではこれっちゅうてまだしない

でもいいんですけども、そちらでもやっぱり研究する必要があるんじゃ

ないかと思うんですけど、その点はどうですか。 
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岩佐水道事業管理者  恐らく厚生労働省も独立採算できないと知っていますよ。

だってできるわけがないですよ。もし企業の社長さんがこの会計見まし

たら、これやれる企業じゃないよと思われるのが普通なんです。ところ

が、長年歴史的に、いわゆる水道っていうのは文化国家のためにしなき

ゃいけないってことで、当時は税金を投じてくれたんです。昭和２７年

に公営企業法ができたときでもその辺のことがあったんです。そのこと

によって日本は水道がどんどん普及しました。それと簡易水道、分かり

やすくいうと山陽地区の簡易水道的なものも上水道に入れ込んだんです。

そうしますと、集落が少ないところに管を持って行って配水池を造って

それに電気代をかけているっていうことですよ。そのときにおっしゃっ

たように、市民全部平等に安全で安心な水を提供しなきゃいけないとい

うことそれをやっていたんです。しかも、当時の景気はこんな不況にな

ってないから全部施設が全部大きいんですよ。大きいんです全部。だか

ら管も将来のために大きくしておこう、いろんなことを高度成長のとき

に考えた方法ですから、そういうふうになっているんです。ところが現

状はその管をいっぱいに使ってないし、水道施設をいっぱいに使ってな

い、だから、ダウンサイジングといって少し規模も考えてコストを考え

る必要が来たなというのはわかっているんです。わかっているけど施設

がそういうふうになっている。厚生省もお金がない。独立採算でせいと。

これは本当に無理ですよ。都会のように、東京とか横浜だとかすごく効

率のいいところありますよね。配水管を持って行けば、後は給水で全部

やるとこなんてのは効率いいんですよね。そういうところとのバランス

が取れていない。つまり、格差社会が水道の事業にも起きているという

ふうに御理解をしてください。 

 

長谷川知司委員  資料１ページについて、３点ほどお聞きします。支出のほう

ですが、臨時職員６人っていうのはどのような仕事をされているのか教

えてください。次に、広報紙がこのたび新たにされますが、具体的には

年発行どのような形で何回発行されるか。それから、広域化調査で８２

８万５,０００円されていますが、具体定な中身っていうものを教えてい
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ただきたい。この３点お願いします。 

 

岩佐水道事業管理者  広報のところは私が言います。私がこれ提案してお願い

したところですから。実は、私が水道局に来ましてお客様である市民、

それから企業、ユーザーさんに対して水道事業どうなっているかって

いう発信力が物すごく弱いというように考えました。ですから、今や

っている、去年から２回目なんですけども、水道展をやって水道事業

はこうなんですよっていうことをサンパークでやらしてもらったり、

秋に水源涵
かん

養林を持っていますからそこに市民に呼びかけて一緒に

行きましょうよと、こういうことがありますよというふうなところも

したり、それだけじゃ十分じゃありません。ですから、広報を独自に

やりますと金かかりますので、市広報がございますので、その中で何

ページか、最低４ページぐらい欲しいんですけれども、４ページぐら

い取って広報活動をしていこうと。まず今年１回初めて、広報やった

ことございませんのでノウハウを得ながら、試行錯誤を繰り返しなが

ら、最低１回はやりたいと。できれば多い方がいいんですけども、そ

れは金と能力とのがございますので、今はそういうことで考えていま

す。２つ目は、総務課長のほうに報告させます。 

 

原田水道局総務課長  それでは、まず臨時職員の６名の業務内容でございます。 

臨時職員は、業務課に４名配置をしておりまして、それから工務課に３

名配置をしております。業務課の４名につきましては、業務課の事務の

補助という形になっておりまして、基本的には水道の開閉栓、それから

水道メーターの交換等の業務の補助に３名、別に１名の方に窓口業務の

補助をしていただいております。次に工務課の３名でございますが、１

名は女性でございまして、この方は事務補助をしていただいております。

工務課の上水会計では２名ほど給水係の事務補助をしていただいており

ます。内容につきましては、主に工事の給水工事の立会検査、それから

各アパート等についております小規模貯水槽の点検、そういった内容を

やっていただいております。それから、先ほど言いました工水会計のほ
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うが給水係の女性でございまして、これは事務補助をやっていただいて

おります。ですので、上、工水会計合わせれば７名という形になります。

以上でございます。それから、あと広域化の調査でございます。これに

つきましては、先ほど宇部市長と山陽小野田市長広域化の方針の協議が

なされまして、この結果、宇部市のほうで山陽小野田市と共同でやるん

ですが、この広域化についての内容の今後の検討ということでコンサル

タントに業務委託を出す予定としております。これについて、宇部市と

山陽小野田市がそれぞれ資金を出し合ってという形にはないですが、発

注は宇部市のほうからやっていただきますので、山陽小野田市は負担金

という形で計上させていただいております。以上でございます。 

 

長谷川知司委員  先ほど臨時職員の７名の中の工務課で工事立会とか簡易受水

槽とかの立会いとか言われましたけど、これは専門的には知識は必要な

い訳ですか。 

 

原田水道局総務課長  これにつきましては、基本的には職員がついていく中で、

そういった専門的な知識についてはこちらのほうから研修等をさせてい

ただいております。全く知識はないという状態ではできる仕事ではない

というふうに考えております。 

 

長谷川知司委員  じゃあ、この方については将来的にも今臨時の立場ですけど、

それで対応していくという方向なんですね。 

 

原田水道局総務課長  この業務につきましては、１年間の中では業務量に波が

若干ありまして、常時職員を置くというようなものではありませんので、

今後につきましても臨時職員で対応したいというふうに考えております。 

 

松尾数則委員長  よろしいですか。 

 

中島好人委員 何とか料金引き下げんのかっていうことで一生懸命考えよるん
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ですけども、例えば工水は企業、第三者が一定のこの契約水位に基づい

てきちんとしているんですけども、協力しているちゅうか、ある意味じ

ゃね。ならその三者以外の大手企業なんかは上水に対して何らかの形の

協力水っちゅうかその辺がお願いできん状況があるのかどうかというの

と、もう一つ、利子が、さっき何か、どこやったかな、４％ちゅうと、

え、これ高いな、今どき高いなと思ったんですけども、借入れでどっか

で借りて事業するとき、大きいお金が今手持ちにないとき借りる訳です

けども、その利率の引下げとかその辺のところの可能性っていうのは、

その辺の２点についてちょっとお尋ねしたい。 

 

岡水道局総務課課長補佐兼財政係長 まず企業債ですけれども、予算の２ペー

ジ、５条に４％以内という利率が書いてあるんですが、この５条予算は、

起債の借入金額とその利率の限度の設定です。この枠内であれば議会は

起債を認めるという形のものですので、実際２６年度末に借入れを行い

ますが、今の予定では１％ちょっと、１.１から２％ぐらいの利率になる

予定です。１年先の今時期において、よほどの利率変動がない限りは４％

以内に収まるであろうと思っております。今空前の低金利時代ですので、

投資に係る経費については積極的に借入れを行っております。将来イン

フレが進めば、実際の償還負担が減ってきますので、今は積極的に借入

れを行っておりますが、その分内部留保ができるような形に持って行こ

うとしています。今年度につきましては、上水はちょっと工事量が大き

なもので内部留保という形にはなってはおりません。それと、大口の利

用者、特に企業へ上水道についてはもっと負担をしてもらったらいかが

かというような趣旨だったと思うんですが、１３ミリ、２０ミリの口径

を利用する、いわゆる家庭用といわれているユーザーが金額ベースで５

８％、６０％弱おります。一般家庭が、給水収益に占める一般家庭の割

合。ですから、水道事業自体は施設を維持、運営管理をしていくのにあ

る程度コストがかかりますけれども、それをどこが負担をするかという

話になろうかと思います。仮に家庭用を下げて企業の負担分を上げます

と、現在上水を受水している企業のうち、多量に使うところについては
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工場内でリサイクルをすると。再処理プラント自体は大分コストダウン

されてきています。もしくは地下水を利用するという選択もあります。

すると負担を上げたはずなのに、収益がぐっと下がる。４０％近くが大

口ユーザーでございますので、そちらの収益がばっさりなくなっていく

ということになりますと、ひいては一般家庭の方にもっと負担をしてい

ただかなくてはいけないということにも陥りますし、市内から企業が撤

退していくという形にもつながる懸念がございます。ちなみに平成２１

年度に合併以降料金が旧市町で別々だったものを統一しております。そ

のときには一般家庭用は小野田市側に合わせましたので、基本的には、

一般的な使用水量の家庭でございますと、１％弱、０.何％ぐらいかの値

下げをしております。ただそれでは経営が成り立っていきませんでした

もので、それ以上の口径、特に４０ミリ以上については、３％から５％

の値上げをさせていただきました。そういった経緯がございます。以上

です。 

 

岩佐水道事業管理者  今、岡が申し上げたとおりなんです。企業っていうのは

基本的に利益を追求しますから、つまり利益が合わなくなると今でも水

を循環して使っている企業がたくさんあるんです。その辺の限度をどこ

に求めるかっていうのがあるのが大変難しいことと、実は地下水問題が

あるんです。地下水利用を進める専門業者全国ではたくさん居ます。地

下水使ったほうが水道より安いですよと言う事業者いるんです。山陽小

野田市、もしそれをやると御承知のように全部地下は炭鉱が掘って海水

でもっているわけですから、その地下水を汲み上げるとどんなことにな

るか、その規制が実はないんです。ですから今のところそういう事業者

が、私は悪魔のささやきと言うんですが、その動きがないからいいんで

すが、それがおると大変だということだけ一つ申し上げておきたいと思

います。それと、中島さんがいわれるのは、工業用水の儲けを少し補填

したらどうかって考え方、考え方としてはないことはない。ところが、

水源っていうのは山口県企業局が持っていまして、そういう意味じゃ商

売敵でなかなか権利って譲っていただけないんですよ。その辺はいろん
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な政治的な要素もあるし、余っているんなら地域の企業のために、発展

のために権利をよこしてくださいよって理屈は欲しい側はあるんですが

持っている側はなかなかやらない。これが水というものの権利。長い間

水争いをやってきた歴史にあるように、県と山陽小野田市の水道局だっ

ていわゆる商売敵的な要素があるということを御認識ください。考え方

としては、企業運営して儲かった方で補填したらええじゃないかっちゅ

うような単純には考えるんですけど、現実的には大変難しいと、こうい

うことでございます。 

 

松尾数則委員長  よろしいですか。なければ資本的収支のほうにもまだ入って

いきたいと思います。資本的収支について、質疑のある方は挙手をお願

いいたします。貸借対照表そのほうも含めて結構ですから。（「広域は

まだ後ですか。広域については」と呼ぶ者あり）広域については、また

後にしましょうね、これ終わった後に。 

 

大井淳一朗委員 既に御説明あったかもしれませんが企業債、今度１０億ほど

超しますけれども、これの償還の計画というか、大体どれぐらいでこの

辺りが終わるのか、その点についてお答えください。 

 

岡水道局総務課課長補佐兼財政係長 借入先は公営企業金融公庫という政府系

の金融機関になります。借入自体は、利率については先ほど言いました。

あくまでも予定なんですれども１％から２％の間で収まるであろうとい

うことで、借入れ条件につきましては、元利均等払いの限度いっぱいの

３０年を予定しています。以上です。 

 

松尾数則委員長  よろしいですか。なければ、ちょっと今までの中で全部含め

てで結構ですから、ちょっと。例えば、これは貸借対照のほうかな、の

不能欠損のがありますけれど、この辺の内訳とかもうちょっと説明して

もらえるとありがたいなと思っているんですが。 
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岡水道局総務課課長補佐兼財政係長 貸借対照表じゃなくて損益計算書ですか

ね。（「損益計算書」と呼ぶ者あり）特別損失に係る分でありますかね。

不能欠損についてなんですけれども、水道料金の未収水道料金に対する

不能欠損を行いますけれども、先般平成２６年度補正予算を審議いただ

いた分ですけれども、現有する債権につきましては、引当金を２６年度

中に積む予定です。ですから、不能欠損につきましては、新年度２７年

度の倒産等によりまして新規で発生する分だけになっております。それ

が１０万円で、通常の不能欠損、当会計は１０年経過した債権について

は会計から落としております。会計から落とす際には、貸借対照表上の

引当金の取崩しという処理になります。予算執行は伴いません。実際キ

ャッシュが出ていくわけではありませんので、未収金を減らしてその分

引当金も減らすという形になります。前年度に費用処理が完了している

という形になります。以上です。 

 

松尾数則委員長  つまらんこと申しますけど、給与費の明細書っていうのがあ

りますけれど、交替制勤務辺りが急に減っているっていうのは、急にか

どうか知りませんが、減っているっていうのは何か理由があるんですか。 

 

原田水道局総務課長  交替制勤務手当につきましては、２７年度が１４９万円、

前年度、平成２６年度は１２２万４,０００円という形で増えるという形

になっておりますが、これにつきましては、交替制勤務手当の内容を変

更しております。平成２５年度末までは、１人につき月額６,０００円で

支給をしておりました。その後、この交替制勤務手当の見直しを行いま

して、この交替制勤務手当自体は月額ですので、勤務しておった場合も

勤務しておらなくてもその交替制勤務を行う職員については支払ってお

ったわけです。ただ実際にはこのほかにも交替制勤務職員が何らかの形

で勤務できない場合には日勤者が勤務をするという場合もございました。

ただそういった場合にはその職員には交替制勤務手当が払われてないと

いうことで、本来であれば働いた者に支払う、また働いてない者には支

払わない、ノーワーク、ノーペイという原則に基づくとそれはおかしい
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のではないということになりまして、実際に働いた人に対して支払うと

いう日額制に切り替えました。これによりまして１日４００円の支給を

することとなりました。この関係で若干勤務がダブる場合が交替勤務の

編成上ある等ということがありまして、予算的には少し増えるという形

にはなったという形でございます。 

 

松尾数則委員長  どなたかありますか。 

 

杉本保喜委員 資本的支出のところの上水道、営業設備費のところが２００万

昨年よりも多く計画をされておるんですけれども、この中で一番項目幾

つか挙げられておるんですが、この中で最も影響されるものは何でしょ

うか。２ページのほう、Ｂ４の２ページのほうです。 

 

岡水道局総務課課長補佐兼財政係長 全体で確かに増額はしております。メニ

ューといたしましては、水道メーター、これは毎年あります。公用車を

１台更新いたします。大体毎年何台かは更新しておりますので。大きな

ものが場外の施設、配水池、中継ポンプ所等設備に防犯センサーを取り

付ける予定にしております。それと、もう一つ、庁舎内の水道局本庁舎

のコンピューターの個人情報の流出やウイルス感染等々に備えましてネ

ットワークシステムを組む予定にしております。新年度議決を受けられ

ましたならば入札になりますので、個別のメニューについてはちょっと

金額を控えさせていただきたいと思っております。以上です。 

 

松尾数則委員長  よろしいですか。（「はい」と呼ぶ者あり）議案について以

上なんですが、ちょっと広域についてもちょっと話をちょっと言ってみ

て。（発言する者あり）工事について。予算に入っていますか。入って

います。（「広域にしましょう」と呼ぶ者あり）じゃあ、広域について。

（「いや、広域じゃなく工事について。工事、この４ページ」と呼ぶ者

あり）工事、どうぞ。 

 



20 

 

長谷川知司委員 この４ページについてお聞きします。この工事の中で消火栓

っていうのが結構あるんですが、消火栓の負担はどこがするのか教えて

ください。 

 

原田水道局総務課長  消火栓につきましては、これは工事のほうは水道局で行

いますが、費用の負担につきましては消防のほうでやっていただいてお

ります。それから、特別な場合なんですが、下水道等によります移設に

よって消火栓を移設しないといけないという工事につきましては、下水

道課の負担という形になります。こういった場合原因者負担という形に

なります。以上です。 

 

長谷川知司委員 今、理科大が公立化っていうことと、それから再来年度から

薬学部が設置という計画がありますが、これについて設置してすぐ水道

局が対応、じゃあどれだけ水量が増えるとかそういう計画とか打合せは

今段取りされていますか。それをお聞きします。 

 

原田水道局総務課長  山口東京理科大学の薬学部設置につきましては、まだ概

要が全くこちらのほうには知らせておりませんので、まだ今のところ全

くそういった見積りはできないという状況でございます。 

 

長谷川知司委員 計画が明らかになった時点ではもう配管を持って行くのに間

に合わないとかあると思いますので、積極的に情報収集して、もし薬学

部が設置されるんであればタイアップしていくようにされないと、やっ

ぱり同じ市の事業ということでありますので、ぜひそこは手遅れのない

ように計画だけはきちんとしとってください。 

 

河﨑平男副委員長 市長の施政方針の中で公共白書を踏まえながら今後はやっ

ていこうというような長寿命化も向けてやっていこうというようなこと

もあります。再編に向けてもですが、水道事業の場合、そういう施設に

関する公共、何年から何年までちゅうのは水道実施計画の中でやられる
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んですか。 

 

岩佐水道事業管理者  それがアセットマネジメントなんですよ。だから、過去

に敷設したものが管も含めて、これが本当にどのぐらいもつのか、いつ

施設改良をしなきゃいけないか、案外そこはやめた方がいいよというこ

とになるかもわからん、そのときはどういう方法でやるのかということ

です。だから、先ほど言いましたように、ダウンサイジングを考えると

地域によって効率性が悪いとこでも水は持って行かなきゃいけない。今

までは管を通して配水池をつくったけど違う手法があるんじゃないか、

そういうことも探りながらいかなきゃいけない。そういうことは全体の

見直しをする中で、まず今の資産がどうなっているかということをしっ

かり把握すること。だから、おっしゃることはよく理解しています。 

 

河﨑平男副委員長 そういった中で再編も含めてポンプやら貯水池やらある、

その辺も含めて広域化の問題も出たっちゅうのは理解していいんですか。 

 

岩佐水道事業管理者  いや、広域化っていうのはそれだけじゃないんです。広

域については、今のところ全くどうこうするっていうことじゃないんで

す。つまり、昨年の７月に１年間かけて、宇部市と山陽小野田市の有志

が集まって検討してくれたんです、いろんな角度から。これはある一定

の条件を付けますとだめなんで自由に意見を出していただいて、それを

答申という形で両局長が受けたんです。だから、前向きに考えなきゃい

けないと、でもそれは水道局だけの問題ではないと、これはやっぱり市

全体の問題になると。だけど、皆さんに発表したりするときにはある程

度方針が出ないと、発信できません。皆さんこれでいいでしょうかって

いう提案です。これから逐一委員会で宇部市と山陽小野田市と作ります

ので、４月になったら、ある程度公表できるところに来たら皆さんに公

表していくと。それを積み上げていってどういうふうにするか、問題点

については、やっぱり双方いろんな意見がございますので、意見を聞き

ながら前に進んでいくということです。ですから、こうであるという決
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め方していません。それと、実は言いにくい、旧山陽の議員さんもいま

すけど、山陽と小野田市が合併したときに山陽側のいろんな資産である

とか財政が明らかにされてなかった。そのことが合併してから大変財政

当局が苦慮したということがありますので、宇部市のほうには市長の目

の前でオープンにしましょうと。お互いにオープンにしないとあるがま

まの姿を見ないと広域化できませんので、その辺は一つお願いしますよ

ということで今進んでいます。ですから、方向性だけ今決めて、次はど

うするかっていうのはこれからだというふうに御理解ください。（「は

い、わかりました」と呼ぶ者あり） 

 

杉本保喜委員 実施予定工事の一覧の中の２０番目の山開作水位計を更新され

るということで測定方式を変更される。フロート式から投込み式へ変え

ますということですが、これについてちょっと御説明お願いいたします。 

 

松尾数則委員長  名前言ってから言ってね。 

 

西山水道局浄水課長  浄水課長の西山と言います。よろしくお願いします。ま

ず、フロート式はフロートを上から下に下げて、水面の高さを計測する

ものです。投込み式は配水池の底に固定したもので、センサーで水圧を

感知して推移を換算するものとなっております。値段は大して変わりま

せん。 

 

杉本保喜委員 ちょっと気になるのは、これからそっちの方向によその水位計

になるということになるんです。 

 

西山水道局浄水課長  そうですね。こっちのほうが長持ちするんです。 

 

杉本保喜委員  はい、わかりました。 

 

松尾数則委員長  よろしいですか。 
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中島好人委員 広域の関係なんですけども、これ見ると平成２５年に立ち上げ

られちょるんですね、覚書。それで、その辺、僕も今初めて聞いたよう

な感じです。前回補正のときにそういう話が出たときには、うちは余り

関係ないですよ、ちゅうような話をしたような気がするんです。前もろ

うたこの、これ２９年ですよね山陽小野田市の水道事業の総合計画改定

版基本計画書を。第１次、第２次ってあって、２次が２９年ちゅう話に

なって。今独自にそういった整備を進めていく。ここで何か宇部もぼん

と入ってきて、一体どうなるんだと、こういうふうになる。 

 

岩佐水道事業管理者  補正のときに広域は関係ない、それはないと思います。

それは言ってないと思います。確認してください。私がそういう考え方

持っていませんから。２５年に立ち上げたっていうのは、当時私は水道

局長ではなかったんですが、前任者から広域の問題がございますよって

いうことだけは受けています。そして、そのときに立ち上げて内部検討

しましょうよということで研究会を設置すると。その研究会はいわゆる

上のほうから言わないで若い人たちの自由闊達な意見を述べて、全国に

も広域を実施のしているところがございますので、それを研究しながら

問題点等々を列挙したという形で、メリット、デメリットも書いてござ

いまして、去年７月に報告を受けました。報告は私全部読みました。読

んで広域についての自分ながらの考え方を持って宇部の局長と話をしま

した。だから、両局長も前向きにやらなきゃいけない問題があるので、

これからは収入がなかなか入ってこないということになると出のほうを

合理的にやる方法ってあるじゃないかと。具体的には、例えば物品を一

緒に買うとか、今浄水場造っていますけど、厚東川水系のところ三つあ

るんですが、その辺の浄水場が本当にどうするのか、老朽化してもたな

い状態になっちゃうじゃないかと、それを将来どうするかとか。技術職

が大変要るわけですから研修を一緒にやるとか、できるところからやる

と。だけど全体の、つまり財政等と中身を十分に知らないとこれはまず

いね。だから、単に研究会では勉強会で終わっちゃうんで、それを次の
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段階にするためにはひとつまず局として問題点を列挙して具体的に進む

ようにしましょうというのが、４月にいわゆる研究会から検討委員会に

変えた理由です。将来、広域ですから市同士の考え方が要りますので、

当然両市長にその辺の理解を求めないと進めません。ということで決し

て隠す事はございません。僕の考え方はオープンにするほうですから隠

したりする必要はありません。できないところはできないと言わなきゃ

いけませんし、できるところはどういうふうにしたらできるのかってい

うことを一つずつ進めていきたいというふうに思います。 

 

中島好人委員 新年度予算、広域化の調査でこれは８,２８５円なのか８００万

なのか、括弧の中８,０００円。 

 

原田水道局総務課長  ８２８万でございます。 

 

中島好人委員 ８,０００円の間違いじゃないね。いやにこの８００万も新規で

調査出すっていうのはかなり本格的なちょちょっと打合せっちゅうよう

な中身じゃないですよ。言うこととやることが違うんじゃないの。 

 

岩佐水道事業管理者  今宇部と小野田の一つの考え方が違うところがございま

す。はっきり申し上げます。つまり、山陽小野田市の状態分かっていま

すので、それを全部赤裸々に出していって、そして宇部は宇部で出して

ください。つまり、コンサルタントに発注するときに何もなしで発注す

ると、つまりオリエンテーリングが悪かったらプレゼンが絶対悪いんで

す。全国同じように金太郎あめみたいなのが提案されるんですよ。それ

はまずいですよ。それに高い金払うのはまずいですねって、くぎを刺し

ています。ですから、４月からやる検討委員会の中で十二分に双方の実

態を出します。そしてそれを見てもらってコンサルタントがこうあるべ

きですって提言するなら、これは生きるんです。生きた金が使えるんで

す。宇部もそういう考え方でいて、按
あん

分としての予算です。確かに８０

０万ちゅうのは、コンサルタントの中身によるんですけどね。能力と中



25 

 

身によるんですが、予算計上していますが、金を払うときにはシビアで

すから、その辺は皆さんに相談しながら、こういう問題ありますよって

報告しながらやるつもりです。以上です。 

 

中島好人委員 だから、これは負担金だから、なら宇部とこっち側、山陽小野

田との負担割合はどうなる。 

 

原田水道局総務課長 負担割合につきましては、年間有収水量の割合で負担割

合を出しております。有収水量につきましては、１.５倍から２倍の間ぐ

らいの差があったと思います。 

 

岩佐水道事業管理者  現状で、宇部と山陽小野田市は大体２倍か３倍くらいの、

だから２.５のところもあるし２のところもありますし、ざっと２倍から

３倍の間の規模にある。ですから今言ったような按
あん

分が出てきたという

ふうに御理解ください。（「相当な額やなあ」と呼ぶ者あり） 

 

大井淳一朗委員 負担割合でさっと答えが出ないのはおかしい訳で、この８２

８万が算出される根拠としては、その辺の負担割合は当然資料が単にな

いだけですかね。ちょっとそこは厳密に。 

 

岩佐水道事業管理者  ちゃんと数字が下まで出てるから根拠がないちゅうこと

はありませんので、今はじき出します。ほかのほうに行って後から答え

させます。 

 

長谷川知司委員 じゃあ、それが出るまでの間にこの資料の中の４で、両市合

わせて４名ずつの委員を選出してとありますが、委員の職制はどういう

方を選ばれたのか。 

 

原田水道局総務課長  委員の職制でございますが、まず両水道局それぞれ４課

ずつございまして、総務系、それから工務系、それから料金関係、それ
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と浄水場関係という４つの課がそれぞれ両市にございます。その各課の

ほうから課長補佐級以下の職員の中でそれぞれ各職場から選ばれた方が

委員として出ております。 

 

長谷川知司委員 それで、２６年７月に報告書が提出されていますが、この報

告書は私たちも見ることができるのかどうか。 

 

原田水道局総務課長  この報告書につきましては、今両市長のほうには提出さ

れておりまして、市議会のほうにも提出はできると考えております。 

 

岩佐水道事業管理者  その報告書は、素直に現状の若い者がこれは問題点があ

るよとしたもので、それがその方向に行くということじゃないというこ

とだけは言っておきます。 

 

大井淳一朗委員 若干報告書の中身になるのかもしれませんが、広域のやり方

っていうか手法、推計もいじっていかなきゃいけないと思うんで、その

辺の報告書段階でしょうけど、幾つかパターンを示しているのか、それ

ともある程度一本にもう示したのか。その点について。示したのであれ

ば、具体的に教えてください。 

 

岩佐水道事業管理者  具体的にはいろんなパターンが読み取れる方向になって

います。つまりできるところからやろう。先ほど言いましたように、物

品を買うたり人事交流をしたり、浄水場のどうするかっていうできると

ころからやろうという報告と、それから管理を一本化するっていう方向

と、それから経営を一つにしようと。だけども当面事業が向こうが上下

水道一緒ですし、またうちのほうは上水だけですと、そういうような会

計の問題、公営企業法の適用されていない要素もあるんで、その辺をど

うするかっていう問題。あるいは最後にそれならやっぱり全部統合やな

いかと、こういう方向性があるというふうに読み取れるような内容です。

ですが、これにしなさいということには研究会のほうではなっていませ
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ん。これは研究会の課題を基にしてこれから前に進んでいくんですけれ

ども、それについても双方にいろんな考え方があろうかと思いますので、

一遍に決まるという訳にはいきません。ですから、当面あるがままの姿

を出してそれをコンサルタントに第三者に見てもらって、ある程度また

検討しようと、こういう運びにしたいというふうに考えています。 

 

大井淳一朗委員 今御答弁ありましたけれども、この広域化に向けての協議を

これから進んでいくと思うんですが、大体タイムスケジュール的にどれ

ぐらいをめどにこの話し合いが、決着がつくのか。この点について。 

 

岩佐水道事業管理者  決着がつくかどうかは別にして、この２７年４月に水道

事業広域検討委員会を設置して、具体的なものについて検討していきま

す。そしてあるところでコンサルトにかけて、来年の３月ぐらいまでに

いわゆる基本計画を作っていただいて、それをまた皆様にお示ししてと

いう形になろうかと思います。その前に、７月に答申された検討委員会

の資料はお出しします。それを基に皆さんで研究していただいて御意見

を賜りながら、今検討委員会でやっている具体的な計画に皆さんの意見

を反映しながら、それもまたコンサルタントに注文を付けながら、そし

て３月に向かってある程度の方向に出して、更にそれからまた検討を加

えていくという運びになろうかと思います。 

 

岡水道局総務課課長補佐兼財政係長 先ほど御質問の件なんですけれども、広

域化の経費、分担金につきましては、平成２５年度の有収水量割合でご

ざいます。金額でいきますと、宇部市が２,０７１万５,０００円、そし

てうちの経費が８２８万５,０００円という形でございます。 

 

大井淳一朗委員 確認ですが、要は８２８.５対２,０７１.５ということですね。 

 

中島好人委員 とすると、もう広域で合併していくということですね。 
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岩佐水道事業管理者  済みません。２５年７月の研究会をお出ししてからこの

論議すれば良かったんですが、それも遅れて申し訳ないと思っておりま

す。これも、実は今回も宇部の流れがすごく早くて、しかも宇部の市長

も来られてこういう形になって、実は、宇部の場合は一番最初の代表質

問に広域についてって問う質問があったんです。恐らく、その記事が宇

部日報にすぐに出るだろうというふうに思っていたんです。出ていませ

んでしたけれども、これ重要な案件なのに何で取り上げなかったと思っ

ているぐらいです。それで、水道局だけの問題ではなくて市を挙げてっ

ていう問題になったときに、皆様方にお知らせをした。その前に答申を

両水道局が受けて研究した結果こうなったんです。その研究会資料をお

出ししなかったというのは、大変申し訳ないと思っています。これは早

急にお出しして次なる４月からの検討をする会に生かしたいと思ってい

ますので、ただしこれは方向が、今おっしゃっていましたように絶対統

合するという方向ではありません。先ほど言いましたように、できるこ

とからやる方向、それから管理を一体化する方法、経営を一体化するけ

ども事業の公営企業法に適用されてない会計制度があるんです。ここを

どうするかって問題。それと最後には全部やっぱり統合しようよと、こ

ういう方向があるということだけです。それは、これしなさいというの

はありませんし、それも今度は具体的に検討していくということで、研

究課題から具体的な方向に進んだっていうのが、今回の皆様方に報告す

る段階だというふうに考えています。 

 

岡水道局総務課課長補佐兼財政係長 済みません。先ほどの広域化の負担経費

です。平成２５年度と申しましたけども、平成２４年度の間違いです。

決算書で御確認いただけたらわかるんですけれども、具体的な水量は、

宇部市の有収水量が１,９２９万５,０００立米です。うちの有収水量が

７８５万９,０００立米です。その比率で按
あん

分しますと、先ほど言いまし

た２,０７１万５,０００円と８２８万５,０００円という経費負担割合

になります。失礼しました。 

 



29 

 

大井淳一朗委員 となりますと、全体の費用が３,０００万近く掛かるというん

ですが、そんなコンサルでそれが掛かるんですかね、ちょっと素朴に思

ったもんで。全体掛かるでしょう、それぐらいで。 

 

原田水道局総務課長  こういった調査に係る費用につきましては、これはまだ

見積り段階での積算ということで実際には入札にかけるとかなり入札減

が起こる可能性はございます。ただ、予算計上上は１００％経費を積算

してあげるとこういう形になるということで、基本的にはまず現地調査、

それからいろいろな現有施設、それからいろいろな調書の調査等、こう

いったコンサルの単価というのは非常に高いものでございますので、そ

れに基づいて積算するとこういう金額になるという形でございます。 

 

岩佐水道事業管理者  今、大井委員の懸念、私も持っています。それはどうい

うことかと言いますと、何もしないでぽんと投げたら、コンサルタント

は、大体全国同じような予算金額持っているんです。それほどやっぱり

高いんです。コンサルタントっていうのは、その権威とノウハウとで仕

事をやるんです。我々投げかける方がその辺をシビアにオリエンテーリ

ングしないとプレゼンのときいい提案が返ってこないんです。宇部の提

案された方もその辺がちょっと甘いなと私思っているんですよ。ですか

ら、私はその辺は強く申し上げるつもりです。 

 

杉本保喜委員 コンサルタントに依頼をして２７年度中に公表できるという形

の計画ということなんですけれど、ほかのコンサルとそれから当事者た

ちと、この辺のところはどういうような計画を持っておられるのか。コ

ンサルにこういうものを提案し、やってもらうということをみんなで協

議してコンサル頼んで、その結果コンサルの出たものを協議してうんぬ

んというのが上等手段だろうと思うんですけれど、その辺りのいわゆる

基幹的なものをどのような格好に考えておられるんですか。 

 

岩佐水道事業管理者  私、民間のときにコンサルを頼んだことが何回もござい
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ます。頼み方もいっぱいあるんです。そのときに、まず山陽小野田市と

宇部が同一歩調で同一考え方を持たないと駄目なんです。情報を共有し

なきゃ駄目なんです。その辺をしっかりやること。それをしながらこの

辺でコンサルタントにかけてやるときに条件付けようぜっていう話をし

て、どれだけの仕事をやってくれるか、中身を精査しなきゃいけません。

つまり、いわゆる生きた金を使うっていう。そこに視点を置きますと、

一段階のところの精査をしっかりしないと次の手法が生まれないんです。

どうするかは、今のところはっきり分かりません。それと相手、宇部市

もあることですから、同一歩調を取らなきゃいけませんが、大井委員や

杉本委員がおっしゃるように、安易な方法でお願いする気は私はさらさ

らありません。それはまた私も強く宇部市側にも申し上げます。 

 

中島好人委員 そうなると、かなり情報の共有には時間も経つし、言ったら一、

二回の話合いでは済まないわけで、それで、コンサルタントとの話と、

だから僕はもう今年度はそういう研究ちゅうか、僕が一番最初に８００

万、８,０００円かっていうたんじゃから、もっと共有する、しっかり共

有せんと駄目ですよ。だからいきなり３,０００万も出してコンサルタン

トっていうたらもう合併をにらんでの話しか見えんじゃないですか。 

 

岩佐水道事業管理者  当初が、私が局長になる前に、２５年７月から研究委員

会立ち上げて、精力的に職員が研究を重ねました。その研究の調査表を

皆さんにお渡ししなかったのは大変申し訳ないというふうに思っていま

す。それを読んでいただければ、ああ、なるほど、こういうところがメ

リットでデメリットだなと、こういう方向があるんだなと、全国の水道

事業はこういう流れがあって、どうしてもその方向に行かなきゃいけな

い要素もあるんだな、でも、ここの方向だけいっちゃうとやっぱり問題

あるんだっていうことが見えてくると思います。ですから、今中島委員

のおっしゃることは早急過ぎるんじゃないかと、もっと慎重に、そして

コンサルにかけるにしてもその辺の材料がもっと要るんじゃないかとい

うことですが、研究会の答申を見ていただければ、ある程度、問題点も
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できているし、これを職員にやらしといて、局長がこれ何もしないとま

ずいなという出来栄えになっています。ですから、７月に受けて今度は

両局長が真剣に考えないとまずいねっていうことで、ずっと話しながら

進んでいきまして、やっぱりやる方向を考えましょうねと、だけどこれ

は両水道局だけの問題じゃないですねっていうことが、このたびの両市

長のいわゆる確認書になったということです。ですから、何回も言いま

すけど、皆様方に７月の研究資料をお出ししなかったのを大変申し訳な

く思っていますし、早急にお出しします。そして、それについての勉強

会をやれと言えばいたしますので、よろしくお願いします。 

 

長谷川知司委員 もう一つ研究していただきたいっていうのが、要するに宇部

は上下水道が一緒になっています。山陽小野田は上下水道一緒にするっ

ていう考えはどうなんですか。 

 

岩佐水道事業管理者  小野議員でしたか、一般質問ございました。今のところ

は、下水道のほうからも、下水道はまだ今施設を造っている段階だと。

水道のようにいわゆる管理運営の段階に来てないんだと、それが出来て

からやりたいというふうに言ってらっしゃいます。それと、公営企業会

計を導入しなさいというふうに下水道も言われていますけれども、その

辺がまだ取り入れられてないということ。それと、御承知のように、山

陽小野田市の下水道がどうあるべきかっていうのがまだできていません。

つまり、都市下水で全部やるのか、それと、都市計画税をもらっている

ところどうするのか、農業排水でそれを補うのか、合併処理槽であとは

やるのかっていうところが明確に出ておりません。そういうふうになら

ないと企業性が下水道課におこりません。下水道課と水道がくっつくの

は早過ぎます。ですが、じゃあ広域化のときにそれが支障にならないの

かっていう問題だと思いますけれども、それについては宇部は統合して

いますけど、中身精査してください。実際は上下水道の名の下に、中身

は会計は別ですし、いわゆる職員が融合されているかっていうのもでき

ておりません。ですから、上下水道が一緒になったっていう理由は行革
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の一貫っていうのが一番なんです。次は、市長が言うからやろうという

ことなんです。デメリット、メリットも、精査しないでくっついちゃっ

たということなんです。ですから、上下水道統合したところを厳しい目

で見ていただければ、そのメリットがどうだったのかはお分かりになる

と思います。ですから、広域化のときに上水・下水の違いがあるけどそ

の辺がどうなのかっていうのは、実を取る方向で行けばあまり支障はあ

りません。形式論で行くと問題になると思います。 

 

長谷川知司委員 一緒になったとしても名前だけでは意味ないので、その一緒

になる前に私がお願いしたいのは、要するに人事交流です。やはり下水

の技術や、あるいは事務屋さん、水道局の事務屋さん、技術屋さん。各々

がやっぱり技術交流することでお互い切磋琢磨ということが必要だと思

うんです。それをぜひ検討していただければと思います。 

 

岩佐水道事業管理者  理想的にはそうです。現実的には時間が掛かります、大

変。ですから上下水道になったところの実態を調査していただければ、

いろんな問題が生じておることは聞いておりますので、長谷川委員の言

われる人事交流は大変重要なポイントですけれども、中身が、実態がど

うなっているのか、その辺は理想的なものになっていません。 

 

長谷川知司委員 時間かかるっていうか、今すぐっていうか来年度でも職員の

人事交流っていうのはできないんですかね。 

 

岩佐水道事業管理者  今、下水道との人事交流をということですか。今、やる

時期ではないというふうに思っていますけどね。というのは、上下水道

統合のめどがついた時期での人事交流いいんじゃないかなというふうに

考えていますので、単に人事交流をしてどうなのかって今のところ疑問

がありますので、積極的には考えてはおりません。 

 

長谷川知司委員 さまざまな理由っていうのはもう局長が御存じですから、私
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はあくまでも外部からの考えで言いますので。ただ、職員が少ないとど

うしてもマンネリ化してしまう。そしてもう仲良しグループだけになっ

てしまう場合がありますので、切磋琢磨っていうことから考えれば、あ

る程度人事交流っていうのは下水道だけでなくて必要だと思うんです。

そういうことで、事情はあると思いますので、考え方だけは御理解くだ

さい。（「理解します」と呼ぶ者あり） 

 

松尾数則委員長  これは要望ということでよろしいですね。どなたか。（「な

し」と呼ぶ者あり） 

 

松尾数則委員長  質疑なければ、質疑のほうはこれで打ち切りたいと思います。 

それでは、討論、採決のほうに入りますが、討論のある方はいらっしゃ

いますか。 

 

中島好人委員 やはり独立採算制っていっても、先ほどいったように公共の福

祉というのも一つは水道の事業会計で一つ大きな目的にはなっているみ

たいですよね。そういった意味から、先ほども質疑の中で９９．３％の

方が水道に頼らなくては生きてはいけないという中身からして、やはり

こういう公共料金っていうのは引き下げていく、生活を支えていくって

いうのは非常に大事な点だろうというふうに思います。その辺では、県

下でも高いということだということと、先ほどの広域の問題でも、やは

りそこをにらんでのどうしても突破口、入り口みたいなそれによる報告

書受けないと、やっぱり。しかし、もうちょっとこういう問題を本当１

年かけて市民の中に論議して宇部市とのこの共同で広域でやっていくの

はどうなのかって市民に投げかけて、やっぱりそういう中からいろいろ

合意を得ながら進めるべき事業じゃないかと。ここに来てぽんと、はい

っていうて３,０００万のやりますっていうような話が、本当に通るべき

ものなのかどうか、いささか疑問も残るんでね、予算としては僕はこれ

反対いたします。 
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松尾数則委員長  どなたか討論のある方いらっしゃいませんか。（「なし」と

呼ぶ者あり）討論なしということで、討論はこれで打ち切りまして、そ

れでは採決に入ります。それでは、議案第２１号平成２７年度山陽小野

田市水道事業会計予算について、賛成の方の挙手を求めます。 

 

（賛成者挙手） 

 

松尾数則委員長  賛成多数であります。以上をもちまして、議案第２１号は原

案どおり可決すべきものと決しました。どうもお疲れさまでした。それ

では、この議案は終わって、次は工水がありますので、続けて工水のほ

うもやります。 

 

岩佐水道事業管理者  では、議案第２２号でございます。平成２７年度山陽小

野田市工業用水道事業会計予算につきまして御説明を申し上げます。 

予算書の３５ページからの説明となります。第２条の業務の予定量は記

載のとおりでございます。工業用水は責任給水をとっているため、配水

量は来年が２月がうるう年になります。うるう年１日分増加の３社合計

９０４万２００平米を予定いたしております。（４）の主要な建設改良

事業につきましては、後ほど御説明申し上げます。予算書第３条の収益

的収支でございますけれども、収入は前年度から２７万程度増額し、合

計で約２億９,９００万円です。支出の合計は約２億７,４００万円で、

結果、税処理後の単年度損益におきましては、１,８９２万１,０００円

の利益が生ずる編成となっております。予算書４条の資本的収支でござ

いますけれども、支出の建設改良費におきましては、主として管路の更

新工事が２か所行います。企業債償還金は、昨年度同程度で支出合計は

約９,６００万円です。これら支出に対する財源は、企業債を起こさず自

己資金で対応しますが、今年度から病院会計からの貸付償還金収入を８,

７５０万円計上いたしております。結果、病院会計貸付金は、平成１９

年度決算において措置した額の一部が償還されたものですので、ほかに

収入がないことから、支出全額が差引き不足額となります。この補填は
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損益勘定留保資金等では不足いたしますので、減債及び建設改良積立金

を６,００９万円取り崩して対応することといたしております。なお、詳

細につきましては総務課長から説明させますので、よろしくお願いを申

し上げます。 

 

原田水道局総務課長  それでは、水道事業会計と同様に予算書と資料に基づき

まして御説明をさせていただきたいと思います。まず、第３条収益的収

支につきましては、管理者の概要説明のとおりでございますが、詳細に

つきましては、Ｂ４資料の３ページ、１項にまとめておりますので、御

覧をください。資料では、ゴシック体の予算科目を中心に御説明をさせ

ていただきます。まず、収入の長期前受金戻入は、上水と同じく非現金

収入の４１１万４,０００円でございます。よって、予算書のほう４１ペ

ージのキャッシュフロー計算書では、上から３行目でございますが、控

除項目とされております、御確認をお願いいたします。また、資料に戻

りまして、収入合計は前年度当初比較で２７万６,０００円増額の合計２

億９,９０８万４,０００円となります。続きまして、資料下段の収益的

支出の部分ですが、人件費総額は増額をしております。手当のうち期末

勤勉手当と退職給付費につきましては、備考欄のとおり、実支給額には

予算額に損益外の引当金取崩し額が加わります。予算書５２ページでご

ざいますが、貸借対照表の注記①、②にその旨を記載をしております。

次に、人件費詳細でございますが、予算書の４２から４４ページでござ

います。この中の給与費明細書に記載をしております。資料に戻りまし

て、その他は修繕費、特別損失を減額し、動力費、負担金等を増額して

おります。予備費については上水と同じく増額をしております。その他

はお読み取りをお願いいたします。結果、支出合計につきましては、前

年度当初に比べ５２６万７,０００円増の２億７,４６７万５,０００円

となります。税処理後の損益は、表の下段に記載しております。単年度

１,８９２万１,０００円の利益が生じますが、これには非現金収入４１

１万４,０００円を含んでおります。予算書第４条、資本的収支につきま

しては、資料３ページ２項にまとめております。資本的収入は、病院会
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計からの貸付金償還金のみでございます。今年度から４年間の償還とな

ります。なお、この貸付金は平成１９年度決算において措置した額の一

部が償還されたものの資本的収支の差引き計算には算入いたしません。

建設改良の財源としての起債は行いません。これは病院事業会計の低利

での貸付け実行中により、企業債による外部資金の調達を控えたためで

ございます。支出につきましては、送水施設費として、西部線及び田辺

線の送水管改良を行います。土地取得費として管路用地を購入をいたし

ます。以上、差引き不足額として支出総額の９,６１３万７,０００円が

補填すべき不足額となります。これについては、表の一番下のとおりで

ございます。内部留保資金等に加えて、積立金を６,００９万円取り崩し

て対応をしております。このように積立金を取り崩した場合の経理処理

は、従来は自己資本金に組み入れておりました。組入資本制度と呼びま

すが、これが平成２６年度から廃止をされたため、積立金は補填に使用

したにもかかわらず、一旦未処分利益剰余金に計上することになりまし

た。予算書の４９ページでございますが、損益計算書下からの２行目の

ところでございます。上水と同じく非現金性の利益となります。御確認

をお願いいたします。次に、予算書の３６ページをお開きください。第

５条予算は、支出費目の流用可能項目、第６条予算は、人件費等の流用

禁止経費、第７条予算は、一般会計からの繰入金で、これらは予算書へ

の記載が法定で義務付けられているものでございます。最後に、４１ペ

ージのキャッシュフロー計算書でございます。下から３行目のとおり、

今年度は資金が４,３１２万５,０００円増加をいたします。これは投資

活動によるキャッシュフローの２番目に、病院からの償還金があるため

でございます。以上が平成２７年度の工業用水道事業会計予算の説明と

なります。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

松尾数則委員長  執行部のほうの説明が終わりましたので、議員のほうから質

疑を受けたいと思います。質疑のある方は挙手をお願いいたします。 

 

中島好人委員 補正でね、要するに権利水からじゃなくて、実際の節約をした
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ときとか、その辺は利率を下げるんだとかいう話もありましたけども、

その辺の見通しちゅうのはまだ現段階ではない、やっぱなったときにや

るちゅう形になるんですか。 

 

原田水道局総務課長  先ほど中島議員からの御質問につきましては、渇水期に

おける工業用水の料金を減免という制度でありまして、平成２６年度に

おきましては、雨が多かったということもありまして、渇水にはなって

おりませんので、このたびにつきましては、水道局そのものも県の企業

局からの料金の減免もございませんので、各工業用水３社に対してもそ

ういった減免もないだろうというふうに予想をしております。 

 

松尾数則委員長  何とかありませんか。 

 

長谷川知司委員 上水のほうでも庁舎施設費の中で高圧電気設備更新とあり、

このたびのほうの工水でも同じようにあります。この比率割合というの

はどのようにされていますか。 

 

岡水道局総務課課長補佐兼財政係長  上水が０.９、工水が０.１、９対１です

ね、それで費用按
あん

分をしております。 

 

長谷川知司委員 その割合というのはもう決まったものですか。それでその割

合の根拠というのは何かある訳ですか。 

 

岡水道局総務課課長補佐兼財政係長  費用按
あん

分につきましては、上水と工水の

会計上は、例えば検針に係る費用按
あん

分であれば、実際の会計に張り付け

ている職員の割合で按
あん

分したり、例えば設備に関わるものであれば、浄

水場に関わる施設であれば配水量による按
あん

分と、計画配水量による按
あん

分

という方法もとっております。ただし、これによらない場合、なかなか

根拠が出しにくいものについては、管理者が定めた場合というふうな形

で９対１というのを使っております。 
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松尾数則委員長  どなたか質疑はありませんか。 

 

大井淳一朗委員 この問題は聞いとかないけんでしょう。病院の償還がいよい

よ始まる訳で、随分ジャンプしてきて、病院でも大分問題となったとこ

なんですが、率直にいってこれは回収できそうなのか、この辺何か協議

はまだされていないと見ていいんですかね、どうですか。 

 

岡水道局総務課課長補佐兼財政係長  平成２７年度の当初予算で病院会計の支

出として組んでいただいております。４月から病院がグランドオープン

しますんで、それなりの収益も見込まれてこの先の財政計画も立てられ

ておりますので、その中にも組み込んでいただいているというふうにお

聞きしております。 

 

大井淳一朗委員 もちろん会計上は当然そうなんですけれども、結局最後のほ

うになって猶予をずっとしてきた訳でございます。これ以上延びると病

院のほうの償還が始まって、重なるとそこが一気にちょっと大変なこと

になってしまうということがありますんで、工業用水としては、ここは

しっかりと病院のほうから償還のほうは計画どおりにしていただきたい

と思うんですが、その点は大丈夫でしょうか。 

 

原田水道局総務課長  この病院の貸付金につきましては、工業用水道会計とし

ても今非常に厳しい状況にありまして、今後の工業用水道事業の工事等

を行っていくに当たりまして、今現在、起債を借りることにつきまして

は控えておるという現状から、自己資金をどんどん使っていかないとい

けないという形になります。こういった状況が今後も続いていくという

ことは、工業用水道会計にとっては非常に厳しいものでございますので、

水道局といたしましても、平成２７年度から４年間で３億５,０００万の

貸付金全てを償還していただくということについては、強く病院のほう

にも申し上げたいというふうに考えております。 



39 

 

 

岩佐水道事業管理者  以前、伊藤實議員から、病院が貸付金をジャンプすると

水道事業会計に差損が起こるんじゃないかっていう御指摘がございまし

た。まず、差損が起こるようなことは絶対しちゃまずい訳です、経営す

るものとして。ただ今、企業債を借りてないから差損は起きていません。

工業用水でこれからいろんな投資をしていくときに、貸付金が返ってこ

ん、そのために借りなきゃいけないって、これは絶対避けたいと思いま

すので、契約どおり償還していくように申し上げたいと思っていますし、

またそのようになっているというふうに聞いておりますので、ちゃんと

チェックせよということでございましたら、そのようにしたいと思って

います。 

 

松尾数則委員長  よろしいですか。まだ質疑がある方いらっしゃいますか。（「な

し」と呼ぶ者あり）なければ、これで質疑はこれで打ち切ります。討論、

採決のほうに入りたいと思っております。討論のある方はいらっしゃい

ますか。（「なし」と呼ぶ者あり）討論なしと認めます。それでは採決

に入ります。議案第２２号平成２７年度山陽小野田市工業用水道事業会

計予算につきまして、賛成の方の挙手を求めます。 

 

（賛成者挙手） 

 

松尾数則委員長  全員賛成であります。以上をもちまして、議案第２２号は原

案どおり可決すべきものと決しました。どうもお疲れさまでした。 

 

岩佐水道事業管理者  委員長、あと報告事項２点ございまして、１つは、先ほ

ども企業債繰上償還に関わる報告が１つ、であとは私のほうから報告し

たいということで、今日の最初に申し上げたことをお願いしたいと思い

ます。 

 

岡水道局総務課課長補佐兼財政係長  今日お配りしている資料の中に、Ａ４で
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とじた資料があると思います。ちょっと字が小さいんですけれども、公

的資金補償金免除繰上償還に係る公営企業経営健全化計画というのがご

ざいます。委員会に御説明したいと思いますので、この資料につきまし

ては、ホームページにもアップしております。内容をかいつまんで説明

したいんですけれども、このＡ４の資料自体につきましては。上水道会計

についての計画でございます。上水道会計は、新年度予算も含め、ここ

数年、企業債利息の支払い額は減少しております。過去の予算審議でも

説明承認済みですが、平成２３年度、平成２４年度において企業債を繰

上償還しました。年利５から６％の企業債について、２年で合計１億８,

２４４万円余りを繰り上げて償還しました。その際、国の特例制度によ

りまして補償金、いわゆる貸付側の損失の全額２,２５８万円、２，３０

０万円弱を免除してもらいました。これに関連いたしまして、この免除

額を必達目標とした５年の経営健全化計画の策定が求められました。Ａ

４の資料がその計画の執行状況ですが、計画につきましては、あくまで

この繰上償還を認めてもらうために作成したものですから、総合計画中

の、財政計画とは若干差異があることを申し添えます。平成２５年度決

算実績値を反映した健全化の達成率はこの資料の最終ページ、一つだけ

大きい紙が入っております、Ａ３の紙があります。その表面です、ペー

ジ番号でいいますと、１３ページ、それの右下から２行目です。計画終

了時点の改善効果額につきましては、計画上は２,３００万円、これが先

ほど言いました国に免除していただいた補償金の額です。この必達目標

に対して、改善効果額が４,２００万円の見込みです。既に平成２５年度

での決算値をもって目標値２，３００万円は達成済みであります。この

原資となりますものは、下水道の料金徴収の受託に伴う受託料収入です。

受託に伴って職員増員は行わず、コストは特段増えておりませんので、

内部で新しい儲け口を見つけたということになります。これが改善効果

としてあらわれて、数字が上がっております。以上、平成２５年度の決

算時点の資料提出をもちまして報告に代えさせていただきたいと思いま

す。 以上です。 
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松尾数則委員長  もう１件ある。 

 

岩佐水道事業管理者  もう１点の報告は、３月３日の本会議で山田議員より、

高齢者の見守りに対する水道局の体制について質疑がございました。総

務課長の答弁に対しまして、市長よりお叱りを受けました。私ども答弁

も不十分なものがあったので、その件について水道局内で内容を検証い

たしました。現在、水道局では検針業務を外部に委託しており、その検

針結果での対応を業者に指示をいたしております。例えば、前回の検針

から使用量がゼロ、メーターゼロの場合、あるいは大幅に増えているよ

うな場合は、家の状態を確認する等できる範囲で対応をしていただいて

おります。またそのように指導いたしております。それでも気になる場

合は、職員が現地に行きまして状況を確認するようにしております。し

かしながら、水道局での対応もそれが限界であり、しかも２月に一度の

検針では状況の変化を十分把握することは非常に困難です。 このこと

から、水道局としては何ができるかということを検討した結果、高齢者

に対する危機管理体制については、山陽小野田市全体の問題として取り

組むことが必要であり、市関係全ての部署や地域も巻き込み、相互連携

をとりながら高齢者に優しい社会、セーフティーネットを構築し、さま

ざまな問題を対処すべきであるという結論に至りました。水道局といた

しましては、今後、その組織の一員として情報の提供や速やかな対応を

とる体制を整える等、高齢者の見守りにつきましては、より一層の努力

を行う所存であります。以上、報告を終わります。 

 

松尾数則委員長  この件は報告事項ということで質疑はなしということにした

いと思いますので。じゃ、お疲れさまでした。じゃ、水道はこれで終わ

ります。３時まで休憩。 

 

午後２時５５分休憩 
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午後３時２分再開 

 

松尾数則委員長  それでは、引き続いて、次は、議案第１６号平成２７年度山

陽小野田市地方卸売市場事業特別会計予算につきまして審議を行います。 

まず、執行部のほうの説明を求めます。 

 

阿武農林水産課長  それでは、初めに歳出のほうから説明をしていきたいと思

います。まず、予算書の１２ページと１３ページ、こちらをお願いした

いと思います。それでは、説明させていただきます。１款卸売市場費１

項青果市場費１目市場管理費１,５０２万２,０００円は、市場の管理運

営に要する経費でございます。主な内容は、１１節需用費のうち、光熱

水費が３１７万８,０００円、修繕料は事務棟の屋根修理費として３２３

万６,０００円を計上しております。１３節委託料は、管理委託料６６万

円、警備委託料４４９万３,０００円を計上しております。１９節負担金

補助及び交付金は、地方卸売市場卸売業者運営補助金として３００万円

を計上しております。２款予備費１項予備費１目予備費として５万円を

計上しております。続きまして、歳入について説明いたします。予算書

の１０ページと１１ページでございます。１款使用料及び手数料１項使

用料１目市場使用料１節市場使用料として１２５万３,０００円。２款繰

入金１項一般会計繰入金１目一般会計繰入金１節の一般会計繰入金は１,

２３３万９,０００円です。３款繰越金１項繰越金１目繰越金１節繰越金

として前年度繰越金１万円を計上しております。４款諸収入１項雑入１

目雑入１節雑入これは光熱水費負担金として１６５万円でございます。

続きまして、資料恵与のほうの様式の第３号、こちらのほうを続いて説

明させていただきます。それでは、まず最初に、事務事業名で太枠で上

段右側に書いてあると思いますけれども、山陽小野田市地方卸売市場施

設整備事業こちらについて説明いたします。事業概要といたしましては、

適切な施設整備、維持管理を行いつつ市場の公益的機能の発揮に努めて

行くこと。衛生的な環境を整えるため、老朽化した施設を修繕を行うこ

とといたしております。開設につきましては、昭和５８年の３月に開設
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した市場でございます。続いて、年度別等の実績等を説明いたしますが、

裏面のほうを御覧いただきたいと思います。２５年度の冷蔵庫の修繕と

して１６５万３,０００円、こちらを行っております。それから２６年度

これは老朽化しておりますシャッターなどの修繕料として１３２万８,

０００円でございます。２７年度につきましては、事務棟屋根の防水シ

ートが風雨により破損しておりますので、改修を行うことといたしてお

ります。状況につきましては、次のページに写真を付けておりますので、

その写真が事務棟の屋根の防水シートがとれたところでございます。（発

言する者あり）続きまして、２８年度につきましては、はい、今写真を

見ていただいたのは２７年度の事務棟の屋根の防水シートが飛んだとこ

でございます。それから３号様式のほうですけれども、２８年度以降、

こちらにつきましては、シャッターそれから保冷カーテンなどの設備の

修繕を計画しておるところでございます。その次の事務事業調書でござ

いますけれども、事業名が山陽小野田市地方卸売市場管理事業卸売業者

運営補助金でございます。事業概要といたしましては、小野田中央青果

経営再建プロジェクトを設置し、事業の継続判断、経営分析等を実施す

るとともに、売買参加者の破産に伴う貸倒引当金、それから根抵当にか

かる手続費用の補助を行うことといたしております。こちらの貸倒引当

金につきましては、２５年度実施しておるところでございます。それか

ら、裏面で年度別の計画が出ておりますけれども、今申し上げましたよ

うに２５年度の補助金としての２４４万１,０００円は、売買参加者の破

産に伴う補填等でございます。２６年度補助金として５００万、２７年

度、２８年度は各々３００万円を補助することといたしております。資

料につきましては以上ですが、山陽小野田市地方卸売市場事業につきま

しては、必要性それから公共性、社会的便益などから市民生活の安定に

不可欠な施設と考えておりますが、卸売業者の経営が安定しなければ、

事業の継続はあり得ません。青果市場の取扱い高が全国的に減少してお

りますけれども、小野田中央青果株式会社においては従来からのし掛か

っている累積の債務が経営を圧迫しておる状況でございます。今後能率

的な経営を行っても、なお早期の債務超過対処が困難な状況にあると考
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えられます。小野田中央青果株式会社の経営を改善し、生産者及び小売

業者の存続、また生鮮食品の需要の円滑化や取引の適正化といった公益

的機能を維持するため、公的支援の一環として補助金を支出し、債務を

調整、借入金依存度低下ということで現在も取り組んでいる経営改善を

加速させてまいるところでございます。 

 

森山農林水産課農林係長  済みません、農林水産課農林係森山です。あと追加

でもう１枚お配りさせていただいた貸借対照表その関係をちょっと説明

させていただけたらと思います。皆さん方に、右上のほうに資料って書

いてある分、左側に小野田中央青果株式会社って書いてある面の貸借対

照表出していただけると、よろしいですか。今日ちょっと追加でさして

いただきますので。よろしいですか、左上に、済みません、左上に小野

田中央青果株式会社と書いてあるものの貸借対照表お願いいたします。

こちら小野田中央青果株式会社の貸借対照表でございまして、この左側

の欄、ずっと下のほうにいっていただくと、資産の部合計として９,８１

４万９,５４０円と記載されています。右側の欄、中ほどに負債の部合計

とあります。そちらのほうで１億２２４万６１９円、そしてその右側の

ほう下のほうずっといっていただきますと、下から２段目のところに純

資産の部合計マイナス４０９万１,０７９円となっておりまして、この４

０９万１,０７９円が債務超過分となっております。同様に裏面のほうに

なりますが、済みません、裏面のほう出してめくっていただきまして、

左上にやはり商号で株式会社小野田青果販売となっている分になります

が、こちら左側の欄の１番下、資産の部合計１,８８８万６,４９９円、

右側の負債の部合計が２,１２２万６,３９２円、そして右下のほうにな

りますが、純資産の部合計がマイナスの２３３万９,８９３円となってお

りまして、こちらのマイナス２３３万９,８９３円が債務超過分となって

いるということになります。さらに、このページの左下のほうに、３繰

延資産開業費というふうに項目があると思います。こっちのほうに今７

２３万３,４００円という形の分で、今現行では資産として計上されてお

りますけれども、こちらについては今後費用として償却していくもので
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あり、純粋にいえば負債の形になるということで御理解いただきたいと

思います。つまるところ、今以上述べました小野田中央青果販売で４０

９万１,０７９円のマイナスで、小野田青果販売で２３３万９,８９３円

のマイナス、繰延資産開業費で７２３万３,４８０円、合計１,３６６万

４,４５２円がマイナスというふうな状況になっております。約という表

現で済みませんけど、約この１,４００万円について、早急に解消すべき

負債というふうに捉えておりまして、平成２６年度で５００万円、２７、

２８でそれぞれ３００万の合計１,１００万円を補助していくというふ

うに考えています。ただし、全てを補助するというのはいかがなものか

というふうな形の分で、残りの約３００万については自助努力を促して

解消さしていくというふうな形でやってきておりますので、よろしくお

願いします。以上です。 

 

松尾数則委員長  ごめん、最後今何を促して解消するって言われたっけ。 

 

森山農林水産課農林係長  済みません、自助努力。 

 

松尾数則委員長  自助努力。 

 

森山農林水産課農林係長  ３００万円、１,４００万円から１,１００万円を引

いたその残りの３００万円。 

 

松尾数則委員長  以上で執行部のほうの説明は終わりました。議員のほうの質

疑を受けたいと思います。質疑のある方は。 

 

大井淳一朗委員 本会議で補助金について質疑がありました。補助金の要綱に

ついては存在しないというような今まで答弁だったんですけど、予算支

出の根拠となる法律、条例、規則のとこに市場管理運営補助金交付要綱

とあります。これは新たにできたもんなんですか。その点についてお答

えください。 
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松尾数則委員長  どなたが答えられますか。 

 

森山農林水産課農林係長  済みません、こちらのほう、補助金交付要綱、私の

ほうは作ってあるというふうに思っておったんですけど、実はその分ま

できちんと最後まで作成はできていなかったという形のもんで、済みま

せん、こちらのほうの名称で実施要綱のほう、予算支出の根拠となる法

律、条例の交付要綱の分、今記載をしておりますけれど、こちらのほう

はまだ未整備というふうな状況になっています。（「未整備」と呼ぶ者

あり） 

 

大井淳一朗委員 ということは、今までの部長、部課長答弁ではそもそも存在

していない、で係長クラスでは未整備の状態ということなんですが、こ

れは要は未整備のものを根拠に事業は財政通らないでしょう、その辺は

大丈夫なんですか。 

 

森山農林水産課農林係長  済みません、それについて山陽小野田市の補助金交

付規則という形の分で、そちらにのっとって前回のほうも交付というふ

うな形の分してきているというふうに済みません、勉強し直してきまし

て、確認しておきます。 

 

松尾数則委員長  何をどのように勉強していくか分かんないんだけど。 

 

杉本保喜委員 改めて言い直すと２５年度からこれ始まっているわけでしょ。

するとその根拠文書は何かっていうことを今尋ねていると思うんですけ

ど、根拠文書ですかね。 

 

森山農林水産課農林係長  あくまで根拠のほうは、山陽小野田市の補助金交付

規則というふうに認識しております。 
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松尾数則委員長  今回の金額はそれにのっとってやって出しているってこと。 

 

大井淳一朗委員 ちょっといいですか。補助金の交付規則を資料として提出す

るようお願い。それを見て、ちょっと判断しないと。 

 

松尾数則委員長  いやいや、市場管理運営補助金交付要綱というのは、基本的

には存在しないんですか、これは。あるならちょっと出してもらいたい

と思っているんだけど。 

 

森山農林水産課農林係長 済みません、こちらの交付要綱については存在しま

せん。まだ、公には。 

 

松尾数則委員長  公に・・・。 

 

杉本保喜委員 そうすると、ビニールシートの件も同じ項目で根拠文書になっ

ているんですよね。だから、この辺はちょっと文書としても不成立の状

況となると思うんですけど。 

 

大井淳一朗委員 ちょっといいですか。補助金交付要綱がないのであれば、こ

の補助金規則のどれに基づいて、この補助金が出されたのかを明確にし

てもらえんと、議会としては少し説明としては弱いと思います。規則ち

ょっと出すように求めてもらえますか、委員長。 

 

松尾数則委員長  だから、ここで説明してもらってもいいよ、だから、この補

助金一つによってどうして幾ら出したとかさ、出すんだとか。ちょっと

一時、このことはちょっと案を考え方ちゅうか、その辺幾ら出したかの

内容まとめておいてくれる。その間にちょっといろんなことを進行させ

ておきたいなと思ってる。ちょっとまとめちょってね。どなたかこれに

関する以外で質疑があれば。分かった、すぐそういった答えが出ないよ

うであれば、ちょっと一旦ここで中断したいと思って、できれば後に回
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したいなと思って、この審議を。そうすると、農林はもうないんじゃ。

ごめん、一番最後（「今の資料全部出してもらわんにゃ」と呼ぶ者あり）

その辺の資料出してもらって、（「整理してもらわんにゃ」と呼ぶ者あ

り）ちょっと待て、中島委員、ちょっと待て。 

 

中島好人委員 本会議場で、市長答弁がありまして、このままのんべんだらり

と補助金を出しませんって市長答えた記憶あるんですけども、そういう

形になるんですか、どう。僕はそれ聞いて、えって思ったんですよ。市

場を支えていくちゅうか、その点では、どうあるべきかっちゅうのは真

剣に考えていかなきゃいけないっていうのもあるんじゃけども、ただそ

の補助金をカットすりゃあええと、こういう判断で現場はそれでええの、

どういうふうに捉える。 

 

小野産業振興部長  市長がのんべんだらりと言ったのは、根拠もなしにという

ことなんです。ですから、今回のこの補助金５００万、３００万、３０

０万につきましては、今係長が説明しましたように、ずっと過去から積

もってきた債務を解消するための補助金、だからこれ以外には通常の営

業が例えば赤字になったからそれを補填っていうような補助金ではなし

に、過去からずっと累積した債務についての解消をするために補助金を

出すんだと。だから通常の単年度の事業についての補助金については、

考えていませんと。実際にこの１０年、単年度営業では赤字になったこ

とは１年しかありません。あとは全部黒字です。しかしながら今言いま

したように昔からずっと５８年から設立が５８年ですからそれ以後ずっ

とやってきた中で二千何百万という不良債務が重なっておるということ

で、毎年大きな金額の利益はないんですけれども、十何万前後から何万

前後、これらについてはじゃから二千、当初八百万ぐらいあったんです

けれども、これをぼちぼち利益をもって回収して２,４００万になってま

すんで、これを早くしないと、なぜ問題があるかと言いますと、キャッ

シュフローっていいますか、日々のお金がないときに市と同じように一

時借入金って起こすんですよね。そのときの支払いをするときに。その
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一時借入金がこういう状態の貸借対照表では借りられないということが

あって、早く債務を回収してあげないと日々の一借りが起こせたり、キ

ャッシュが非常に不便であるということの中で、まずそれだけは解消し

ようということで、債務の削減に取りかかろうということで、この補助

金を５００、３００、３００、１,３００、１,４００あるんですけども、

１,１００万ほど市が出して残り３００万については自助努力で解消し

ていって、当面の運営をある程度上手にできるような形にしていこうと

いうことですんで、その辺は理解していただければというふうに思って

おります。 

 

松尾数則委員長  中島さん、ちょっと待ってよ、この件も含めてもう後に回す

から。都市計画先やるけえ。ええやろ、後へ回そう。その内容と補助要

綱も含めて、どういう項目で今回一般会計へ繰入れしたのか、それも含

めてちょっと説明できるようにしちょってくださいね。都市計画だけ、

農業委員のほうはおっちゃないんやね、農業委員もおって、農業委員も

って方もおられますんで、そうしますと議案第４１号のほうの審査に入

りたいと思っております。山陽小野田市手数料徴収条例の一部を改正す

る条例の制定についてを審議いたします。じゃあ執行部のほうからの説

明を求めます。 

 

佐村建設部長  議案第４１号山陽小野田市手数料徴収条例の一部を改正する条

例の制定について、このうち都市計課関係分につきましては、長期優良

住宅に関する改正でございます。詳細につきましては、担当課より説明

させますので、御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

髙橋都市計画課長  それでは御説明いたします。参考資料山陽小野田市手数料

徴収条例新旧対照表を御覧ください。よろしいでしょうか。今回の条例

改正は、長期優良住宅建築等計画の認定申請に掛かる手数料の一部を改

正するものです。２ページ、備考１を御覧ください。長期優良住宅の認

定申請に際しては、これまで優良住宅建築等計画をもって申請される場
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合と、その内容を国土交通大臣の登録を受けた登録住宅性能評価機関が

審査、作成した評価結果書、適合証といいますが、これを添付して申請

される場合の２通りの手数料を定めていました。３ページ、備考２を御

覧ください。本年４月１日より、住宅の性能を評価する住宅性能表示制

度の必須選択項目の範囲が改正され、住宅性能評価書の取得が容易にな

ること、そして評価の必須項目が長期優良住宅の認定基準とおおむね一

致することから設計住宅性能評価書を添付した認定申請が追加されるこ

とになりました。よって、当該認定事務に掛かる手数料を定めようとす

るものです。なお、手数料の額は、山口県と同額を定めるものです。事

前にお配りしております議案４１号資料１、資料２というもの御覧いた

だけますでしょうか。（「ちょっと待って、ちょっと待って」と呼ぶ者

あり）資料１、資料２よろしいでしょうか。資料１を御覧ください。よ

ろしいでしょうか。（「きょう配ったやつよ」と呼ぶ者あり） 

 

松尾数則委員長  はい、お願いします。 

 

髙橋都市計画課長  住宅性能表示制度の見直しの概要です。表の新築住宅の見

直し項目と、長期優良住宅の認定基準を御確認ください。続きまして、

資料２を御覧ください。長期優良住宅の認定申請に係る手続として、①

に現在の適合証を添付する標準的な場合を、②に新たに設計住宅性能評

価書を添付して申請する場合を示しています。議案については以上で説

明を終わります。 

 

松尾数則委員長  ちょっと待って、これはだから。誰がどういうときにこうい

う書類出すというの、何の目的で。 

 

髙橋都市計画課長  長期優良住宅認定申請を長期優良住宅の制度活用されて、

申請者、これは施主さんになります。それが代理申請、そういった場合

もございますが、家をお建てになるときに、その住宅について、長期優

良住宅っていう制度を活用されて、申請をされるものです。この長期の
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優良住宅の申請をされますと、税制の優遇等がございますので、その優

遇措置として長期優良住宅の認定を受けられる。その今まで条例で定め

ておりましたのは、長期優良住宅の認定に際して、その評価機関、申請

者が評価機関にその性能を評価していただくわけですが、その中で、適

合証というものを長期優良住宅の適合証というものを申請者のほうに出

します。そして申請者がその適合証を持って行政機関、うちのほうでは

限定特定行政庁となっておりますので、うちのほうに長期優良住宅認定

申請が出てくると、この手続を定めていました。その適合証というもの

をつける場合と全くつけない場合には、うちのほうが審査をして、その

手数料をいただくと。４月１日から新しく住宅性能表示制度を活用した

申請っていうものが改正によって始まると。それが資料の２のほうの②

でありますが、同様に申請者がその性能評価機関に、この住宅の設計の

内容の評価をしてくれと、お願いして申請者がその評価書を受け取る。

その評価書を添付して確認申請等の書類に添付をして同様に行政庁であ

る山陽小野田市のほうに申請されるという、これが新たに加わったこと

により、その手数料の徴収条例を改正するものであります。以上です。 

 

松尾数則委員長 分けようね、ここで一回質疑を受けましょう。説明は一緒が

ええ、先、ごめん、一緒にやって。 

 

山相農業委員会事務局長 それじゃあ、農業委員会関係分の説明に入ります。 

新旧対照表６ページになります。一番最後です。別表第１７の関係です。

よろしいでしょうか。（「別表第１の一番最後の裏じゃね」と呼ぶ者あ

り）いいですか。（「ええかね、一番最後の裏じゃね。これ議案の中の

一番裏やね、ええね、オーケー」と呼ぶ者あり）今回の改正につきまし

ては、農地法改正に伴い、平成２７年４月１日から農地台帳及び地図を

公表することが義務付けられました。公表する事項の提供について、農

業委員会窓口での閲覧及び農地台帳記録事項要約書交付の手数料につい

ても、地方自治法第２２７条及び第２２８条の定めに基づき、条例で決

定することができますので、今回条例改正するものであります。金額に
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ついては、山陽小野田市の耕作証明が２００円でありますし、県内のほ

とんどの市の状況が２００円でありますので２００円とするものです。

以上です。 

 

松尾数則委員長  以上ですか。以上で執行部のほうの説明終わったんですが、

議員のほうの質疑を受けたいと思っております。どうしましょう。 

 

中島好人委員 最初の分じゃけども、これ手数料額は山口県と同額ということ

ですけど、県下でもこういう長期優良住宅のものちゅうのは、やってい

る市も多いわけですか。 

 

髙橋都市計画課長  行政庁、特定行政庁になっている市は、全て行っている業

務です。山陽小野田市のほうは、限定されますので４号物件という通常

の木造家屋がそういったものの取扱いを担当しておると。県内でそうい

った行政庁、建築主事を置く自治体を行政庁といいますが、その主事が

おるところについては、この長期優良住宅認定申請の手数料を取ってお

ります。 

 

松尾数則委員長  よろしいですか、 

 

杉本保喜委員 この必須選択項目の範囲の見直しが、どういう目的でこういう

形で選ばれたのかっていうこと、例えば火災なんかはもう選択になって

います。この辺は今までで必須であったものが選択になったっていうこ

とと、そのほかの項目もそこの環境によってそのように選択してもいい

よっていうことになっているのか、その辺のところちょっとお尋ねしま

す。 

 

髙橋都市計画課長  本日主事が控えておりますので、その中身について、もし

あれでしたら主事のほうからも説明させますが、まずこの住宅性能表示

制度っていうもの自体が、ハウスメーカーでは既に建物の仕様といいま
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すか、そういったものが一般的になっていると。ただそうはいいながら

もこの住宅性能表示制度っていうのが余り活用されてなかったっていう

現実があるようです。今回見直しによって必須項目、上の段にあります

けど特に必須項目は、住宅取得者の特に関心の高い項目、あるいは建設

後に調査がしにくい項目っていうものを対象にするというふうにいわれ

ております。この性能評価制度の活用を推進するという立場と、あとは

特にユーザーさんといいますか、建物をお建てになる住宅取得者に反映

するようなものが見直し対象として必須項目として扱われるようになっ

たと。ただし、すぐこの４項目が全て長期優良住宅の認定基準に全て合

致しているという訳ではございません。やはり長期優良住宅の認定基準

のほうが細々した点で、かなり厳しい点があるようです。その中で、今

回の手数料の額というものは、この認定制度では住宅性能表示制度では、

手数料を高くいただくようになっています。住宅制度の活用を促してい

くっていう国交省の方針もあるやに聞いております。 

 

杉本保喜委員 端的にいうとユーザー側に有利になったのか、業者側に有利に

なったのかっていうとどちらですか。 

 

髙橋都市計画課長  手数料からすれば、長期優良住宅のほうが適合証がついて

いるほうが安いです。適合証のほうが安いです。その審査機関のほうに

見ていただいていますので、審査機関が適合証出す場合と審査機関がこ

の住宅標準性能評価を出す場合と、手数料からすれば長期優良に比べた

ら不利です。手数料が高いものですから。どちらかといえば、こちらの

新たな制度のほうが高いから、そういった面では不利でしょうか。ちょ

っと不利という言い方変かもしれませんけど、手数料は高いです。 

 

河﨑平男副委員長  農地台帳の閲覧と言われましたよね。その関係で例えば個

人情報の関わり等の関係はどのようなあれになっておるんですか。 

 

山相農業委員会事務局長  一応、公表する項目につきまして、インターネット
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の公表項目それと窓口での公表項目、それから非公開という３つになっ

ております。非公開につきましては、一応所有者、耕作者の住所につい

ては非公開になっております。それで窓口の公表項目については、所有

者、耕作者の氏名、こういう窓口での対応ということになります。その

ほか、個人情報についてのオープンにできるものについては、一応イン

ターネットでの閲覧が可能ということになっております。以上です。 

 

長谷川知司委員 この住宅性能表示制度及び農業委員会のほうの農地台帳、こ

れ仕事量としてはどれぐらい増えるかを教えていただきたいと思います。 

 

髙橋都市計画課長  まず都市計画のほうですが、今回の手数料、先ほど定める

に当たりまして、認定事務に係る書類のチェックとか、そういった所要

時間とかそういったものをおおむね判断、想定して定めた手数料であり

ます。よって、その表示制度で出された場合では、長期優良の項目と別

の項目がございますので、所要時間というものは長期優良の適合証に比

べて、長くなるという、所要時間が増えるという考え方で手数料決めて

おります。現在その主事が１名であるという体制、ほかに建築住宅課の

ほうに都市計画課との兼務辞令をもらっている職員がおりますが、一番

すばらしい形とすれば、複数の建築主事を置くべきであると都市計画課

では判断しておりますので、この新たな制度が入ることによって、当然

そのチェックの時間が掛かるということになれば負担は増えると考えて

おります。 

 

山相農業委員会事務局長  農業委員会関係につきましては、インターネットで

土地等の住所地は確定できますので、それにつきましてはもう業者、株

式会社が一番欲しがっているのは所有者の名前だと思います。それにつ

きましては登記簿を取ったほうが早いと思いますので、仕事量的には窓

口対応がほとんどないと思っていますので、予算的には一応年間５件ぐ

らいではないかなというふうな判断をしております。 
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長谷川知司委員 台帳のほうはそんなにないということでいいと思うんですが、

都市計画のほうは、ボリュームが増えるんであれば、今言われるように

体制の見直しあるいは増員とかっていうようなことは、人事課のほうに

は要求されていると思いますけれど、余り過度な負担が職員にくること

のないようにはどうしたらいいかというのはよく人事課と話し合ってい

ただきたいと思います。これ要望でいいです。 

 

松尾数則委員長  どなたか。 

 

長谷川知司委員 それと最後に、大体想定される件数は何件ぐらいと思います

か年間。 

 

髙橋都市計画課長  今までの長期優良住宅適合証が出てるものにつきましては、

おおむね５０件程度かなという予測はしておりました。今年度２月の段

階で３８件出てきておりますので、おおむねそうかなと。ただ、新たな

制度でありますので、ちょっとこれ未知数ですのでお答えいたしかねま

す。 

 

松尾数則委員長  よろしいですか。 

 

長谷川知司委員 適合証のない場合っていうのが年間どのくらいあるのかはわ

かりますか。 

 

髙橋都市計画課長  今年度の件数につきましては適合証の添付がないものはご

ざいません、ゼロ件です。 

 

河﨑平男副委員長  ちょっと一つだけ。山相事務局長にお尋ねするんですが、

農地台帳全て、その何ていうたらええか、耕地面積等の地番等の農地台

帳の全ての洗い出しっちゅうんは終わったんですか。 
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山相農業委員会事務局長  洗い出しっていいますよりも、今固定資産と情報管

理のほうでデータの整理をしまして、今農地台帳との農地との照合を今

業者がやっているところです。一応３月の中旬以降テストしまして４月

１日開始ということになります。 

 

松尾数則委員長  何か質疑はありますか。質疑がなければこれで質疑のほうを

これで打ち切ります。討論、採決に入りたいと思います。討論のある方

はいらっしゃいますか。（「なし」と呼ぶ者あり）討論なしと認めます。

それでは採決に入ります。議案第４１号山陽小野田市手数料徴収条例の

一部を改正する条例の制定について賛成の方の挙手を求めます。 

 

（賛成者挙手） 

 

松尾数則委員長  全員賛成であります。以上をもちまして、議案第４１号は原

案どおり可決すべきものと決しました。どうもお疲れさまでした。（「あ

りがとうございました」と呼ぶ者あり）あと都市計画このまま続けてや

ります。駐車場やってもええ、そのまま。このままでええか、続けてや

って。それでは続けまして、議案第１２号平成２７年度山陽小野田市駐

車場事業特別会計予算について審議をいたします。まず、執行部のほう

の説明を求めます。 

 

髙橋都市計画課長  それでは説明を行います。３ページ、４ページを御覧くだ

さい。予算総額は歳入歳出それぞれ３,９５８万２,０００円とするもの

です。まず歳入について、１０ページ、１１ページを御覧ください。１

款使用料及び手数料１項使用料１目駐車場使用料１節駐車場使用料にお

いて厚狭駅南口駐車場使用料として２,７１０万４,０００円を計上して

おります。平成２５年度実績をベースに３％の増収を見込んでおります。

２款繰越金１項繰越金１目繰越金１節繰越金として１,２４１万９,００

０円を見込んでおります。３款諸収入１項雑入１目雑入１節雑入として

自動販売機の電気代５万３,０００円を見込んでおります。続きまして、
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歳出について１２ページ、１３ページを御覧ください。１款駐車場事業

費１項駐車場管理費１目一般管理費は４２３万６,０００円とし、主なも

のとして１３節委託料、管理委託料として駐車場管理システムの委託に

１１２万８,０００円を計上しております。２款公債費１項公債費は、地

方債の償還金で１目元金として１,８６５万２,０００円、２目利子とし

て１１４万５,０００円を計上しています。１４ページを御覧ください。

３款予備費１項予備費１目予備費として１,５５４万９,０００円を計上

しております。以上で説明を終わります。 

 

松尾数則委員長  いろいろ資料出してもらってなかったっけ。（「あるある、

一番最後」と呼ぶ者あり）資料のほうの説明もしてもらえるかな。（「最

後」と呼ぶ者あり）１ページ目、以前出していただいた資料のほうの説

明をしてもらえますか。厚狭駅南口駐車場について。 

 

髙橋都市計画課長  資料恵与は２回いただいたんですが、まず最初にいただい

たほうの、厚狭駅南口駐車場の料金収入と利用台数のほうを今御覧にな

っていますか、よろしいですか。まず、（１）として駐車場料金収入と

利用台数の推移ということで、平成２１年度から平成２５年度までの各

年度ごとの利用台数、利用料金収入合計っていうものをお示ししており

ます。なお、こちらのまずこの駐車場の台数ですが、１８４台止めるこ

とができます。現在オープンしてるのは１８４台分あります。その中で

年間でそれぞれこういった台数の利用があったということでございます。

２番目としましては、償還計画表２７年度から平成３０年度の償還表で

ございます。それぞれ三つに分かれた借入れをしておりまして、各々の

利息が元金合計っていうことで、平成３０年度償還することとなってお

ります。続きまして、料金体系の試算資料のほうについて御説明させて

いただきます。まずは、料金の見直しの検討試算資料について、最初に

ちょっと御説明いたしますが、まず料金の設定につきましては平成２５

年度の駐車台数を基に試算しています。試算に当たっては、駐車場会計

を成り立たせるという観点で、利用料金の検討したものであります。そ



58 

 

の料金の設定の中で、まず３００円については、新山口駅、失礼しまし

た３００円、８００円というもの１枚目のほうに書いておりますが、ま

ず３００円については新山口駅、新下関駅、九州新幹線の各駅の駐車場

料金の中から九州新幹線の新水俣駅がございますが、そちらの市営駐車

場２４時間３００円というのを参考にしました。料金の算定に当たりま

して、８時間ごとに１００円を加算し２４時間で３００円と設定するケ

ース、それから３時間ごとに１００円を加算し２４時間で８００円とす

るケースを検討するものです。開始年度も含めてです。検討しておりま

す。収入の見込み額は、まず３００円を試算したときには、年間の収入

見込み額を７６０万円、８００円で試算した場合は１,７６０万円という

ものを収入見込んで試算をいたしております。２ページ目の１、左肩に

平成２８年度から日額３００円というものをお示ししております。右肩

に郭で囲んだ中の１でございます。まず２５年度を歳入歳出のほうです

が、２５年度につきましては決算額です。２６年度にしましては決算見

込みです。２７年度は予算計上の金額入れております。２８年度から日

額３００円で設定した場合に、収入の分で一般会計繰入金というのを御

覧いただきますでしょうか。まず２８年度に２５４万７,０００というも

のが出ています。また２９年、３０年ということで、一般会計の繰入金

というのを計上しております。その中で収支を２８年から３０年までを

成り立たせていると。歳出のほうの公債費の欄になりますが公債費は３

０年度で終了するというものであります。しかしながら３１年度からは、

歳出の部で一般会計繰出金というものを計上しておりますが、一般会計

から繰り入れたものを返していくというような表になっております。２

枚目のほう、３ページですか右肩の２のほうに入ります。平成２９年度

から日額３００円にした場合であります。この場合も２９年度から同様

に３００円で設定した場合には、一般会計の繰入金が必要になってくる

という、２９年、３０年度は必要になってくるという試算でございます。

同様に歳出につきましては３１年度から一般会計の繰出しっていうもの

を想定見込んでおるところでございます。４ページ目の試算ケースの３

でございます。この平成３０年度から日額を３００円にしたケース、こ
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ちらにつきましては、３０年度に公債費の償還が終わりますので、収支

とすれば成り立っているという試算を算定しています。最後のページ５

番、右肩４番になりますが、これは８００円と３００円の今後２段階の

改定を試算したものであります。まず２９年度に日額３００円、失礼し

ました日額８００円とする、そして３０年度から３００円にするってい

う２段階を試算したものであります。以上４つのケースを想定して試算

をいたしております。説明は以上です。 

 

松尾数則委員長  ちょっと待ってね。 

 

髙橋都市計画課長  結論としましては、都市計画課としては、この２９年度あ

るいは３０年度からの料金体系の見直しが好ましいという判断をしてい

るところです。以上です。 

 

松尾数則委員長  ちょっと待って、今頭でまとめよるけ。じゃあまあ執行部の

説明終わったんで、議員の質疑に入りたいと思います。 

 

杉本保喜委員 今好ましいのは２９年度、もしくは３０年度というに言われた

ですね。ここに最後に２９年度のミックス、今後の分がありますよね。

２９年度は日額８００円、３０年度は日額３００円。これについてはど

ういう思いっていうか含みがあってこれを試算されたんですか。 

 

髙橋都市計画課長  駐車場会計を成り立たせるという観点、まずは第１はそこ

であります。一般会計の繰入れ、そういったものを抜きにして、少しで

も早く見直しを進めるにはどういった手法が採れるかといったところで、

２段階で設定をしたものであります。以上です。 

 

大井淳一朗委員 本会議で問題となったのは２点で、まずそもそもなぜ３００

円なのかということですよね。今４パターンのシミュレーション出して

もらったんですけども、日額８００円もありますが、日額３００円が前
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提となっていると、ここがまず１点あります。もう１点は、つまり何て

いうかな、駐車場料金１日３００円で、民間が居るので安くする必要は

ないっていうような答弁があったんですよね。こういったところでやは

りこの辺が問題である、つまり５００円とかそういった設定で２４時間

にこだわるから、だから１時間ごとに取っていく３時間ごとに取ってい

くっていう計算でやるからあれであって、１日何ぼというような、たし

か新山口はそんな感じだったと思うんですけどね。ちょっと細かい間違

いがあったらそれ言っていただきたいんですけど、そういった、要は本

会議で質疑した方が言いたかったのは、そもそも下げる気がないからこ

ういった３００円っていう成り立たない額を出したんじゃないかって言

ったんですが、そういった点も含めて、検討なされなかったんですか、

３００円以外の金額を。 

 

髙橋都市計画課長  言葉が答弁が足りなかったらまた部長のほうから補足をし

てもらいます。まず３００円というのは最初ちょっと申しましたが、新

山口それから新下関それから九州新幹線の各駅のパーキングの状況を調

査いたしました。１時間ごとで、新山口の場合も１時間ごとで１００円

で、あと最高額が頭打ちになっているパーキングが多いようです。１時

間ごとで１００円を加算していく中で、２４時間の最高額を決めている

っていうパターンであります。その中で、よく九州新幹線の話が随分最

近出ておりましたので調査したところ、新水俣駅が最高額３００円とい

うのがございました。それをまず基に試算をしたと。８００円につきま

しては、やはりその今の駐車場を御利用いただいている、一番多く御利

用いただいている時間帯というものがおおむね７００円、８００円とい

うオーダーとなりますと、大体１４時間、１５時間、１６時間でしょう

か、その辺りの時間帯を多く使われておりますので、そういったものを

考えた中で、その時間帯っていうのは７００円、８００円、９００円っ

ていう時間帯一番多く使われております。そうなれば、１日一番よく使

われる８００円というのが、２４時間８００円というのを一つ考えて見

たらどうだろうかっていうところです。なおかつ何度も申します駐車場
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会計を成り立たせるという観点からであります。１点、民間があるから

という話はちょっとお答えいたしかねますが、北側に２４時間の、無人

の駐車場ございます。そちらオープンした当時は３００円でございまし

た。現在は今１００円という格安のパーキングになっております。稼働

率を見ますとおおむね９０％超えた形で、週末はいつも２５台分があり

ますが、２３台以上、ほとんどもう満タンの状況になっています。あく

までも、この厚狭駅南の駐車場が民間の１００円に対抗してやるべきな

のかっていう、そういった議論もあろうかと思いますけども、やはりそ

ういった民間が１００円で出している、あるいはＪＲの場合は、東京方

面、これは３日間無料なんです。往復を使われますと新幹線高架下に３

日間無料の駐車場設けられています。そういったものを考える中ではや

はり、民間の活性力というものを期待する必要もあるんではないかって

いうところから、金額につきましては先ほど申しました３００円、ある

いは８００円と設定をして、民間の活性力の期待っていうものも込めて

の答弁であったのではないかと思っております。 

 

大井淳一朗委員 私の知る限りでは新山口、東京３日間っていうのはおいとい

て、頭打ちは５００円、６００円ぐらいだったと思うんです。３００円

ではなかったと思います。新山口です。九州よりはこちらの県内を参考

にしたほうがいいので。あと民間のことですけど、１００円っていうの

はこれ今限定で、基本的には３００円っていうふうに聞いています。で

すから私が思うには３００円、あすこが北口が３００円でも新幹線まで

行くのには結構歩かなきゃいけませんからね。それよりは近くに止めら

れる南口だったらそれに近い５００円、これくらいで組み直したほうが

むしろ現実的じゃないかと思うんです。そしたら、２９年とか３０年で

はなくても、来年度からもできるんじゃないかというふうな意味で多分

議員が本会議の質問したと思うんです。５００円について検討されなか

ったんですかね、全く、その辺についてどうですか。 

 

髙橋都市計画課長  まず８００円で２８年度まで行うと会計が成り立っていな
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いというこちらの、表はどれか、まず４の先ほどお示ししましたケース

４の場合でお話します。２９年度からの見込みで会計が成り立っている

ということでありますので、まず８００円が、まずは頭打ちではないか。

ただこの８００円を２８年度で置き替えてみました。資料にはお付けし

ていませんが、２８年度で置き替えますと、翌年度で終始バランスが崩

れて赤になってしまうっていうような結果が試算上見られましたので、

２９年度からの見直しという形でお示ししておるところです。となりま

すと５００円では、現在うちの見込みでは５００円では収支が成り立た

ないということであります。以上です。 

 

佐村建設部長  大井議員の質問につきましては、私が本会議で答弁した内容で

すので、その２点について。まず１点目、３００円で検討してみました

がっていう答弁をしたというのも、シミュレーションではここにありま

すように３００円なり８００円なりっていうシミュレーションをしたっ

ていうのは私の頭にはあったわけですが、そもそもこの低料金化ってい

うことにつきましては、今ある料金については、この会計を特別会計を

独立採算で成り立たせるっていうところで当初から償還、起債の償還、

それから利用料からのトータルを算定した中で、定められたものです。

今コンパクトシティーっていうことで、厚狭駅周辺地区の活性化、まち

づくりというところを進める中で、こういった人の交流を高める施策は

ないかということを考えれば、ここの低料金化っていうのは宇部の方、

主に宇部の方が小郡に行かずに厚狭駅のほうが便利だっていう、九州新

幹線ですか、九州のほうに行かれるときも、どっちに行こうかなという

ときに宇部の方が厚狭駅を利用されるっていうようにするにはうんと安

くして、ああ安いこちらに来ようというところが必要だなというところ

で、３００円っていうところにすれば来るんじゃないかっていうのが、

そもそも低料金化を図ろうとする意図だったわけで、ちょっとその辺が

思いが強くて、答弁では口走ってしまったんですが、当然成り立たさな

くてはいけない。それともう１点、近くに、地元に新しい駐車場ですか、

格安の駐車場ができたのでっていうのもですね、これは公共の駐車場だ
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けである必要は元々ないのかなというふうにも思っているんです。土地

利用の方法として、駐車場で民間の方が利益を得られる、利活用される

っていうのは当然好ましいこと。市からすれば、それによって税金が入

るっていうこともあるわけですから、好ましいことだと思いますし、厚

狭駅の北のほうが水害によって更地ができたりということはあるんです

が、そこが格安の駐車場によって利用がされるということは、それはそ

れで人の往来が出てくるのかなという意味で、格安っていうのが３００

円とか１００円っていうところでしたから、そこと競争してっていうよ

りも、それはそれとして好ましいことではないのかな。それと厚狭駅周

辺で考えているわけですから、今目線はちょっと厚狭駅の南のほうの利

活用というところにいっていますが、当然北側のほうの活性化というの

も等しく考えておるわけですから、そういう意味でそちらのほうが利活

用が進んでる、駐車場として利活用が進んでるということは、これはこ

れとしていいことではないかなという意味でちょっと答弁したんですが、

舌足らずで誤解を招いたかなというふうに思っておりますが、真意につ

いてはそういうことでございます。 

 

松尾数則委員長  いいですか。 

 

大井淳一朗委員 部長の真意はよくわかりました。それでもう１点、本会議で

指摘された点は、２５年か２６年の利用台数をもとに、今回このシミュ

レーション組まれているわけですが、要は台数が変わらないことを前提

にやっていると、ただ安くすればそれだけ利用台数が増える、実際北口

は１００円だからなおさらなんですが増えているというところがあるの

で、その辺を考慮すべきではなかったかということがあるんですが、こ

れについては本会議の答弁のはということなんでしょうか。つまり、考

慮を最初からしなかったということですよね。それについて。 

 

髙橋都市計画課長  料金の見直しをすることによって、どれだけ需要が増える

か、これを見込むのは大変難しいことだと考えております。先ほど駐車
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台数、全部で駐車台数１８４台と申しましたが、この年間の利用台数そ

れを考えてみますと稼働率、約５割なんです。９０台前半といいますか、

１日当たりの台数からすれば９０台前半になります。稼働率が５割にな

ると。うちの試算で２４時間８００円という、まあこの試算の基の話で

すが、この試算からして現行の１.５倍近くの利用増が必要となるわけで

す。この今試算からすれば１.５倍のこの大幅な需要が見込めるかという

ところも１つのうちのほうとすればかなりハードルが高いという。そう

いったことを考える中で、はっきり申しまして幾らにしたらどれだけ増

えるのか、この、今稼働率が５割の中で、残りの５割をどういう施策を

取れば、何が必要となればそれを増やすことできるのかということ考え

た中で、料金が果たしてどれだけの効果を表すのか、なおかつ１.５倍の

収益を上げる台数まで見込めるんかていうのは、これははっきり申し上

げまして見込むのは難しいということ判断をしたところです。以上です。 

 

大井淳一朗委員 まあまあそりゃ分かりますよ、言っていることは。だから３

００円だからそうなるわけで５００円ぐらいなら、でシミュレーション

し直してみたら、そこまで１.５まで取り戻さないといけないってわけじ

ゃないと思うんです。それも指摘しておきますが。もう１点１日を超え

た後の料金ですよね。１日１,０００円で頭打ちになった後、５０円ずつ

こう上がっていく。つまり２日目終わったら２,２００円になるわけなん

ですよね。この辺は非常に、例えば１日５００円のとこだったら１,００

０円になりますか。その２.２倍ということで開きが出てきます。この辺

の１日を超えた後の料金体系見直すという、見直すよう検討するという

答弁が以前あったんですが、その後はどうなったんですかね、この１日

を超えた後の料金について。 

 

髙橋都市計画課長  お答えの前に１点ちょっと１.５倍の見込みが必要だって

のは１日３００円ではなく２４時間８００円のケースで（「そうやろな」

と呼ぶ者あり）お話させていただきました。２日目からの料金体系見直

しはというお話でしたが、この今うちのほうでお出ししたケースでケー
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スの３、ケースの４の形が駐車場会計が独立して成り立っていくってい

うケースをお示ししておりますので、そういったことを総合的に考えた

中で、やはり２９年度、２８年度からの見直しが最初申しましたが好ま

しいのではないかと。付け加えますと１日に一番多いのはやはり１５時

間、１６時間の時間が多かったです。そうなりますと新たな３００円等

で考えますと同じように、頭打ちの８００円でお留めいただくことはで

きると、そうなりますと２日でも２日間４８時間お留めになって１,６０

０円、以前は２,２００円が１,６００円となるとかなりちょっとお安く

感じていただけるのかなと。そんな中でまず見直しについては２９年あ

るいは３０年度でこういった料金体系で見直していきたいというふうに

考えたところです。ただ２７年度新たに始まってまいりますが、その利

用状況等そういった推移等もしっかりと見据えながら早期にですね今２

９、３０と言っておりますけど少しでも前倒しができるような形で検討、

見直しについての検討進めていきたいとは考えております。以上です。 

 

松尾数則委員長  前からそう聞いているけどずっと。これを見て、例えば１日

止めたら１,０００円、２日目は２,２００円という料金体系、個人的に

どう思います。こんな料金体系。 

 

髙橋都市計画課長  個人的にはこれはちょっと変だなと、（「おかしいでしょ」

と呼ぶ者あり）個人的にはあります。 

 

松尾数則委員長  例えば九州新幹線見に行って３００円。１日３００円ちゅう

ことがあったんでしょ、だから。１日２４時間留めて。それを帰ってき

たら山陽小野田市が１,０００円だという、よくそんなことが言えるね、

でも。何も考えん、心痛まんか。 

 

髙橋都市計画課長  償還はしておりますが、健全会計であると考えております。 

 

松尾数則委員長  健全会計第一か。先ほど、どのくらい駐車料、値段があった
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ときに、どのくらい利用者が増えるかわからないっちゅう話やったんや

けど、当初造ったときに駐車場造ったときに、あらかじめ駐車料、利用

料ってのは頭に描いて造ったんでしょういね。その辺のところが何で今

度はそういう数値が持ってこられないのか。 

 

髙橋都市計画課長  新幹線の厚狭駅設置は随分古くからの要望であったと聞い

ております。その中で設置するに当たって旧山陽町の周辺のアンケート

を取ったと、宇部、美祢、それから下関ですか、そのアンケートを取っ

た中で宇部方面は厚南が新山口それから厚狭に来る限度なのかなと、秋

芳関係、秋芳ですね、今の美祢市になられていますが、そちらは小郡の

ほうに行かれるとか、そういったいろんなアンケート調査を基にして試

算をされたということは聞いたことがございます。それに合わせて、や

はり先立つものっていうのは必要でございますので、そういったお金を

その建設費であるとかそういった事業費等を勘案した中で、まずこの料

金っていうものをやはりその事業費に掛かった支出というものが大きな

ウエイトを占めているという話も聞いたことがございます。やはり償還

ができなければいけないと、利用台数を何台に設定するか、現在今１８

４台、まだ整備してない場所もございます。それを合わせますと３００

台ぐらいになるんですが、そういった利用が見込めるのではないかって

いうところから始まったんであろうと。中ではその整備費に掛かるもの

を償還していくには、やはりこれぐらいの料金設定は必要であったんで

はないかということであります。 

 

松尾数則委員長  じゃあ、当初は赤字にならないような料金設定だということ

で捉えていいの。 

 

髙橋都市計画課長  赤字というよりも、償還ができるかできないか、そこであ

ろうと思います。 

 

松尾数則委員長  当然その辺のとこから料金作るときに利用台数等も持ってき
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たんじゃないんですか。 

 

髙橋都市計画課長  その利用台数を基に、そういった料金体系はされていると

思います。ただ、その当時と多分記憶間違ってないと思うんですが、厚

狭駅が開業したときに、こだまの上下の本数ってやはり３０本超えてた

んじゃないかって記憶あるんです。だから上下で六十数本あったんじゃ

ないかと。現在四十数本です。なおかつ新山口の連絡とかそういったも

のとかが非常に悪いです。やはり、ただその利用料金だけの影響ってい

うことではないと思うんです。やはり本数上下六十数本あったのが、今

四十数本になっている。これはいかがなものか。余談にはなりますけど、

山陽自動車道の小野田インターあるいは埴生インター、これは対前年で

２５年山口県の統計年鑑載っているんですが６％ぐらい伸びているんで

す。ということはやはり山陽地区の厚狭周辺っていうものが交通の要衝

であるという、そういった特性を示しているんだろうと思うんですが、

いろんな条件が考えられますので、一概には言えないんではないかって

いうことであります。 

 

松尾数則委員長  市長の答弁に、利用料金を下げたときに、利用者がどれぐら

い増えるか分かりますかってある。分かりますかじゃなくて、利用者を

増やすのを努力するってのが先じゃないかと思っているんだけど。 

 

髙橋都市計画課長  同感ではございます。同感ではございますが、果たしてそ

の料金の見直しだけでよいのかっていうことも、少し頭の隅に残ってお

るところです。先ほど申しましたように、ダイヤ改正によってどんどん

本数が減っていく。その連絡も悪くなっているっていうような、こうい

ったところも要因、考えていきたいと思っています。 

 

松尾数則委員長  みんなでやってこうちゅう気にならんにゃ難しいかもしれま

せんね。 
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杉本保喜委員 今部長が話されたんですけど、コンパクトシティーにどれだけ

寄ってくれるかっていうのがやっぱり、その辺の駐車場の勝手っていう

か、良さっていうものがある程度影響すると思うし、今言う新幹線の止

まる本数も減っていくっていうのも、やはり利用者が減ってるから減っ

ていくというふうに思われるんです。それともう一つ、さくらが九州新

幹線が勝手が良くなって、あれで随分徳山に止まる、それから新山口に

止まるっていうのを分別してるんです。そのために、こだまの止まる数

がかなり操作されているというところもあるわけです。美祢線のほうの

利用者も減ってると。これがもう少し活性化されればまた変わってくる

であろうと思うんです。だから、やはり苦しい状況ではありましょうが、

やはり使い勝手のいい料金体系っていうのがやっぱり本筋だと思うんで

すけどね。 

 

佐村建設部長  厚狭駅の周辺のまちづくりを考えるときに、その新幹線ってい

うのが大きな強みで、新幹線も利用客が少ないとダイヤも、止まる便自

体が減ってくる。私が考えるのは、やっぱり厚狭駅の南に利活用が進ん

でない、人が張りついてないっていう土地がある、その人が張りつくこ

とによって、その利用が進み、利用が進めばダイヤっていうのも改善さ

れる可能性も出てくる。どっちかっていったら、そこを今コンパクトな

まちづくりということで進めているわけですが、進行形なわけですが、

人を張りつける施策をどんどん考えていかなければいけない。その人が

張りついて何か店ができたりなんだりするところに、例えば宇部の方が

小郡に行っていたのが、安くもなったこちらを利用しようすると往来が

増える。往来が増えて人の動きができることによって、そこの商売なり

が潤ってくるということをするためにも、やはり人をどうやって張りつ

けるか、その厚狭駅南の南だけに限った話じゃなくて、その厚狭駅周辺

で考えているわけですが、まず利活用が進んでないところに人をまず張

りつけるということに力を注げば、良い回転になってくる。本会議の場

で言いましたけど、２７年度にはこの料金の改定というのはできないと

いうことで、２７年度は現行どおりですって言ったんですが、先ほどの
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課長の答弁でもありましたように、その赤を出さないで済むっていうの

が２８年で全く可能性がないわけではないですから、幾らかでも安くな

るといった形が、シミュレーションがもしできるようであれば、それは

２７年度の利用の料金の増によるところが多いかと思うのですが、その

ときにまた検討させていただきたいというふうに考えております。まず

は、厚狭駅南の地域に人を張りつける、これを一生懸命考えていきたい

というふうに思っております。 

 

中島好人委員 そりゃ逆じゃないかなと私は思っているんです。いろいろそり

ゃ料金だけじゃない本数とかいろいろあるけども、今市が何ができるか

で、そして何を目玉にして人を呼び込むか、やはり将来のうんぬんちゅ

う話よりも、この間もずっと料金が高いことによって利用客が少なくな

っているということは実際としてあるわけですから、県下で考えてこん

だけ高いちゅうのないわけでしょ、３００円であくる日になったら１,

０００円超えちょったような話じゃね。だから何とかして安うしようち

ゅうのがずっとこの間の流れやったわけでしょ。それで検討してくるち

ゅて。シミュレーションも幾らしたらどんだけくるか分からんみたいな

話やなくて、実際やってみて実際何年もずっとやなくて、当面ね、２年、

３年てもう実際問題やってそれから検証するならあれやけども、先々分

からん分からんちゅう、幾ら安かったらどんだけ増えるか分からん、分

からんちゅう話でいつまでも手付けんような話じゃったら、いつまでも

衰退していくばっかしでしょ。だから、１回でもちょっと実際やると、

やってみるちゅうの、大体５００円でもちゃんとやってみてっていう考

えないですか。 

 

佐村建設部長  それは利用する側は、私も利用しますから安いに越したことは

ないわけですが、やはり経営っていうことも私らは言わなければいけな

いし、利用者が増えることが見込めないからやらないというそういう理

由ではない、ただそこを人数を見込むっていうことになれば、それはそ

れで先ほどもアンケート取ったりなんだりというのはありましたけれど
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も、リサーチというかかけて、幾らになったらどんだけ増えるっていう

ことを解析することもできるんでしょうけど、それ自体がやっぱりかな

り高いらしいです。課長にもそういうことできるかねという話をしたこ

とあるんですが、それ自体がよその、どこやったか忘れましたが、リサ

ーチかけてみようとしたけど金が掛かり過ぎるからやめたっていう話も

よそでは聞きましたし。これは近くに迫っている、料金改定は近くに迫

っているっていうのは意識していますし、いつまでもというふうには思

っていません。ですから２７年度は、もうどんな例えば８００円とかい

う、今１,０００円を８００円にしても、赤が出ると、赤が出ますよって

いうような会計をお示しする訳にもいかないんで、そこは２８年度の検

討課題にさしていただきたいというふうに思っております。 

 

長谷川知司委員  皆さんのイメージの中である新山口駅は６００円とか５００

円だというのは民間だと思うんです。それで、厚狭駅について民間活力

で駐車場造っていただければ、安い駐車場ができるわけですね、公共よ

りも当然安くなると思うんです。そういうようにしていただくためには

どうしたらいいかと、あそこの区画整理をしてインフラ整備もきちんと

したところで、まことに土地所有者の方には御無礼な言い方かもしれま

せんが、税金が宅地並み課税になっているのかどうか。宅地並み課税に

なっておればあのまま土地をおいとっても税金ばっかりとられてもしょ

うがないから土地利用図ろう、あるいは土地の転売をしようとかいう動

きになると思うんです。そういうように、あの駅南全体を土地利用を促

進するためにはどうしたらいいかという、あらゆる方向からの検討をし

て、そうした中で今ある、駐車場がいいのかどうかっていう話に持って

こないと、ただ今あるのが高いからどうだっていうてやったら、ほかの

土地利用は全然進まないんじゃないかなということもなりますので、駅

南全体の土地利用を促進するための検討っていうのを全体的に全市的に

考えていただきたいと私は思います。 

 

松尾数則委員長  答えはいいですか。じゃあ今まで委員のほうからいろいろ意
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見が出てきましたけど。 

 

中島好人委員 ふと思ったんだけども民間が安いのがあったら、どんどんそこ

をああして、うちは撤退すると、やめますという方向も考えているわけ。 

 

佐村建設部長  今現在全くそういうことは考えておりませんが、将来のことは

ちょっと分からないですが、元々その市が駐車場をつくった新幹線が開

通する、当面要りますね駐車場が、ということで造ったわけですが、民

間でそういう駐車場とか出てくるんじゃないかっていう期待もなんか地

元にはあったということですが、一つも出てこなかったという状況があ

ります。ですので、元々地価もそんな安くはないわけですから、駐車場

を経営してっていうことが広がるっていうふうには考えておりませんし、

今格安のとこがあるといっても、それは限られた台数ですし、市につい

てもまだ余裕があるわけですから、新たな民間の駐車場がちゅうのはな

かなか難しいのかなというふうには思っております。 

 

大井淳一朗委員 委員長、ちょっと休憩しませんか。 

 

松尾数則委員長  ちょっと休憩しようか。なかなか言っても・・・。ごめんち

ょっと１０分休憩。４０分じゃないか、４５分からやりましょう。 

 

午後４時３３分休憩   

 

午後４時４７分再開 

 

松尾数則委員長  それでは、休憩を解きまして、委員会のほうを再開をしたい

と思っております。今、委員のほうからいろいろ意見が出ました。基本

的には、どの委員の意見をとっても、料金値下げを要望しています。料

金体系も含めて要望しています。それも踏まえて、きちんとした形でそ

ういう議員みんなの要望を強い要望ということで委員長報告のほうはし
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たいと思っております。あと、議論は終わったけど、討論がまだもしあ

る方がいらっしゃれば。 

 

中島好人委員  やはり何とか利用客を増やしていく、その手立てが料金の引き

下げにあるというのは、もう歴然としとるわけです。どうなるか分から

ん分からんでずっと据え置くっていうか、そういう形では駄目だと。僕

らは、議会報告会の中でこの問題を取り上げたこともあるんですけども、

やはり引き下げてほしいというのは圧倒的な、利用者、市民の声なんで

す。これが実現されていないと。今年度は大分期待もしていたんですけ

ども、されてないっちゅう点においては、この議案に対して、私は反対

といたします。 

 

松尾数則委員長  反対討論ですね。どなたか討論のある方はいらっしゃいます

か。 

 

長谷川知司委員 新幹線厚狭駅に対して、安い駐車場を利用したいというのは

一緒です。ただ、その方法イコール今の駐車場料金を下げるというんで

なくて、いろんな方法を探ってほしいと思います。要するに、民間活力

を利用して、地域に民間の駐車場が設置できるように働きかけるとかい

うことができないか、そういうような方法も考えていただきたいと思い

ます。そのためには、ある程度、公共は料金は高くないと、民間は安く

できないと思います。 

 

松尾数則委員長  それは、賛成討論と捉えていいわけですね。 

 

長谷川知司委員 賛成討論です。 

 

松尾数則委員長  どなたか討論のある方はいらっしゃいますか。（「なし」と

呼ぶ者あり） 討論なしと認めます。それでは、採決のほうに入ります。

議案第１２号平成２７年度山陽小野田市駐車場事業特別会計予算につい
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て採決を行います。賛成の方の挙手を求めます。 

 

（賛成者挙手） 

 

松尾数則委員長  賛成多数であります。以上をもちまして、議案第１２号は原

案どおり可決すべきものと決しました。どうもお疲れさまでした。どう

しましょう、下水さんはもう全員そろって。まだですか。（発言する者

あり）急いで入れ替えて。じゃあ、済みません、５５分まで休憩。 

 

午後４時５１分休憩 

 

午後４時５３分再開 

 

松尾数則委員長  それでは、審議のほうを続行したいと思います。議案第１７

号平成２７年度山陽小野田市下水道事業特別会計予算について審議を行

います。まず、執行部のほうからの説明を求めます。 

 

多田建設部次長兼下水道課長  下水道課です。本来、読み上げによる予算説明

という形が常でございましたが、今回、委員会のほうから申入れがござ

いまして、一般会計と同じような形で行こうじゃないかという御提案が

ございまして、よろしいですということで、お手元の資料、６項目ほど

資料恵与の項目を挙げていただきました。その資料を、実施計画と事務

事業調書という形で、１項目ずつに対しての説明資料を、今、お手元に

お配りしております。まず、この項目６項目につきまして、各担当森弘

技監それから光井所長、この二人によって６項目に対する御説明をさせ

ていただいた後、予算書においての御審議をいただければと考えており

ますので、よろしくお願いいたします。それでは始めます。 

 

森弘下水道課技監  説明してよろしいですか。先般、委員会から御依頼のあり

ました実施計画書等の資料が、委員の皆様のお手元にあると思いますの
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で、その資料で説明をいたします。お手元の資料の実施計画書１ページ

めくっていただいて、事務事業調書、事務事業名、高千帆地区浸水対策

事業から説明をします。本事業は、予算書の２５ページの案件になりま

す。それでは、概要から。高千帆地区の内水は、潮位により、自然排水

が不可能なときは、横土手と下木屋のポンプ場で排水をしていますが、

能力には限界があります。近年、農地の都市化が進み、保水能力が低下

している上、集中豪雨が各地で発生をしており、大きな浸水被害が懸念

されるところです。そこで、下水道事業により、ポンプ場や水路を整備

し、水害を防ぎ、市民の安心安全を確保していきたいと考えています。 

来年度の活動指標、成果目標は、既に完成している高千帆地区浸水対策

基礎調査業務委託に基づき、雨水計画の見直しに伴う事業計画の変更と

ポンプ場の検討を行う事業計画策定業務を実施することです。妥当性、

効率性、有効性の視点で事業を評価すると、事務事業評価点は２６点満

点中２６点となります。シートの裏を御覧ください。平成２７年度は、

事業認可変更委託費として、２,３４０万円を要求させていただいており

ます。その財源は、国庫支出金１,１７０万円、一般財源１,１７０万円

となります。今後、２８年度に基本設計３,０００万円、２９年度に詳細

設計７,０００万円、その後、３０年度から工事に移行できればと考えて

います。２７年度の財源構成は、国庫補助が社会資本整備総合交付金５

０％、一般財源が５０％となります。以上です。 

 

松尾数則委員長  次は。 

 

森弘下水道課技監  続けていいですか。 

 

松尾数則委員長  続けていい。 

 

森弘下水道課技監  それでは、本日お渡しをいたしました訂正用の実施計画書

を１ページめくっていただきたいと思います。事務事業調書の事務事業

名、下水道整備事業（汚水）の説明をいたします。本事業は、予算書２
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５ページの案件となります。では、概要から。本市の下水道の整備は、

平成２５年度末で水洗化ベースの普及率４６.５％とまだまだ低く、農業

集落排水２.６％や、合併浄化槽２５.５％合わせても、汚水処理率７４.

６％で、水住環境保全のため整備促進が望まれています。現在の事業認

可は今年までですので、今後５年間の事業計画の見直しを行い、県と見

直し内容の協議をし、３月１０日に事業認可が下りたところです。来年

度からは、新たに認可区域に加える市内でも大規模な団地である上の郷、

青葉台、共和台、南平台を目指して管渠を布設して、毎年１％の普及率

アップを図っていきたいと考えています。来年度の管渠整備延長は２,

８２８メートルで、整備面積１５.９ヘクタールを予定しています。事業

評価点は、２６点満点中２５点となっています。シートの裏側を御覧く

ださい。平成２７年度は、調査設計業務費として５,２１０万円、工事請

負費として４億３,６００万円、汚水処理構想策定業務費として９７０万

円、補償金として３,０００万円を要求させていただております。その財

源内訳は、国庫支出金２億１,３９０万円、起債２億８,７５０万円、一

般財源２,６４０万円となります。一般会計からの繰入金を１０億円以下

に抑えて事業を計画しており、水処理センター等の長寿命化工事の実施

状況により、今後の整備事業費にばらつきはありますが、２８年度は６

億２,５００万円、２９年度から３１年度は毎年４億３,５００万円を要

求させていただければと考えております。２７年度の財源構成は、国庫

補助が社会資本整備総合交付金５０％、地方債が補助９０％、単独９５％、

その他が受益者負担金となります。なお、主な工事箇所は１４か所を予

定しており、その工事箇所は委員会の資料の箇所図のとおりです。それ

では、次に行ってもよろしいですか。（発言する者あり）箇所図は、そ

のお渡ししている資料の前、予算の集計表があったと思うんです。そち

らのほうに箇所図が後ろ付いていると思います。 

 

松尾数則委員長  今日もらった分。今日の分の中にあるんか。（発言する者あ

り）はい、わかりました。 
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森弘下水道課技監  よろしいですか。次に行ってもよろしいでしょうか。 

 

松尾数則委員長  はい、お願いします。 

 

森弘下水道課技監  それでは、元々お渡ししているほうの資料の事務事業調書、

事業名、下水道整備事業（長寿命化）について説明します。多分、元々

お渡ししている資料の３枚めくっていただいたとこと思います。長寿命

化、出ましたよね。それでは、概要のほうから説明させていただきます。

小野田地区の下水道施設の共用開始は昭和５６年、山陽地区は平成元年

で、小野田地区には、共用開始以来３０年以上経過した管路が存在しま

す。平成２４年、国の指導により、重要な幹線と３０年以上経過した管

路の状況を確認しましたが、共用開始当初に整備した小野田地区の公園

通り排水区のマンホール蓋とステップ、市内に３路線存在する圧送管路

の空気弁と圧送管路の直近下流の自然流下の管路が、硫化水素で腐食し

ていることが判明しました。施設の延命化と管路等による道路の陥没に

よる事故を未然に防止するため、本年度、長寿命化計画を策定し、来年

度より優先順位が高い箇所から長寿命化工事を実施します。事業評価点

は、２３点満点中２３点となっています。シートの裏を御覧ください。

平成２７年度は、長寿命化詳細設計業務費として６００万円、長寿命化

工事費として５,０００万円を要求させていただいております。その財源

は、国庫支出金２,８００万円、起債２,５２０万円、一般財源２８０万

円となります。２８年度に詳細設計費と工事費１,０００万円、２９年度

から３１年度も同様に１,０００万円要求させていただければと思いま

す。２７年度の財源構成は、国庫補助が社会資本整備総合交付金５０％、

地方債が補助９０％、単独９５％、その他が受益者負担金となります。

以上です。 

 

松尾数則委員長  以上で説明終わり。まだ光井さんのほうが残っているんかな。 

 

光井山陽水処理センター  次は、光井が説明いたします。お手元の資料の今の
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ところをもう１枚めくっていただきまして、実施計画名、汚水処理施設

整備事業、事務事業名、小野田水処理センター整備事業（長寿化）につ

いてでございます。小野田水処理センターは、供用開始後３３年が経過

しており、老朽化した設備や機能低下の顕著な設備が多数存在しており

ます。円滑で安定した下水処理を継続するためには、これらの設備の機

能を回復し、設備の健全度を高める必要があります。そのため、平成２

４年度に、各設備の健全度を調査し、平成２５年度には小野田水処理セ

ンターの長寿命化計画を策定しました。今年度より、この長寿命化計画

に従い事業を進めているところです。今年度は、詳細設計を行っており

ます。平成２７年度長寿命化対象設備は、合流区域雨水排水ポンプの駆

動設備、それから水質計装設備、消毒槽設備、反応タンク設備となって

おります。事業評価点は、２６点満点中２６点となっております。シー

トの裏面を御覧ください。平成２７年度は、詳細設計委託料として１,

０００万円、工事請負費として１億２,０００万円を要求させていただい

ております。その財源につきましては、国庫支出金６,５００万円、起債

５,８５０万円、その他６５０万円となります。平成２８年度以降は、長

寿命化対象設備に規模の大きな設備を計画しているため、各年度１億８,

０００万円を要求させていただいております。財源構成としましては、

社会資本整備総合交付金５０％、地方債が９０％、その他は受益者負担

金となります。以上です。続きまして、１枚めくっていただきまして、

山陽水処理センター整備事業でございます。初めに、ちょっと申しわけ

ありませんが、お手元の資料の事務事業調書の文言の訂正をさせていた

だきたいと思っております。事業概要の説明欄の中に、「山陽水処理セ

ンターは供用開始から２４年が経過し」と書いてあると思いますが、こ

れは２５年の間違いであります。この場をかりて訂正させていただきた

いと思います。山陽水処理センターは供用開始後２５年が経過し、小野

田水処理センター同様の状況となっておりまして、機能回復のための長

寿命化計画の早急な策定を望んでいるところであります。平成２７年度

は、この長寿命化計画策定を行うべく、事業計画を上げております。事

業評価点は、２３点満点中２３点となっております。シートの裏面を御
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覧ください。平成２７年度は、長寿命化計画策定費として１,３００万円

を要求させていただいております。その財源につきましては、国庫支出

金６５０万円、その他６５０万円となります。財源構成としましては、

社会資本整備総合交付金５０％、その他は受益者負担金となります。こ

れについては以上です。続きまして、下水道ポンプ場整備事業（小野田

処理区）について御説明させていただきます。これも、今、山陽水処理

センターと同様なことではございますが、小野田処理区内の下水道ポン

プ場の対象となるところは、高千帆汚水中継ポンプ場、それと竜王汚水

中継ポンプ場でございます。どちらも、供用開始後１８年が経過し、設

備の劣化、機能低下が顕著になっておりまして、機能回復のための長寿

命化計画の早急な策定を望んでいるところです。平成２７年度はこの長

寿命化計画策定を行うべく事業計画を上げております。事業評価点は、

２３点満点中２３点となっております。シートの裏面を御覧ください。

平成２７年度は、長寿命化計画策定費として９９９万円を要求させてい

ただいております。その財源につきましては、国庫支出金４９９万５,

０００円、その他４９９万５,０００円となります。財源構成としまして

は、社会資本整備総合交付金５０％、その他は受益者負担金となります。 

続きまして、下水道ポンプ場整備事業（山陽処理区）について御説明い

たします。これも、小野田処理区の下水道ポンプ場整備とほぼ同じでご

ざいまして、山陽処理区につきましては、対象のポンプ場は厚狭汚水中

継ポンプ場となっております。この厚狭汚水中継ポンプ場は、供用開始

後２０年が経過しており、小野田処理区同様、設備の劣化、機能の低下

が顕著になっておりまして、機能回復のための長寿命化計画の早急な策

定を望んでおるところでございます。事業評価点は、２３点満点中２３

点となっております。シートの裏面を御覧ください。平成２７年度は、

長寿命化計画策定費として１,０１１万円を要求させていただいており

ます。その財源につきましては、国庫支出金５０５万５,０００円、その

他５０５万５,０００円となります。財源構成としましては、社会資本整

備総合交付金５０％、その他は受益者負担金となります。これについて

は以上です。それから、最後になります。最後の１枚になりますが、雨
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水排水対策事業、事務事業名が雨水排水ポンプ場整備事業について説明

させていただきます。対象となるポンプ場は、若沖雨水排水ポンプ場で

す。こちらのポンプ場に関しては、平成２５年度に長寿命化計画を策定

しており、平成２７年度から事業を開始することとなります。平成２７

年度長寿命化対象設備は、雨水ポンプ設備、計装設備となっております。

事業評価点は、２３点満点中２３点となっております。シートの裏面を

御覧ください。平成２７年度は、工事請負費として７,９００万円を要求

させていただいております。その財源につきましては、国庫支出金３,

９５０万円、起債３,５５０万円、一般財源４００万円となります。財源

構成としましては、社会資本整備総合交付金５０％、一般財源は繰入金

となります。以上でございます。よろしくお願いいたします。 

 

多田建設部次長兼下水道課長  以上で、資料恵与に基づく説明を終わらせてい

ただきます。 

 

松尾数則委員長  時間もこういう時間になりましたけど、まだまだやらなきゃ

いけないんで、申しわけない、時間延長したいと思ってますんで、よろ

しくお願いいたします。続けて、今、説明は全部終わったの。 

 

多田建設部次長兼下水道課長  資料恵与の形の中でありました６項目につきま

しては、今、御説明したとおりでございます。 

 

松尾数則委員長  どうしようかな。資料恵与だけ先に質疑を受ける。それと

も・・・。頭にあるうちにちょっと質疑を受けようかな。 

 

中島好人委員 ここっちゅうことはないんですけども、１つは計画を立てるの

に、計画書、いろいろあったんじゃけども、国が５０％出して、残りが

受益者負担というのがちょこちょこ出てきたんですけども、丸々の半分

が受益者の負担ということの中身について、ちょっと。どれっちゅうこ

とはないんです、いっぱいあったんで。かなりあった。 



80 

 

 

多田建設部次長兼下水道課長  国庫補助５０％というものは、きょうお示しし

た事業全てに共通しております。ただ、基本計画に関しますもの、その

以前の調査業務につきましては、起債が充当ができないという形になっ

ております。詳細設計以降は、起債充当ができていくというところでご

ざいます。受益者負担というのは、基本的にはやるところが負担するん

よということになりますので。項目によって、起債対象、補助裏として

起債が受けられるものと受けられない事業内容があるというふうに御理

解いただければ分かりやすいかと思います。以上です。 

 

松尾数則委員長  いいですか。 

 

長谷川知司委員 一番最初の内水対策のことで、高千帆地区浸水対策事業です

が、先日、都市計画審議会においても、駅前の、市役所前の田んぼ、そ

れから新しい道ができた江川の横ですか、あそこの土地も白地というこ

とですが、このたびの内水対策事業では、あそこの部分はどのように考

えていますか。 

 

多田建設部次長兼下水道課長  今、下水で取り組ませていただいております高

千帆地区浸水対策事業につきましては、沖中川と長田屋川に挟まれ、な

おかつＪＲで区切られた区域以南です、有帆川まで。その区間の浸水対

策事業という観点で詰めてまいりました。２５年に業務委託をかけまし

て、時間は掛かりましたが２６年度で精査をかけて、一応、事業全体の

もの、短期、中期に係るものについてお示しして、トップのコンセンサ

スを得られて、今回予算化できたという経緯がございます。議員御質問

の箇所につきましては、一応、エリアに外れておるようにも考えますが、

下水の現計画の雨水の放流先は沖中川です。これを有帆川に変えるとい

う事業計画を変更したいと。有帆川に変えるということは、強制排水施

設を必要とするものよというところを基本的な事業計画内容と見定めた

中で事業進めております。今、議員御指摘の区域におきましては、今言
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う放流先であります沖中川といいますか、沖中川なり長田屋川の中へ流

下していく雨水も全て対応できるような、今、高千帆排水機場というも

のが、農林サイドのものがあります。あれはあれとしてありますよと。

ですけども、それを１００％今稼動させるために、ストックマネジメン

ト事業でやっておりますが、それを１００％稼動させても、まだ浸水す

る要因がありますねという、そこの観点から、下水が主体としてやって

おります浸水対策において、そういった、まず排水路、流下能力を確保

できる水路の整備が、一番目に見えた効果発現が見られるというシミュ

レーションが出てきております。まずそこから事業化していきたいと。

ただ、事業化するに当たっては、下水の雨水事業計画自体をまず見直さ

なければならない。また、ポンプ施設が要るという判断を決断するとな

れば、都市施設としての計画決定が必要になる。事業を進める上では、

公共下水としての雨水整備としてやっていく上では、事業認可を取らな

ければならない。それの形をとります。その中で、先ほどの区画整理区

域の未整備区域についても、浸水対策についてのお話が出ておると聞い

ております。一応、総合的に見て、浸水対策はこの事業の中である程度

の対応ができると考えております。以上です。 

 

長谷川知司委員 要するに、白地地区においても、将来を見越して、そこも検

討可能ですよという答弁だと思いますが、いいですか、それで。 

 

多田建設部次長兼下水道課長  流入するという考え方で進めようと考えており

ます。 

 

長谷川知司委員 今度、山陽水処理センターのところですが、これ、長寿命化

計画策定で１,３００万とあるんです。ところが、ほかのポンプ場とかセ

ンターでいうと、金額的にはこれよりも安いんです。この金額の差とい

うのは、何で山陽だけこれだけ高いんかなと思いますんで、その理由を

教えてください。 
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多田建設部次長兼下水道課長  中継ポンプ場関係と水処理センターの施設の数、

調査すべき物件の数による差と御理解いただければと思います。 

 

長谷川知司委員 それで、今、来年度計画する業務が結構いっぱいあるんです。

これは、個別に出せば相当な金額になると思いますが、まとめて出して

安くできないのかということをどう考えますか、そのことについて。 

 

多田建設部次長兼下水道課長  長寿命化計画っていうのは、単発単発で出るわ

けではなくて、今現在は小野田水処理センターとしての長寿命化計画が

承認されて、今年度から事業実施になると。今現在、基本計画という形

でお示しさせていただいておるもの自体を、全体で、今、長寿命化計画

で出そうと考えておりますので、分割については検討案件にはなろうか

と思いますが、今の段階で長寿命化計画自体は１発で出していくという

考え方でおります。 

 

杉本保喜委員 先ほどの高千帆地区の浸水対策事業についてなんですけれども、

具体的にはこの計画はどういう形でもって進め、いつ頃完成の予定で考

えておられますか。 

 

多田建設部次長兼下水道課長  ２５、２６でたたいた中では、壮大な計画を持

っております。その中で、効果即発現できるもの、最優先のもの、その

状況を見て対応をしていくもの、短期、中期、長期という考え方の中で、

これは今の計画、予算の付き方、それから計画論の完成を見た後のこと

でございますが、１０年後ぐらいにはポンプの設置、全てのポンプでは

ありませんが、効果が即時発現できる通水断面の、まず水路の改修から

始めていこうと。そのことによって、今、駅前とか新生地区の現に浸水

しておる状況があります。それ自体は、通水断面を大きくする水路を２

本造るだけで、効果が発現できるというシミュレーションができており

ます。まずそこをやると。それをやることによって流下能力が上がり、

流下速度が上がっていく、それを強制排水していくものが必要よねとい
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う段階的な理論付けをしていって、ポンプ設置と。ポンプさえ付ければ

いいっていうのは、私どもは考えておりません。ポンプに行くまでの道

筋をつくることが、まず第一だというふうに考えております。したがっ

て、ただ、一応もう１０年度ぐらいにはポンプの整備のほうに、設置で

きるじゃないですよ、整備についての検討を加えていかなければならな

いのかなというふうに考えております。常に、どの事業においても、用

地買収、補償というものがついて回ります。住民の皆様の御理解をいた

だきながら、まず通水断面の確保からと、そこへ力を入れていきたいと

考えております。以上です。 

 

 

杉本保喜委員 今、言われるように、流水状態を良くするということを考えた

場合、今、実はあそこの駅前の整備計画について、都市計画のこと、現

地といろいろ話をしてるところなんですけれど、現地の住民も、やはり

浸水状態を非常に気にされているということなんです。そこで、今の沖

中川の在り方、これについて、今言われるようなプランというか、問題

点を把握されているならば、その辺も合わせて都市計画の中で考えてい

く必要があるかなと思うんですけども、いかがですか。 

 

多田建設部次長兼下水道課長  当然のことながら、そういう御意見は出るだろ

うと考えておりますし、現実に出ておりますし、内部的にも部長以下都

市計画課長、下水道課も含めて、この計画を持って時間が掛かったねと

は言われるかもわかりませんけど、時間が掛かってもお示しできるもの

ができておるというふうに考えております。ただ、一遍にできるという

ものではございません。先ほど申し上げましたように、段階整備を考え

ていく。金がないとできませんよというのはどこでもある話ですけども、

その折り合いもつけながら、なおかつ効果的な事業投資をしていく、効

果発現できるものをにらんでいく、それをもって次の段階へ進んでいく

という考え方の中において、都市計画が未整備で苦慮しておったものが、

やっと今年から動くようになって、地元の活発な意見もいただいておる
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のを決裁上で見ております。その中で、沖中川の整備、これはもうはっ

きり申し上げて長期計画です。川をいらうというのは非常に、何でも一

緒ですけど、水をいらうと莫大な金かかります。それよりも、通水断面

を、流下能力を上げていく。なおかつ、強制排水施設を、全てではない

にしても、効果発現できるやつを検討を今しておりますので、それをも

って対応していきます、しばし時間をいただきますという言葉を添えた

中での地元説明になろうかと思います。以上です。 

 

松尾数則委員長  はい、どうぞ。 

 

長谷川知司委員  今、駅前の区画整理、この区画整理そのものが終わらんと、

あそこの事業化は見られませんが、今言う、下水の中でもどこを最優先

するか、そういうのを決めていただいて、特に小野田駅前の区画整理未

整備区域、あそこを早く終わらせて、あそこに土地利用を図る。そして、

そこに人を呼び込むという施策をしないと、駅前がどんどん衰退してい

きます。それで、今、有帆とかあちらの方が、スーパーがないから、バ

スで小野田駅前まで来ようとしても、駅前に来てもスーパーがなくなっ

たから、もう私は山陽小野田におらんでよそ行こう、子どものとこ行こ

うとかという声もあるんです。だから、いかに早く小野田駅前の区画整

理の未整備区域を整備して人を呼び込むか、そのスピード感をもって、

下水も一緒になってやっていただきたいということを理解していただき

たいと思います。 

 

多田建設部次長兼下水道課長  委員、御指摘のとおりです。基盤整備の中は、

やはりまちづくりの基本だと思っています。その中での下水の在り方と

いうのは、当然、枝葉のようについていくべき生活基盤の一部だと。水

道、電気、ガス、下水というものについては、同時に考えていくべきと

考えておりますし、その辺の調整は取っていくつもりでございます。 

 

松尾数則委員長  よろしいですか。以上、説明があった中での質疑がなければ、
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続いて、当初の予算書、勉強してきてらっしゃると思いますんで、何か

この中見て、中から、まず歳入のほうからでいいんですが。歳入のほう

から行きましょうか。御質疑のある方。これでいうと、１２、１３ぐら

いか。１２、１３ページ。質疑のある方いらっしゃいますか。ない。（発

言する者あり）ごめん、歳出から。 

 

中島好人委員 事業はいいんですけども、どんどん、ある意味じゃ賛成なんで

すけども、やはり下水料金が前回ばっと上がって県下第２位という形の

中で、果たして下水道処理そのものがずっとオンリーでいくのかという

点に対して、合併処理槽の在り方も検討しながら、汚水処理施設の整備

構想を今年度は見直すときだと。それに合わせて検討していくという答

弁でしたけども、それとの関わりでどうなのかという点についてお尋ね

したいというふうに思います。 

 

多田建設部次長兼下水道課長  議員のおっしゃるとおりですね、汚水処理整備

構想の見直しをこの２７年度、この中に予算化をもうさせていただいて、

山口県構想という形での委託料を組ませていただいております。その中

で、国が１０年概成せよというような形の中で、手法についても、省庁

超えた形の中で整備できるものは取り入れていくべきではないかという

投げかけはされてきています。ただ、現実に、衛生サイドと公共サイド

でどこまでの整合が取れるかっていうものについては勉強していかんに

ゃいけん部分もあろうかと思いますが、方向性とすれば、汚水処理につ

きましては公共、山陽小野田市については公共、合併浄化槽と農業集落

排水と、この手法を行政としては持っております。この農業集落排水に

つきましては、なかなか伸びようがないと考えます。それで、公共は金

を突っ込めばできると思いますが、先ほどちょっと申し上げましたけど

も、より投資効果が上がるところということで事業認可の拡大も進めて

いただかせておるわけでございますが、そういう中で、やっぱり合併浄

化槽の整備による環境整備、これをどう取り込んでいくかが一番課題に

なろうかと。これは、他市の下水道の担当に聞いてみても、合併浄化槽、
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もうちょっと入れられんかねと、現認可区域内でも助成が出せんかねと、

独自にそういったものが打ち出せんかねっていうのが、現実に、今、下

水道行政に携わっておる人間が切実に思うことです。これは、１０年来

から、現部長が下水におられるころから、先行きのことを見通す中で、

やっぱり合併浄化槽について考えんにゃいけんよねって当時から言われ

ていました。それが、今、もう目の前の状況になっておろうかと思いま

す。ちょうど２７年度でそういう構想を見直しますので、その中に極力

反映させていって、また御報告できればと考えております。よろしくお

願いいたします。 

 

松尾数則委員長  ちょっと確認取っときたいんだけど、岩国だったか、つい最

近、下水道料金上げましたよね。岩国やったっけ。（発現する者あり）

まだ、いまだに県下２位なの、山陽小野田市は。 

 

多田建設部次長兼下水道課長  これは提出資料ではなかったんですが、９月議

会のときだったか、大井議員さんのほうから、実際に今現どうなのとい

うことで、ちょっとこのＡ３版の一覧表を作ってはおります。これで、

今何番目かってすぐ見りゃわかるんですけども、これはまた・・・。 

 

松尾数則委員長  いや、それ以後ですよ、料金上げてきたのは。 

 

多田建設部次長兼下水道課長  これは、２６年の４月１日ですので、間違いな

く反映されています。 

 

松尾数則委員長  あれ、二、三か月前かなと思ったんですけど。 

 

多田建設部次長兼下水道課長  二、三か月前になれば、確実に２位以下にはな

っていると思います。 

 

松尾数則委員長  いや、だから、その辺をちょっとね。やっぱ２位っていうの
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はあまり好ましい数字じゃないから、ちょっとその辺もう一回確かめち

ょって。 

 

多田建設部次長兼下水道課長  確認させていただきます。 

 

中島好人委員  あわせて、私ども持っている県下の状況の分は、見たら、これ

は２６年の４月１日なんです。もし、そういう改定の分があったら、委

員会の資料として、次長、お願いできたら。 

 

多田建設部次長兼下水道課長  それでしたら、一応、２７年の４月１日現在の

資料を作成するということでよろしいでしょうか。 

 

松尾数則委員長  お願いします。 

 

多田建設部次長兼下水道課長  分かりました。 

 

松尾数則委員長  そのほか質疑はございませんか。なければ、歳出歳入含めて、

同時で結構ですから。よろしいですか。 

 

長谷川知司委員 ２３ページ。施設管理費の中で、工事請負費が１００万とあ

ります。これは、修繕料が１,６８０万ということに比べたら相当少ない

金額なんですが、具体的にこの工事はどんな工事で考えとったんですか。 

 

多田建設部次長兼下水道課長  これは、通年的に毎年行います西の浜の遊水池

の維持浚渫に係る工事費を１００万として計上させていただいておりま

す。 

 

松尾数則委員長  じゃ、下水道に関して、質疑のほうはよろしいですか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
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松尾数則委員長  じゃあ、質疑はこれで打ち切ります。討論、採決に入りたい

と思います。討論のある方はいらっしゃいますか。 

 

中島好人委員 先ほど、合併処理槽の必要性っていうか、方向性っていう考え

は聞きましたけども、そのことが、今回はそういう構想の計画っていう

とこで予算は組まれていることは評価しますけども、実際の中身として

具体的に、もう実施して、それで幾らかでも料金引き下げの方向に展望

が見られるという方向にはまだ至らない点について、私は下水道の予算

に反対といたします。やっぱり高い料金ということになって。 

 

松尾数則委員長  誰かほかに。（「それに一言ってのはないんですか」と呼ぶ

者あり）それはありませんね。（笑声）（「いやいや、の考え方として」

と呼ぶ者あり）（発現する者あり）ほかにどなたか討論のある方いらっ

しゃいますか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

松尾数則委員長  討論をこれで打ち切ります。それでは、採決のほうに入りま

す。議案第１７号平成２７年度山陽小野田市下水道事業特別会計予算に

つきまして賛成の方の挙手を求めます。 

 

（賛成者挙手） 

 

松尾数則委員長  賛成多数であります。以上をもちまして、議案第１７号は原

案どおり可決すべきものと決しました。どうもお疲れさまでした。続き

まして、農水のほうも入ります。１８号のほうに入りますので。議案第

１８号平成２７年度山陽小野田市農業集落排水事業特別会計予算につい

て執行部のほうの説明を求めます。 
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多田建設部次長兼下水道課長  それでは、議案第１８号平成２７年度山陽小野

田市農業集落排水事業特別会計予算について御説明申し上げます。平成

２７年度農業集落排水事業特別会計は、歳入歳出総額それぞれ８,４８６

万３,０００円を計上させていただいております。では、歳出から御説明

申し上げます。予算書１４、１５ページをお開きください。よろしいで

しょうか。１款農業集落排水事業費１項農業集落排水事業費１目農業集

落排水事業一般管理費の予算は、２,０７２万３,０００円です。１１節

需用費、光熱水費５９１万６,０００円は、小野田西地区、仁保の上地区、

福田地区の処理施設の電気料及び水道料金です。修繕料２１０万円は、

小野田西地区の集落排水施設に係る修繕費及び公共汚水桝等の修繕費を

計上しております。１２節役務費、通信運搬費７２万４,０００円は、処

理場及びマンホールポンプ場に係る電話料金を計上させていただいてお

ります。１３節委託料、処理施設維持管理委託料９２５万４,０００円は、

小野田西地区、仁保の上地区及び福田地区の農業集落排水施設の維持管

理に係るものです。１９節負担金補助及び交付金、使用料賦課徴収負担

金１０８万円は、徴収一元化に係る経費で、水道局に支払う負担金を計

上させていただいております。２７節公課費７５万円は、消費税及び地

方消費税に係るものでございます。続きまして、２款公債費１項公債費

１目元金２３節償還金利子及び割引料４,８３１万５,０００円は、地方

債元金償還金を計上させていただいております。２目利子２３節償還金

利子及び割引料１,５７７万５,０００円は、地方債利子償還金を見込ん

でおります。予算書１６ページ、１７ページをお開きください。３款予

備費１項予備費１目予備費は、５万円を計上させていただいております。 

続きまして、歳入に移りたいと思います。予算書１０ページ、１１ペー

ジをお開きください。１款使用料及び手数料１項使用料１目農業集落排

水使用料は、２,４９３万２,０００円を計上しております。内訳は、１

節現年度分使用料、収納率は９８.６％を見込み、２,４６６万円を計上

しております。２節過年度分につきましては、収納率１７％を見込み、

２７万２,０００円を計上しております。２項手数料１目総務手数料１節

総務手数料１,０００円は、督促手数料でございます。２款繰入金１項一
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般会計繰入金１目一般会計繰入金１節一般会計繰入金は５,９８２万８,

０００円を見込んでおります。３款繰越金１項繰越金１目繰越金１節繰

越金は、前年度繰越金で１０万円を計上させていただいております。４

款諸収入１項延滞金、加算金及び過料１目延滞金１節延滞金は、１,００

０円を計上しております。１２ページ、１３ページをお開きください。

２項市預金利子１目市預金利子１節預金利子は、１,０００円を計上させ

ていただいております。以上でございます。よろしく御審議のほどお願

いいたします。 

 

松尾数則委員長  執行部のほうの説明を終わりました。議員のほうの質疑を求

めます。質疑のある方はいらっしゃいますか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

松尾数則委員長  質疑はこれで打ち切ります。それでは、討論、採決に入りま

す。討論のある方はいらっしゃいますか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

松尾数則委員長  討論なしと認めます。それでは、採決に入ります。議案第１

８号平成２７年度山陽小野田市農業集落排水事業特別会計予算について、

賛成の方の挙手を求めます。 

 

（賛成者挙手） 

 

松尾数則委員長  全員賛成であります。以上をもちまして、議案第１８号は原

案どおり可決すべきものと決しました。どうもお疲れさまでした。ここ

で、ちょっとメンバーを入れ替えます。５分ほど休みます。次は、あと

は商工のほうであります。商工、もう来ちょってかな。じゃあ、４５分

まで休憩。 
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午後５時４０分休憩 

 

午後５時４５分再開 

 

松尾数則委員長 それでは、休憩を解きまして審議を続行いたします。議案第

４０号山陽小野田市工場設置奨励条例の一部を改正する条例の制定につ

いて審議を行います。執行部の説明を求めます。 

 

小野産業振興部長 お疲れでございます。議案第４０号につきましては奨励条

例の改正でございます。内容は担当課のほうから申し上げますが、対象

業種を増やしてですね、工場の誘致を促進しようということでございま

すので、よろしく御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

井本企業立地推進室長 企業立地推進室の井本でございます。よろしくお願い

します。平成１５年の分譲開始以来、小野田・楠企業団地の早期分譲は

本市の重要課題となっており、これまで積極的な企業誘致活動を行って

きたところであります。昨年１０月には、当団地に民間企業の進出が初

めて決定し、これをきっかけに誘致活動に弾みをつけたいことから、奨

励措置の対象業種を見直すため、所要の改正を行っております。内容と

いたしましては、小野田・楠企業団地へ立地する企業に限り、奨励措置

の対象となる業種の拡大を行っております。それではお手元に配布して

おります新旧対照表を御覧ください。条例の改正箇所は２点でございま

す。第２条第１号において、工場の定義について改正しており、第９条

第２号において、地域に応じて対象業種を指定することにしております。

具体的には、小野田・楠企業団地に立地を希望される企業の業種を、今

まで施行規則において分類区分にばらつきがあったものを日本標準産業

分類上の大分類に統一することで、対象業種の拡大を図るとともに、企

業側からみても理解しやすいように改正をしております。このことは、

多くの企業に共通している業種の多様性において、奨励措置の対象範囲
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を拡大することで、当団地への企業進出を誘発するものと考えておりま

す。また、当団地を除く市内への立地企業につきましては奨励措置の対

象業種を現行通りとしております。なお、対象業種の拡大を図るものの、

事業者の選定につきましては、雇用の創出や事業活動の継続性に着目し、

優良企業の進出を求めることにしております。追って、お手元に配布し

ております資料でございますが、Ａ３の分でございます。日本標準産業

分類に規定されております奨励措置の対象業種をお示ししております。

網かけ箇所が現行制度下における分類区分になっております。以上で説

明を終わります。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

松尾数則委員長 執行部のほうの説明が終わりました。委員の方の質疑を受け

たいと思っております。質疑のある方は挙手をお願いいたします。 

 

大井淳一朗委員 今御説明がありましたように対象が広がってより企業誘致し

やすくするという方向性については賛同いたしますけれども、この条文

が改正前から改正後になったことでかえって分かりにくくなったのでは

ないかと思うんですよね。つまり明確にこれこれこれって列記していく

ほうが分かりやすくて、このように貨物運送業等のうち雇用の創出及び

事業活動の継続に期待できるって誰が期待するのか、市が期待するのか、

会社が期待するのか期待すれば全部対象なのかということで、その辺分

かりにくいんですが、この（２）から（６）とかに隠されているんです

か。この辺について説明してください。 

 

井本企業立地推進室長 先ほどの山陽小野田市工場設置奨励条例における対象

業種、これを見ていただきたいんですが、この中でＥの製造業それから

Ｆの電気・ガス・熱供給・水道業、Ｇの情報通信業、Ｈの運輸業、郵便

業そしてＬの学術研究、専門・技術サービス業、これの全ての業種を対

象とするということでございます。 

 

松尾数則委員長 この表現が今、井本さんが説明した内容だということですか。 
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井本企業立地推進室長 この物品の製造、貨物運送業等のうち雇用の創出及び

事業活動の継続に期待できるというのは、これは製造業というのは元々

雇用を創出するということで今までの方針と変わらないものです。貨物

運送業というのは山陽自動車道のインターチェンジ、交通の利便性です

ね、それと２号線の、それを利用してそういった工場を誘致したいとい

う、そして事業活動の継続これは他市でもそうでありますが、やはり雇

用の創出が地域の産業の発展というものに寄与するということを考えま

して、こういう表現にしております。 

 

大井淳一朗委員 多分この黒で囲んだやつを全部対象としようということです

よね。ただ今室長がおっしゃったことからすれば物品の製造、貨物運送

業に類するものは加わるんだろうなとわかるけど、情報通信だとか学術

研究、専門・技術サービス業の関係の会社がさあいざ進出しようと思っ

てこの山陽小野田市の条例を見たら無理なんかなと思ってしまいかねな

いぐらい広げたはずの改正なのに余計狭まったのではないかと思うんで

すが、これは大丈夫なんですか、条例の読み方として。いかがですか。 

 

原田企業立地推進室主任 企業立地推進室の原田と申します。よろしくお願い

いたします。確かにこちらの工場の定義というところでは物品の製造又

は貨物運送業というのが表に出てくるかと思いますけれども、実際は規

則のほうでそれぞれを大分類で全てうたっておりまして、相手方に御案

内するときはパンフレット等がどちらかといえば有効的になりますし、

ホームページ等の情報もそちらのほうでカバーリングしておるつもりで

ございますので、その辺りは対応はできるということで理解しておりま

す。 

 

大井淳一朗委員 おっしゃるように規則で網羅されているということなんです

けども、企業側からみて規則って見ないわけで当然その辺の自分がいざ

進出しようと思えるような体制作りってちゃんとできているんですか。
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規則って読まないでしょ大体、企業は。いかがですか。 

 

原田企業立地推進室主任 規則まで読まれる企業は少ないと思っております。

ただ条例のほうも事細かに見られてその時点で判断されるということも

少ないのではないかということでは考えております。 

 

大井淳一朗委員 そうなると今度改正で企業立地ガイドとかを多分改定される

のかと思うんですけども、やはりその中できちんとニュースしてＰＲし

ていかないといざ取りこぼしてしまう可能性もあるんですよね。その辺

の周知はちゃんとされるんですか。いかがですか。 

 

井本企業立地推進室長 企業ガイドブックは当然改定いたしますし、ホームペ

ージ等でも周知を図っていきたいと考えております。 

 

河﨑平男副委員長 対象となる業種以外の問合せがあったんですか。今まで進

出対象となる業種以外に問合せ、確認等はあったんですか。 

 

井本企業立地推進室長 全くないわけではございません。やはりそういう確認

はあります。 

 

長谷川知司委員 この分類の中で建設業を入れられないのは何か訳があるんで

すか。 

 

松尾数則委員長 入ってないね。答えありますか。 

 

井本企業立地推進室長 施策的なものでございまして、本来製造業を中心に考

えておりましたので、建設業は入れておりません。 

 

長谷川知司委員 例えば大きい鉄工所とかがここに進出したいという話はない

んですかね。入れてもいいように思うんですが、どんなもんですかね。
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これだけ種類増やされたんであれば、建設業も入れていいんじゃないか

と思うんですがそこの考えはないんですかね。 

 

小野産業振興部長 今そのつもりはございません。建設業といいますのは実際

にそこに投下資本といいますか資本が落ちる額が非常に少ないのではな

いかということもありまして、当初からこの建設業については除いてい

ましたので引き続き除いていこうということでございます。 

 

大井淳一朗委員 恐らく元々小分類で条例に規定されていたものを大分類まで

広げていったらこれだけ網がかかったのでというあれで、大分類の中で

の検討されてこなかったんでしょ。その辺いかがですか。小分類を大分

類にまで広げたらいいからＥ、Ｆ、Ｇ、Ｈ、Ｌでしょ、要は。 

 

小野産業振興部長 大分類でＡからＴまであります。Ｄを広げてＡを広げない

理由というのがよく我々も整理できませんでしたので、大変申し訳ない

ですが、今まで対象業種となっておりました業種の大分類を中心に広げ

ていったということですので、今も申しましたようにＡとＤがどう違う

のかと言われたときにちょっと我々も今のところ説明するのは難しいな

と思いまして、今までの小分類、中分類で包含されていた大分類をした

ということでございます。 

 

杉本保喜委員 改正前と改正後を単純にみると、広がったというふうには感じ

にくいんですよね。その広がったという言葉はどこにあるかというと雇

用の創出及び事業活動の継続に期待できるうんぬんと、ここに全部包括

するということで全文を変えたというふうになるわけですけれど、Ｅか

らＨまでの企業全体を今言った文句だけで包括できるのかなというふう

に思うんですけれど、その辺はいかがですかね。 

 

井本企業立地推進室長 条例のほうでは分かりにくい部分がありますが、それ

は規則のほうで定めるようにしております。 
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長谷川知司委員 市長の議案説明の中でも現行より幅広い業種を受け入れるこ

とで分譲促進は元より安定的な雇用の創出、事業活動の継続、これにＤ

は入ると思うんですよ、Ａも入りますよ。なぜそういうのを考えないの

かと疑問に思います私は。 

 

井本企業立地推進室長 今までの製造業を中心とした誘致活動、これを踏襲す

るというか引き継いでいくという考えでおります。 

 

長谷川知司委員 なぜ製造業を踏襲しないといけないのかという点なんですね。

ほかの業種も入れていいんじゃないかということなんです。要は先ほど

大井議員も言われたように小分類から大分類に上げるとそれが該当した

っていうだけであってそのほかのＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｉ、Ｊ、Ｋずっとは

検討されてないんかなと考えるんですが。 

 

井本企業立地推進室長 検討してない訳ではございませんが、市内の製造業の

工場集積を図るためにこの団地は造られた訳でございまして、時代の変

遷とともに対象業種の拡大を図ってきたところでございます。そういう

ことで今後もそういった製造業を中心とした中で産業の振興及び雇用の

促進を有効的に活用できると判断する業者を対象としていきたいと考え

ております。 

 

大井淳一朗委員 分かる範囲でいいんですが、他市つまり宇部とか山口のテク

ノパークとかああいったところの対象業種はどうなっているでしょうか。 

 

原田企業立地推進室主任 各市町対象業種が若干ずれておりまして、宇部市さ

んで申しますとこの中でいけば卸小売が入ってらっしゃったり、山口市

さんはほぼ一緒という流れでございます。 

 

松尾数則委員長 よろしいですか質疑のほうは。それでは質疑のほうはこれで
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打ち切ります。討論、採決のほうに入りたいと思います。討論のある方

いらっしゃいますか。 

 

大井淳一朗委員 賛成討論といたしますが、条例の不明確な点は否めませんが、

目指すべき方向性には賛同できますので賛成といたします。 

 

松尾数則委員長 そのほか討論のある方いらっしゃいますか。（「なし」と呼

ぶ者あり）討論なしと認めます。それでは採決のほうに入ります。議案

第４０号山陽小野田市工場設置奨励条例の一部を改正する条例の制定に

ついて賛成の方の挙手を求めます。 

 

（賛成者挙手） 

 

松尾数則委員長 全員賛成であります。以上をもちまして議案第４０号は原案

どおり可決すべきものと決しました。どうもお疲れさまでした。それで

は続きまして議案第３９号山陽小野田市商業起業家支援センター条例を

廃止する条例の制定について審議いたします。まず、執行部の説明を求

めます。 

 

姫井産業振興部次長兼商工労働課長 商工労働課の姫井でございます。よろし

くお願い申し上げます。それでは、議案第３９号山陽小野田市商業起業

家支援センター条例を廃止する条例の制定について、御説明を申し上げ

ます。このたびの条例廃止の案件は、商業起業家支援センター、日の出

市場のことですが、この「商業起業家支援センター」は、起業される方

を支援する目的でもって、平成１４年に当センターが設置されたところ

でございますが、平成２２年８月以降、４年余りに渡り当支援センター

に出店がない状況が続いており、つきましては、今年３月末をもって「商

業起業家支援センター」を閉じることに伴い、当センター条例を廃止す

るものでございます。それでは、「当支援センター」の概要やこれまで

の入店状況について、お手元に用意させていただいております、資料に
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基づきまして、御説明をさせていただきます。資料の山陽小野田市商業

起業家支援センター「日の出市場」の１ページを御覧いただきますよう

お願いします。最初に、施設概要でございます、当センターを開設した

開館日は、平成１４年１０月１日で、設置目的は、条例第１条にもあり

ますが、商業に属する事業を新たに興そうとする者を支援することによ

り、商業の活性化に資するため、小野田駅前の日の出に、「山陽小野田

市商業起業家支援センター」を設置したところです。建物は、昭和４８

年の建築で、建物構造は、鉄骨 コンクリートブロック造の２階建て敷地

面積の土地の面積でございますが、１８２．５９㎡約１８３㎡でござい

ます。建物の１階と２階を合わせた延床面積は、２８３．５６㎡約２８

４㎡。１階、２階ともそれぞれ、１４１．７８㎡となっております。建

物内の貸スペースは、全部で４区画ございまして１区画は１５.３２㎡で

あります。１区画の使用料は、税抜きで、１５,０００円、税込みで１６，

２００円でございます。当センターの場所でございますが、下の地図の

ほうにございますＪＲ「小野田駅」の南側で、地図で黒塗りにいたして

おります、「日の出市場」と表示しているところになります。続きまし

て、２ページをお開きお願います。当センターへのこれまでの入店状況

は、１の手作り木製品の販売を始め、１０番までありますように、平成

１４年１０月から平成２２年８月末にかけて、手作り木製品の販売やバ

ック・エプロンの販売、雑貨販売など、全部で１０店舗の入店がござい

ました。しかしながら、当センターに、平成２２年の９月以降、４年余

りに渡り出店がなくこのたび「当商業起業家支援センター」を３月末を

もって閉鎖することに伴い、当センター条例を廃止するものでございま

す。廃止条例の施行期日は、４月１日であります。なお、当支援センタ

ーは、閉鎖いたしますが、起業家支援につきましては、「商工会議所」

などと連携を図りながら、今後とも引き続き支援に努めてまいります。

説明は以上でございます。よろしくお願いします。 

 

松尾数則委員長 執行部の説明は終わりました。続いて議員のほうの質疑を受

けたいと思います。質疑のある方は挙手をお願いします。 
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大井淳一朗委員 不正確な部分があったら御指摘いただきたいんですが、この

起業家支援センターというのはここ近年は駅前の商連が集会所として使

っていたということなんですが、この実情についてお答えください。 

 

姫井産業振興部次長兼商工労働課長 現在の日の出市場でございますが、まず

は商店街のお客さんなんかの休憩所それから駅前商連等のイベント等の

場所の一部となっております。そのほか市内のいろんなイベント、まつ

り等のＰＲのコーナーになっております。そのほか駅前で商連等が会議

なんかで使われるような状況になっております。 

 

大井淳一朗委員 今言われたことと起業家支援センターの目的は違うというこ

とですので、今後これを廃止した後は引き続き今の実情というか、商連

さんとかを含めたイベント関係に使うということでよろしいんでしょう

か。閉鎖後の使用状況について。 

 

姫井産業振興部次長兼商工労働課長 実はこの日の出市場につきましては地元

の商店街、あるいは商工会議所ともいろいろこの取扱いといいますか、

今後どうするかについても話をしてきました。現在駅前商連のほうから

この３月末をもって閉鎖した後には貸していただけないかという要望が

入っております。市といたしましては駅前の要望に答えていきたいとい

うような考えを持っておるところでございます。 

 

杉本保喜委員 私の認識ではこの起業家センターは場所を提供してきたという

ことだけのように思うんですけれども、例えば入店状況の中のそれぞれ

がこういうようなＯＪＴというか教えてもらうというか、そういうふう

な機会が欲しいという意見はなかったのでしょうか。要するに例えば山

口市なんかは女性起業家支援セミナーとか、そういうようなことをやっ

ているんですよね。こういう方たちからそういうことをやって欲しいと

意見が過去出たことがあったかどうかをお尋ねします。 
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姫井産業振興部次長兼商工労働課長 申し訳ございません。その辺りは私も最

後が２２年当時でございますので、ちょっと分かっておりません。起業

家セミナー等につきましては商工会議所さんでも熱心にやっておられま

す。ちょっと回答になっておらないかも分かりませんが。 

 

杉本保喜委員 私もこのセンターが開かれているときに何回か利用したりそこ

の人たちといろいろ話をする機会が多かったんですけれどもやはり私た

ち山陽小野田市がせっかく起業家支援センターというものを立ち上げて

そういう機会を設けたということに対してやはりてこ入れが足りなかっ

たのではないかというふうに私は思うんですね。今言ったように女性起

業家支援セミナーをやるとかいうような新聞にもサンデー宇部とかサン

デー小野田とか手広く募集をしたりして行ってみようかなという思いの

記事が結構よその自治体というか市町でやることがここまでＰＲされて

いるところがあるんですよね。そういうところを見たときに今商工会議

所でも確かやっております。ときどき私も見るんですけれども。そうい

うところがＰＲはやはり商工労働課のほうがもっとてこ入れをしてやっ

ていくことがこれからも必要でないかと、それがすなわち定住促進にも

つながるであろうし、今回ポシャってしまったんですが、何かまた機会

があればぜひそういうことも組み込んで新たな起業家支援を具体的な形

でやっていくということをプランとして考えていただきたいと思うんで

すが、いかがですか。 

 

姫井産業振興部次長兼商工労働課長 確かに支援センターというのはなくなり

ますが、商業も含め起業家、創業につきましては、市の商工労働課のほ

うにもお問合せがあることがございます。そのときには我々も一生懸命

できるだけお答えいたしますし、さらには我々では分からないことにな

りますと商工会議所は専門家でございます。特に起業家については一生

懸命やっているよということも確認を取っております。実際に商工会議

所のほうへ相談があって起業されたということも聞いておりますし、実
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は商工労働課のほうにお問合せがあって実際にやられたということも実

は聞いております。我々は支援センターというのは確かになくなるんで

すが、起業家について、創業については一生懸命やっていきたいと思い

ますし、駅前のこの場所で支援センターが市としての支援センターはな

くなりますが、駅前の方とはよく話をしながら今までも何回もやってき

ておりますし、今後も駅前についてはあるいは商工会議所とも十分に話

ながら商業振興について、商業だけではないです。工業振興についても

やっていかないといけないんですけれどもとにかくやっていきたいし、

また今議員さんがおっしゃられたようにほかの制度についても今後中小

企業振興基本条例も作ってまいってその中には起業家というのも基本方

針の中に入れております。とにかく我々は市としてできることはやりま

すし、商工会議所あるいは県の力を借りながら起業家については全力で

今後ともやっていきたいという思いを持っております。 

 

長谷川知司委員 さまざまな理由から個々の利用がないということで私も理解

はいたします。ただ、この支援センターが安く使えるということが一つ

の市の助成であったと思うんですね。ですから会議所に相談するなり商

工労働課で対応するにしても新たに行う場合の家賃補助を３年間すると

かそういう対策という代替案は考えられなかったんですか。 

 

姫井産業振興部次長兼商工労働課長 実はそういう新たな制度も今後は作って

いきたいと思っております。内部ではちょっと考えておりますけれども

できるだけ補助制度なり支援制度ができるように考えていきたいという

ことは十分持っております。 

 

長谷川知司委員 ちょっと認識がずれたかもしれません。私は新たな制度では

なくて今ある制度を継続する、そのための部屋を安く貸すのではなくて

家賃補助する同じ流れだと思うんですよね。新たな制度ではないと思う

んですが。だからここでぷつんと切るのではなくて同じような制度を続

けていくために一つの手法として家賃補助ということもあると思うんで
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すが、そういうことは考えられなかったんですか。 

 

姫井産業振興部次長兼商工労働課長 その辺りは今後とも検討させていただき

たいと思います。 

 

大井淳一朗委員 起業支援については今、長谷川議員が言われた家賃補助も一

つの方法ですし、やはり拠点ですね、拠点を作らないといけない。よく

いわれる労働基準監督署の跡地だとかハローワークの跡地だとか要は県

有施設の活用ですよね。福岡にあるインキュベーションセンター、ああ

いうものを造っていくことによってブースの中で小さい店をやると。そ

ういうもので積極的にこの山陽小野田市は起業家を支援しているんだと

いうものを作らなければいけないと思っております。それから独立開業

資金ですね、これの要件がなかなか厳しいということがあります。その

辺もしっかり要件緩和も含めて借りやすくする。むやみやたらに貸せば

いいって訳ではないですけれども、当然最初はお金がないですからその

辺も含めた対応が必要だと思うんですが、いかがでしょうか。 

 

姫井産業振興部次長兼商工労働課長 今後の商業起業家の支援について、独立

開業資金のことも十分今視野には入れております。この辺りについても

確かに利用がこの最近ないというようなこともありますので、その辺り

も含めて独立開業資金については見直しも検討させていただきたいと思

っております。以上です。 

 

松尾数則委員長 何かありますか。なければこれは１から１０まで主なものと

いう意味ではなくて１０しか利用者がなかったということなの。 

 

姫井産業振興部次長兼商工労働課長 これが全部でございます。１０店舗です。 

 

松尾数則委員長 主なものだけかなと思ったんですが、そうなんですか。そう

いうことは本来目的をほとんど達していないね。この目的を達しないう
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ちにもうやめるのかな。だから基本的にもっとなんで駄目だったのか、

もう少し反省する必要があるんじゃあないかという気がする。場所だけ

の問題ではない気がするんですけれども。経済状況が悪かったとかいろ

んな状況があると思うんですが、もうちょっと真剣に反省してみる必要

があるという気がする。どう思いますか。 

 

姫井産業振興部次長兼商工労働課長 平成２２年８月ですので約４年半くらい

にわたって現実的に出展がないというような状況でございます。２２年

以降私が来る前、所属の前の者も当然とにかく一生懸命出店については

市の広報なんかを使い、あるいは駅前地元商連と話をしたり会議所と話

をしたりどうねえかせんといけんということでみんな一生懸命取り組ん

できたというふうに思いますけれども結果的には４年余りにわたって現

在利用がないと。それと場所的なこともあそこは一方通行でございます。

それと駐車場が店の前にないと近くのところを実は３台ほど市が借りて

おったんですが、その辺りもあって立地的なこともひょっとしたらあっ

たのかもわからないですけれども、いずれにしても平成１４年から２２

年ですので約８年間でまあ１０店舗という現実がございます。一生懸命

やったけれども今に至っておるというようなことで閉めざるを得ないと

いうような状況でございます。御理解をいただきたいと思います。 

 

松尾数則委員長 一生懸命にやったとは見えないけどね。 

 

大井淳一朗委員 うまくいっている事例、ところを見るとやはり入って終わり

ではなくて入ってからのアフターケアというか、あの辺がしっかりされ

ているようです。そこの相談体制ですよね、もちろんこれは市だけでは

できませんので、商工会議所を巻き込んで積極的に継続的にその起業家

を支援していくという方向性をきちんと示さなければ一か月で出て行っ

たところもありますので、せっかくこういった起業家支援をやっていこ

うというのであれば、今回の反省をしっかり生かさないとせっかくやっ

ても同じことを繰り返しますので、その辺を苦言ではないけど指摘して
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おきます。 

 

松尾数則委員長 大井委員の言われるとおりだと思います。産官学、理科大な

んかを巻き込んでやればまだ方策があるような気がするんですけれども。 

 

杉本保喜委員 平成１４年から始まっているんですよね、そのころはあんまり

定住促進とかいろんなものに絡めて商売してもらうというような思想が

余りなかったというふうに思われます。しかし、今長谷川委員から言わ

れたようによそから来てここで商売をして立ち上げようかなというよう

なものが定住促進になるんですよね。そうしたときに借家も併せて抱き

合わせて借りてあげるとか、それから起業家としてのノウハウのいろは

をここで講習をしますよというようなものを抱き合わせてインターネッ

トで全国ＰＲをして呼び込むというようなところまで持っていかないと

この改めての支援センターというのは活かされないと思うんですよね。

だから改めて総合計画の中でぜひ定住促進の中の一つとしてそういう構

築を考えていただきたいと思います。 

 

中島好人委員 これの持っておくことによる維持費というのはどのくらい掛か

るんですか。 

 

姫井産業振興部次長兼商工労働課長 年間約１１０万円くらい、１００万円く

らい維持費が掛かっております。 

 

松尾数則委員長 質疑のほう、いいですか。それでは質疑のほうはこれで打ち

切ります。討論採決に入りたいと思います。討論のある方はいらっしゃ

いますか。（「なし」と呼ぶ者あり）討論なしと認めます。それでは採

決に入ります。議案第３９号山陽小野田市商業起業家支援センター条例

を廃止する条例の制定について賛成の方の挙手を求めます。 

 

（賛成者挙手） 
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松尾数則委員長 全員賛成であります。以上をもちまして議案第３９号は原案

どおり可決すべきものと決しました。どうもお疲れさまでした。それで

は続けてやります。議案第１６号について審議を続行いたします。 

 

小野産業振興部長 先ほど議案第１６号非常に説明不行き届きでございまして

大変申し訳ございませんでした。御指摘のありました補助要綱につきま

して皆様方のお手元にお配りいたしましたので、担当のほうから御説明

をさせていただきます。 

 

森山農林水産課農林係長 先ほど言いました要綱については、済みませんがあ

りません。（「ないんですね」と呼ぶ者あり）ありません。この山陽小

野田市補助金交付規則の３条第２項にのっとりまして前項の規定にかか

わらず、特に市長が必要があると認めたときは、別表の規定以外につい

ても補助の対象とすることができる、これにのっとりまして補助の関係

で進めさせていただいております。 

 

松尾数則委員長 執行部の説明が終わって何か質疑があれば。 

 

杉本保喜委員 そうすると市場管理運営補助金交付要綱という項目はこちらの

ほうに書き替えられるということになるわけですね。根拠文書です。 

 

森山農林水産課農林係長 済みません、補助金の関係のところについては山陽

小野田市補助金交付規則という形になります。もう一つの市場のほうの

修繕の関係はですね、コピーをしてしまいましたので、これについては

元々ありませんので、こちらについては要綱自体も削除で空白という形

でお願いします。（「修繕のほう」と呼ぶ者あり）修繕のほうは空白に

していただきまして補助金のほうについては山陽小野田市補助金交付規

則という形で、それで修正をお願いします。 
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中島好人委員 市長が認めればという話だが、その額の根拠というのはどうい

うふうにしてはじかれたわけですかね。 

 

森山農林水産課農林係長 ２５年度につきましては、売買参加者の破産に伴い

ますその補塡という形の分で実際の補塡額になります。２６、２７、２

８につきましては当初説明させていただきました債務超過約１，４００

万円に対しまして５００、３００、３００の１，１００万円を補助金の

ほうで充当する。残りの３００万円については自ら中央青果のほうに頑

張っていただいてこちらのほうでおんぶにだっこというわけではなく自

分のほうで処理していくというふうな形の分でしていただく形のところ

で数字のほうを出しております。 

 

中島好人委員 気になるんだけれども、努力はいいんですけどもその３００万

円の構想はあるんですか。努力で３００万円で利益を取ろうと、こうい

う中身でしょう。いい作戦があるんですか。 

 

森山農林水産課農林係長 こちらのほうからも何点か中央青果のほうには実際

提案をさせていただく中でこのたび先日お知らせさせていただいた市場

の市、こちらについては中央青果だけでなくその子会社であります小野

田青果販売になりますが、そちらのほうでの販売促進という形の分でた

だ地元の小売店と仲買人さんとの兼ね合い等もありますので、大掛かり

な形の宣伝はできませんでしたが、ただ地元の直売所のほうも大きな宣

伝はなしにやはり１年、２年と経つうちに皆さんのうわさ話で客の集客

効果があったと思っております。そこの部分を含めて即座に即興的な薬

はないと思いますが、そちらのほう２年、３年かけながら少しずつ上向

くような形の部分をする形の分で促していきたいと思っております。 

 

河﨑平男副委員長 これは卸売市場法に基づいて設置された市場ですよね。と

いうことは公共性も踏まえて事業をやっていらっしゃるんですが、生鮮

食料品等を含めて生産から主に流通も含めてあれを拠点にして６次産業
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化というかいろんな方向が考えられると思うんですが、先ほども朝市を

やられてということもありましたのでその辺の関係はどういうふうな形

を考えられているんですか。 

 

阿武農林水産課長 市場についても農業振興に野菜等もたくさんあるわけで深

く関わっていると思います。市場関係者においても農産物の加工販売と

いうことを合わせると６次産業化、それから農商工連携というところに

も繋がってくるのではないかというふうに思います。先ほど若干説明し

ました青果販売のほうでは農産物を漬物であったりあるいはカット野菜

であったりというような形で加工しながら販売している部分も若干あり

ます。もっと６次化というと違った面もあるかと思いますけれども実現

に向けて関係の業者との協議、また研究というのも必要になってこよう

かと思いますので、その辺再度研究を進めていったらというふうに思い

ます。そのことが最終的には地域の農業の振興にもつながっていくとい

うふうに考えております。以上です。 

 

大井淳一朗委員 当然仲買人とかとの兼ね合いとかもあるかと思いますが、先

ほどの市場の市も含めてやはり市民により身近な地方卸売市場にしなけ

ればいけないと思っております。入り口のところに関係者以外立ち入り

禁止と書かれた看板がまだあったと思います。そういうのがあると入り

にくい。ああいうところから直していかないといけないと思うんですが、

いかがですか、その点について、具体的に市場の市をやるだけでは。 

 

阿武農林水産課長 はい、おっしゃるとおりだと思います。実は市場というの

は仲買さんだけのものであったと思いますので、ちょっと再度実はこの

１５日ですか広報のほうで宣伝広報として掲載を予定しております。そ

の辺を含めますとやっぱりお客さんも行って関係者以外立ち入り禁止と

いうところもいかがなものかと思いますので再度そこについては近々精

査をさせていただいて、退けるなり何かの検討させていただきたいと思

います。 
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大井淳一朗委員 ３００万円の補助金の手段として売買参加者の破産に伴う貸

倒引当金と根抵当権設定に係る司法書士報酬に対する補助なんですが、

この内訳と根抵当権設定ということはこれは卸売市場を抵当に取ったん

ですか。ちょっとそこについて分からない部分を教えてください。 

 

森山農林水産課農林係長 破産手続の関係の分でいえば平成２５年度のほうの

数字のほうですよね。破産手続の関係でいえば２３５万５，８０３円が

その破産手続に伴いましての損失補塡という形になります。あと残りの

８万４，９５０円が根抵当権の設定という形の分でさせていただいてい

る。そういった数字の分類になっております。根抵当権設定については

まだ危うい業者さんがいらっしゃる。その方々に対して最初に抵当を設

定させていただくという、そういう意味のほうです。うちの市場がとい

う意味ではございません。そういう訳ではありません。 

 

松尾数則委員長 ちょっと最終的に確かめておきたい。先ほどの補助金の件な

んですが、市長さんがオッケーと言われれば、限度額というのはないん

ですか。限度額は幾らでも市長さんがオッケーと言えば出すわけね。そ

れも分からんのか、なるほどね。 

 

小野産業振興部長 基本的には市長が決めた額なんですけれどもやはり予算と

いうものがありますので、予算の範囲内で適当であると。だから例えば

１，１００万円を１年で精算してもいい訳ですが、それはやっぱり予算

が叶わないということで３か年に分けて５００、３００、３００という

形にさせていただいたということでございます。 

 

大井淳一朗委員 これは前から言っていることですけど、今回はというか今ま

でもそうだったと思うんですが、補助金交付規則によってやっているけ

ど、この３条２項というのは極めて例外的な措置なんですよね。やはり

本来の形である補助金の要綱をしっかり定めていかないと。私前から言
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っている補助の必要性はあると思っているけど、むやみやたらに基準も

ないままやっていくというのは今どきの補助金の適正がよくうたわれて

いる中に合致しないんですよね。その辺は要綱を定めていただきたいと

思うんですが、いかがですか。 

 

小野産業振興部長 言われるとおりだと思っております。これは議会でも市長

が答弁したと思います。考えないといけないときは考えますよというこ

とを言われたと思います。ですから今我々が持っている考え方としては

１，１００万円。５００の３００、３００これ以上は出さないと。補助

金は運営補助としては出しませんよということを卸売業者に再度通告し

て卸売業者の努力を促すということにしたいということでございます。 

 

大井淳一朗委員 もちろんそういう毅然とした態度も必要なんですが、と同時

に倒れてもらっても困るんですよね。そこを倒れないようにちゃんと市

も当事者意識を持ってもらわないと。 

 

杉本保喜委員 今大井議員が言われたんですけれども、私は今思ったんですが、

この市場管理運営補助金交付要綱なり規則なりこれが将来必要かどうか

というのは検討する必要があるんではないかと思うんですけれどもいか

がですか。今回はこちらのほうでやってきているんですが、特例措置み

たいな格好でやっているんですけど、その辺はいかがですか。 

 

小野産業振興部長 先ほど申しましたように今の補助金は年度を限って出すと

いうことにしていますので、将来的に補助金要綱を設置して例えば継続

的に出していくという発想は今私どもにはありません。ですからあくま

でもこの不良債務を解消する間は補助金として出しますけれども、先ほ

ど言いましたように通常の貸借対照表しか出していませんけれども、損

益計算書に出てくるような赤字が出たから補助金を出していくというよ

うな姿勢は今のところありません。 
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杉本保喜委員 それはよく分かります。ただ今大井議員が言ったようにその市

場を維持するにおいて必要な状態が今後出てこないかなということなん

ですよね。 

 

小野産業振興部長 先ほど２５年度これは取引業者の倒産によりまして赤字が

出たということで緊急避難的に出したわけですけれども、こういったこ

とが通常の業務以外でそういった取引業者の、例えば売掛金が取れなく

なったとか倒産してですね、そういった場合のその補助金というのが出

てくるかも分かりませんので、そういったときにはやはりそういった補

助金要綱を作っておかないといけんのかなという今気はしています。で

すけど、通常の業務で赤字が出たから補塡するような補助金ではなくて

こういう緊急避難的なことが出た場合にはやはりそういったことで補助

ができるようにしておかなければならないのかなというのは杉本議員さ

んが言われましたので、そういうのはやっておかないといけないのかな

というのはちょっと思っていますので、ちょっと検討させてください。 

 

松尾数則委員長 内容についての質疑を受けたいと思います。歳入歳出、一緒

に受けます。 

 

中島好人委員 続きみたいな形になるんですけれども、一般会計からの繰り入

れが１，２００万円ある訳ですけれどもこれの根拠というか、どこにな

るんでしょうか。 

 

小野産業振興部長 一般会計からの繰り入れというのはあくまでも市場は基本

的に使用料で成り立つものなんですよね。使用料をもって維持管理経費

すなわち電気代とかガス代とか、ですけれども今見ていただいたら分か

りますように使用料というのは１２０万円しかないということですので、

それしか使用料が入っていませんので、だからといってそれしか維持管

理するのに掛からないということはありませんので、その不足分につい

て一般会計、すなわち大家がその建物の維持管理費を出すということで
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すので、それプラス入っています３００万円、運営補助金というのがこ

れは全然別個ですが、入っていますけれどもそれ以外はとにかく大家が

建物を維持するのに必要な経費を一般会計繰入金という形で出していま

すというふうに考えていただければいいかと思います。 

 

松尾数則委員長 いいですか。歳入歳出一緒でいいですけど質疑はいいですか。

全ての質疑はこれで打ち切ります。討論採決に入りたいと思います。討

論のある方はいらっしゃいますか。（「なし」と呼ぶ者あり）討論なし

と認めます。それでは採決のほうに入ります。議案第１６号平成２７年

度山陽小野田市地方卸売市場事業特別会計予算について賛成の方の挙手

を求めます。 

 

（賛成者挙手） 

 

松尾数則委員長 全員賛成であります。以上を持ちまして議案第１６号は原案

どおり可決すべきものと決しました。どうもお疲れさまでした。議員の

方はまだもう一個ありますから、まだ帰っちゃいけんですよ。まだある

んで所管事務調査と終わった後ちょっと協議会、例のプレミアムをちょ

っとやろうと思っています。じゃあ続けてちょっと、閉会中の所管事務

調査について、これも話し合いましょうかええかいね。以前のやつは今

日いっていると思うんですよ、今までの分がですね。これに河﨑副委員

長のほうから話しがありましたプレミアムはちょっと入れておこうと思

っていますんで。どこに入れるかな。 

 

大井淳一朗委員 なら点でいいんじゃないですか。商業振興に入れる、（４）

ぐらいに。（４）商業の振興に関する。（４）プレミアム商品券につい

て。 

 

古川議会事務局長 プレミアムだけでいいですか。 
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大井淳一朗委員 地域振興いきますか、地域通貨。 

 

松尾数則委員長 プレミアム・・・入れるとしかしまた。 

 

古川議会事務局長 プレミアムと、もう一つ地域通貨って入れちょかんでいい

ですか。 

 

大井淳一朗委員 プレミアム商品券及び地域通貨について。 

 

古川議会事務局長 絶対リンクするでしょう。 

 

大井淳一朗委員 それで行きましょう。 

 

松尾数則委員長 ４で入れるのね。 

 

大井淳一朗委員 そういう入れ方にしましょう。 

 

大井淳一朗委員 あとは先ほど懸案となっております、６月上程予定の中小企

業振興条例これについてパブリックコメントの結果と今後と我々との。 

 

松尾数則委員長 この中にはないかね。 

 

大井淳一朗委員 ないです。もちろん。 

 

河﨑平男副委員長 入れたほうがいいんじゃない。 

 

大井淳一朗委員 あったんかいね。あるんかいね角さん元々、まあないけとり

あえず、中小企業振興条例についてですね。あと水道どうしようか、勉

強会する。所管事務する。 
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松尾数則委員長 勉強会するとね来てくれないんですよ。正直いいましてね、

委員会をせんと。 

 

大井淳一朗委員 じゃあ広域化、水道事業の広域化。 

 

松尾数則委員長 どこに入れる。 

 

河﨑平男副委員長 別個に入れよう、水道事業の広域化について。 

 

松尾数則委員長 あとはいいですかね。公園はどうしようか。 

 

古川議会事務局長 できんでしょう。 

 

松尾数則委員長 もう無理か。 

 

杉本保喜委員 削らないかんくらいでこれ。 

 

古川議会事務局長 これに、今加えた三つを多分やってと思うんです。 

 

河﨑平男副委員長 議会から投げかけられたけね委員長が。これはやらんな。 

 

松尾数則委員長 都市公園がちょっとやりたかったんだけど。 

 

大井淳一朗委員 何かと入れ替えればいい。あるかな。 

 

古川議会事務局長 道路行政は、何のあれで入っているんですか。 

 

松尾数則委員長 昔から入っているんですよやっぱり。 

 

大井淳一朗委員 道路行政、湾岸とか終わったし、公園通りも。 
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杉本保喜委員 道路行政はちょっと置いといたほうがいいんじゃない。 

 

大井淳一朗委員 じゃあ、変えときいね。やるかやらんか別に、都市公園に関

すること。 

 

河﨑平男副委員長 これやり変えたらいい。 

 

松尾数則委員長 道路行政のほう、都市公園に関することね。 

 

大井淳一朗委員 緑の基本計画ちゅうのは。都計審にあったやろ。 

 

松尾数則委員長 あれはどうなるんかね、都計審でやっぱりやるんやろ。 

 

長谷川知司委員 今アンケートの結果が出て都計審で一応報告がありました。

ただそれを今度どうするかを、今から。 

 

松尾数則委員長 今からの話か。 

 

河﨑平男副委員長 この中に入るけいいんじゃないの。 

 

杉本保喜委員 都市公園の中に一部入れればいい。 

 

河﨑平男副委員長 今の分は都計審がやりよるんだから。 

 

松尾数則委員長 結構これね、いざやろうと思ったら聞いてくるんですよね。 

 

河﨑平男副委員長 いいんじゃないんですかこれで。 

 

松尾数則委員長 こんなもんでいいですかじゃあ。じゃあ角さんこれで一応ち
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ょっと案をつくっちょって。 

 

河﨑平男副委員長 いつやるの。早めにやっちょかんにゃ、もう４月になる。

４月にせんとじゃね、もう７月までこれ半年くらいしかないんよ期間は、

プレミアムは。 

 

大井淳一朗委員 すぐプレミアムはしちょったほうがいい。 

 

杉本保喜委員 プレミアムは早めにやらんと。 

 

松尾数則委員長 まだ予算が通ってないけど。 

 

杉本保喜委員 それこそ、それじゃあ間に合わない。方向性は付けとく。 

 

河﨑平男副委員長 所管事務調査で委員長から伊藤委員長から任されたけね、

やっちょかないけんよ。 

 

大井淳一朗委員 ４月の上旬か中旬くらいに。 

 

松尾数則委員長 どっちにしても４月に１回やらなもう遅いからね。 

 

大井淳一朗委員 プレミアムは当然できるにこしたことはないけど、それがど

うしても駄目だったら何か別のほかのをちょっと。 

 

松尾数則委員長 どちらにしても４月くらいにプレミアムはやらんにゃ、ちょ

っと追いつかんだろうと思う。それはあれにして、内容的には閉会中の

審査事項についてはこういった内容でいこうと思っていますので。 

 

大井淳一朗委員 じゃあ、日にちちょっと設定しといて。 
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松尾数則委員長 もう日にちを。 

 

河﨑平男副委員長 ４月じゃけ。 

 

大井淳一朗委員 ４月の中旬、下旬。 

 

長谷川知司委員 県議選終わってからにします。それとも。 

 

杉本保喜委員 県議選は１２日だから。前に１回やらんといかん。 

 

松尾数則委員長 １回これでちょっとこれで閉会中はこれで話を決めて閉める。

後は協議会でするからね。閉会中はじゃあこれでいいかな。（「はい」

と呼ぶ者あり）じゃあこの内容で行くけ。じゃあこれで委員会のほうは

終わりますので後は協議会のほうで。 

 

午後６時５４分散会 

 

平成２７年３月１２日 

 

産業建設常任委員会委員長 松 尾 数 則 

 


